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(3)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～Xとの関係 (該当部分)

卜.平成 27年 度の研究事業について |
(1)事業の概要

本研究事業は、女性の健康のための支援体制の整備を回るため、女性ホルモンや性梁色体に看目した研究

開発として、ライフステージに応じた女性の健康課題の抽出と対策に関する研究、生涯を通じた女性の健

康の支援体制構築に関する研究、女性の健康のための社会的基盤の整備を図るため、女性の健康のための

医療体鋼の構築のための実態調査に関する研究、女性の健康課題を総合的にとらえた診凛体制の構築に関

する研究等を実施す る。

(2)平成27年度の新規の事業内容について
業は、新規の事業であ り、上記内容が新規の亭票内番に腋 当す る。

。平成 27年

(4)予算額※(単位 :

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

0 未 定

の予算額は、(独)
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こついては、 じて大 き く変化す るとい

策を行うことが重要であり、女性の就彙等の増加、婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の

健康に関わる問題の変化に応じた対策が必要となつており、こうした観点から現在 『女性の健康の包括

的支援に関する法律案Jが 第 168回国会に提出され、経縮審議中である。女性の心身の特性を踏まえた

健康支援体制を行政、医療機関等において構築するため、女性の健康施策に関する情報を収集していく

必要がある。また、女性の健康を総合的にサポー トする医療、診療体制が十分に整備されておらず、我

正確に把握した上で適切に施策を請じていく

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り
銅おべ■雲顕

該 当無 し

重点的課題 該 当な し

重点的取組 該 当な し

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 目議決定 )
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―との関係 (該当部分)
― ■ 2(1)女 性の更なる

。とりわけ我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるよう
にすることは、人材の確保にとどまらず、企業活動、行政、地域等の現場
に多様な価値観や創意工夫をもたらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ

社会全体に活力を与えることにもつながるものである。

【第二 -2-2(3)新 たに睛ずべき具体的政策】
・女性の活躍推進のためには、女性の特性に応じた女性の健康の包括的支

援が必要である。このため、与党からの提言等も踏まえつつ、所要の施策を

「日本再興戦略」改訂

2014に該当するか否か。

日本 人に対 して 、日本人のエビデンス として

ガイドラインに直接活かされており、生活習慣病予防のための正しい知識の普及や医療の質の向上等によ

り、国民にその成果が選元されている。また、研究成果としての手法や教材等の普及により、様々な保健
いること
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関通する辱費t豊 造L、その成里の書■及び活用t目 指ヨ1                     ,

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性)

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

分野名 皿 疾病 ・障害対策研究分野

事業名 長寿科学研究開発事業

主管部局 (課室) 老健局総務課

運営体制 老健局総務課の単独運営

政策等への活用を 現在、我が国では世界でも類をみない早 さで しており、

的に記載        |を 上回る不ピー ドで 琴ヽ介護者の割合も増加の一途を辿つている。今後、少

子高齢化がすすんでいくなかで、介護保険制度の持続可能性を高めること

は、重要かつ喫緊の課題である。

当事業では、高齢者の介饉予防や健康保持、在宅医療看護の推進等に必要

な研究 ・開発を行うために、高齢者に特徴的な疾病 ・病態等に着目し、複合

的 ・総合的な治療のアプローチの確立を目指す。また、地域包括ケアシステ

ムの推進に必要な在宅医療 ・在宅看護の普及 ・発展に必要な研究として、在

宅医療 ・看饉に必要な機器の開発やケア手法の標準化を行い、介護保険制度

の持続可能性の向上と地域包括ケアシステムにおける医療・介護の充実に寄

与する。

(2)推 進分野の設定等について

推進分野※1の設定 介護サー ビス高度化推進研究分野 【新規】

推進分野とする必要性 平成24年度か ら介護保険総合デー タベースによる介護情報の桑積が始ま

り、この活用 による介護サー ビスの質の評価に取 り組む ことが課題 として挙

げ られてい るが、質の評価項 目、評価手法が未だ確立 されていない。

推進分野の推進により
期待される効果

介護サー ビスの質の評価手法開発によ り、効果的 ・効率的な介護サー ビス

の提供が可能 となる。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。

■健康長野社会の異現に向けた研究

「重脚高器既あ蹴陽i罪畿畿:鋼
※ 1 「 研究助成の改ヨ

究助成等のあり方| 裂塩漂簡T樫、躍 黙 ホη員跡鰐蓋躍

② 少 子・高齢化に対応し、活力あら、れる社会に実現に向けた研究 を いう

各戦略等との関係性
1 (該当部分)

健康・医療戦略に該当す

るか否か。

【2 -(2)-1)― ア)】
・介護 ・医療の関連情報を国民も含めて広く共有 (見える化)す るためのシ

ステム構築等を推進するとともに、地域包括ケアに関わる多様な主体の情報

共有 ・連携を推進する。
・高齢者 ・障害者等の食事や運動、移動支援等に関わるサービスに加え、例

えば、脳神経の機能改善 ・回復 (ニューロリハビリ)等 、身体機能再生を促

す新しい技術 ・サービスの開発 ・実証を促進する。

【2 -(2)-1)工 )】



・高齢者 ・障害者等の生活の質向上、介護の負担軽減を図るため、ロボット

技術の研究開発及び実用化のための環境整備を推進する。

※ 健 康・医療戦略 (平成26年7月 22日閣議決定)
h t t p : / /冊k a n t e i  g o  J p /」p / s i n g i / k e n k 6 u i r y o u / s u i s i n / s u i s i  L d a i 2 / g i J i s i d a i  h t m l

(該当部分

h t t p : / /肺k a n t e i  g o  j p / J p / s i n g l / k e n k o u i r y o u / s u i s i n / s u i s i n  d a i 2 / g i j i S i d a i  h t m l
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けた取組を行つてい

し、それらの予防、早期診断及び治療技術等の確立に向けた研究・開発を推進するとともに、高齢者の環

境に目を向けた介護予防や、介護サービスの質の評価手法開発に向けて、評価項目の検討や評価手法の開
つ 。

研

究分野」及び 「介饉サービス高度化推進研究分野」の4つに大別できる。

具体的に、「老年病等長寿科学技術分野」では、高齢者に特徴的な疾病 ・病態等に注目し、複合的 ・総合

的な治療のアプローチの確立を目指すとともに、介護負担軽減に向けた先進的な取組 (ロボット介護機器

開発 ・開発支援も含む)に 関する研究開発を拡充する。
「介瞳予防 ・高齢者保健福祉分野Jで は、今後、地域づくりや住民自主活動の活性化により介護予防に取

組んでいくことになるが、真に介護予防に資する活動内容や住民参加を促進する要因などについて研究を

推進し、住民との協働による介護予防のまちづくりの手法を開発する。
「運動器疾患総合研究分野」では、要介護状態の原因として多い 「転倒骨折」や腰痛 ・膝痛の早期診断 ・

治療まの開発を推進する。また、ロコモティプシンドロームの予防 ・治療法の開発研究を引き続き推進す

るとともに、維持期の高齢者を対象としたリハビリテーシヨンの発展に寄与する研究開発を行う。

平成27年度からは、新たに 『介護サービス高度化推進研究分野」を創設する。保険者 ・地域支援や介護

ために、評価手法を開発す る。

(2)医 療 分 野 研 究 開 発 推 :C計 画本との関係 (該当

医療分野研究開発推進

計画に該当するか否か。

【1 1(1)② 】・高齢者及び障害者 (障害児を含む。)における身体機能
の低下や喪失、女性に特有の健康課題、生活習慣病との関連の可能性が高い
口腔の疾患、依存症などの多岐にわたる疾患等に対し、治療後の生活の■と
いう観点も含め、患者や国民、社会のニーズを的確に把握する取組を通じ、
医療上及び経済上のニーズをも十分にな議しつつ、発症予防・菫症化予防に

役立つ技術開発、先制医療や新たな医薬品や診断・治療方法の開発、医療機
器等の開発が推進される社会の実現を目指す。

【■ 1(2)② 】・脳科学を応用したコミュニケーシヨン支援機器や意思

伝達装置、ロボット技術の活用など、高齢者・障害者等ボ地域社会で安心し
て暮らしていくための社会的障壁の除去につながる技術開発を推進し、5年

以内に3件以上の機能支援機器の実用化を目指す。
【1 1(2)② 】・高齢者・障害者等の自立促進や介護実施者の負担軽減

を回るため、現場ニーズに合致した使えるロボット介護機器の開発を行うと
ともに、安全・性能・倫理基準の策定など、ロボット介饉桂薔導入に向けた
壼境多事告する.

※

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業と

(4)予算額 (単位 :百万円

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

未定

との関係 (該当部分

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り

組むべき課題

I_国 際社会の先駆 けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 医薬品 ・医療機器開発の強化 ・臨床研究 ・治験への体制整備

重点的取組 医療機器開発 ・革新的医療技術J出 拠点の整備

現在、我が国では世界でも類をみない早さで高齢化が進行しており、それを上回るスピードで゛要介讀

者の割合も増加の一途を辿つている。要介證リスクの高い75歳以上人口は今後1●15年で倍増し、医療介護
ニーズの増大が見込まれることから、地域包括ケアシステムの推進により、在宅高齢者へのケアが必要と

なる。また、介護保険制度の持続可能性を高めることは、重要かつ喫緊の課題である。

長寿科学研究開発事集では、高齢者の介饉予防や健康保持、在宅医療看護の推進等に必要な研究 ・開発

を行うために、高齢者に特徴的な疾病 ・病態等に着日し、複合的 ・総合的な治療法を開発し、介謹負担軽

減に向けた先進的な取組 (ロボット介護機器開発 ・開発支援も含む)を 推進している。

また、在宅医療 ・在宅看護の普及 ・発展に必要な研究として、在宅医療 ・看護に必要な機器の開発やケ

ア手法の標準化を行い、地域包括ケアシステム構築における医療 ・介護連携の推進を行う。

※ 「日 J改 訂 2 0 1 4 -未 米 への 挑戦
―

(3)研究事業の有効性
こついて研究 し、 ことで、

生活の質に寄与する事が期待される。また要介護政の重度化防止や介護予防が推進されることで、介護綸

付費の減少に寄与し、介饉保険制度の効率性の向上や持続可能性の確保に寄与することが期待される。

介饉サービスの質の評価指標の開発を行い、介護関連情報の 「見える化」システムを通じて、利用者が

主体的に介饉サービスを利用することを可能とし、質の悪い介護サービスが洵汰され効果的な介護サービ

スの提供が期待できる。

|

(41その他



L_贅レ。                |

介饉保険制度の持饒可能性を確保するためにも、今までの本事業における取組を着実に推進するととも
に、高齢者の増加に伴う新たな課題に対応するためにも本事業の益々の強化 ・充実が必要である。
高齢者特有の病態などに着日し、高齢者の健康維持に必要な知見の整理 ・収集を行つていくとともに、

増加する在宅高齢者を支えるためにも、高齢者の多くが苦しむ運動器疾患等の病態について研究し、治療
法 ・予防法を開発する。

また、進展する少子高齢化と介餞負担の増大に対応するため、自立した高齢者の社会,加 を促進すると
ともに、介護予防が地域として取り組まれることを推進する。このため地域づくりの具体的な取組手法に
関する研究開発が必要となる。

さらに、介饉サービスの質の評価手法を開発し、■の高い介饉サービスの提供に取り組む。
これらの研究を通じ、高齢者の生活の質の維持 ・向上を図るとともに、介讀保険制度の持続可能性を確

長寿科学研究 開発事業
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分野名 「皿 疾病 ・障害対策研究分野」

事業名 認知症研究開発事業

主管部局 (課室) 老健局総務課

運営体制 老健局03務 課の単独運営

卜による大規模ゲノム解析等が必要とされる。
このため、現行の優れた認知症コホー トから、国内各地において疫学コホー

ト研究が展開され、大規模な解析が可能となるよう、全目的に適用可能な、
コホー トに関する共通プロトコールの作成など、次世代のコホー トを確立す

る研究を推進する。

推進分野の推進により

期待される効果

本研究の推進 によ り、大規模な原因遺伝子解析や、国際共同研究な どが可能

とな り、その結果 としてひいては、認知症の発症 リスク予測、診断マー カー ・

予肪法ヽ治寝法の3n発率が促進 され ることが期待 され る。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野挙
2に該当す

るか否か。

■ 健 康長 野社会の冥現に同けた研究

□ 少 子 ・高齢化に対応 し、活力あふれ る社会に実現に向 けた研究

□ 該 当な し

※1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性J(平 成 22年 7月 29日厚生労働省の研
超高齢化の進行に伴つて認知症高齢者の数は今後も増加を積け、 「認知症高齢者の日常生活日立圧JH

以上の高齢者は、2025年には323万人、2040年には385万人に達すると推計されている。認知症対策に関

しては、わが国の/A●衆衡生上重要な課題でありながら、有効な予防法が無く、早期診断が困難であり、治

療 ・ケア手法も十分に確立 ・標準化されていない等、課題が山積している。また、平成 26年 4月には、認

知症の行方不明者数についての発表が警察庁よりあり、認知症の俳徊 ・行方不明、俳徊に関連した列車事

故等の問題が社会的な関心を集めている。

平成20年には、厚生労働大臣の指示により開かれた 「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェク

トJに おいて、今後の認知症対策の 5本柱のひとつとして 「研究 ・開発の促進Jが 挙げられ、発症予防対

策、診断技術の向上、治療方法の開発等を促連することが提言された。また、平成25年 12月英国でG8認

知症サミットが開かれたが、その共同声明のなかで、 「研究及びイノベーションJに よって、認知症が社

会に及ぼす影響を軽減することがうたわれており、認知症研究の推進は世界的な問題となつている。さら

に、平成25年 6月 7日に出された 「科学技術イノベーション総合戦略Jに おいて、世界に先駆けた健康長

寿社会の実現を目指すために 『精神 ・神経疾患の革新的予防・静断 ・治療法の開発に取り組む」としてお

り、重点的取組として (2-2)精 神 ・神経疾患の革新的予防・診断 ・治療法の開発のなかで、 「健康寿命

に影響するアルツハイマー
病等の日知症、うつ痢車の精神 ・神経疾患について、病気との共生を含めて克

服できる社会を実現するJ「 露知症者の日常生活動作 (AI■)・ 生活の質 (∞L)の 改善」と日様に掲げら

れているところである。

今年度から、4つの分野へ分類し、より■点的な研究がなされるようにとした。日知症研究開発事業に

おいては、①認知症の病饉解明に関する分野、②認知症の診断や早期発見に関する分野、③認知症の治療

法に関する分野、④認知症の発症後の対応に関する分野と4つに分類し効率的な研究の推進をはかる。こ

のように、認知症全般にわたり、実態の把握、有効なシーズの探索、治療薬、検査 ・診断法の開発等に総

合的に研究を推進する。

今年度については、これまで、認知症に関するコホー ト研究に日して、小規模ながら■の高い研究が行

われており、様々な研究成果をもたらしているが、認知症の根本的な原因究明や、遺伝因子、予防因子の

解明、実証のためには、大規模なコホー トによる大規模ゲノム解析等が必要とされるため、現行の優れた

認知症コホー トから、国内各地において疲学コホー ト研究が展開され、大規模な解析が可能となるよう、

全国的に適用可能な、コホー トに関する共通プロトコールの作成など、次世代のコホー トを確立する研究

を推進する。プロトコール作成にあたつて、日際的な協働を視野にいれる内容とすることにより、国際共

同研究等が可能となれば、認知症の危険因子及び防御園子、遺伝子因子探索等の研究が大幅に効率化 ・加

速されると期待され

1.研 究事業の概要

(1)公 的研究としての意義 (政策と

政策等への活用を具体

6rjf :iBfr | -'BF. *t)i4 t:r4> (fleSBE{pBPsDtAtl:Blf 5Ef) oti8
・予防産業の創出
・ケアにおけるエビデンスの■出

ケアシステ

ための大規模地域 コホー ト研究 と して

卜を確立する研究を設定する。

推進分野とする必要性 |こ れまで、日知症に目するコホート研究に日して、小規模ながら質の高い研
究が行われており、様々な研究成果をもたらしているが、認知症の根本的な

や、遺伝園子、予防因子の解明、実肛のためには、大規模なコホーこは、

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

レ.各戦略等との関係性|
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(3)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

第2章―■-1.P20に おいて、 「こうした社会的背景と医学研究のあり方を

踏まえ、我が国の基礎科学研究を展開して世界最先端の医療技術の開発を推

進し、その成果を活用した医療による健康寿命の工伸を実現するとともに、

医療制度の持続性を確保することが、焦層の課題とされる」

重点的課題 「第2章―■2 p22 「 疾患に対応した研究の強化Jに 、 「精神 ・神経疾

患に関する研究」

重点的取組 第2章―■■ (7)① ,25に、 「 巳知症やうつ綱などの看神浜思等の発症

に関わる脳神経回路・機能の解明に向けた研究開発及び薔盤整備を各省連携

のもとに強力に進めることにより、革新的静断・予防・治憲法を確立 し、認
4n薦.饉壇痣自=多 章目する_:

※科学桂缶イノベーション総合職略
｀
2014(平 成26年 6月 24日 閣議決定 )
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こついて
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(3)研究事業の有効性
認知症の発症、抑制因子 を解明 し、予防法の開発 と確立 を行い、 を抑制するこ

る。また認知症に関する、促進/抑制因子の解明、病態の解明、そして有効な治燎法の開発を行うことによ

り、症状の重症化の抑制から、ひいては認知症の根本的な治療法の開発が期待できる。これらをあわせて、

認知症になっても住み慣れた環境での生活をおくることができる社会の構築、健康長寿社会の実現に資す

ることができる。これらの取組を通じ、最終的な認知症の減少を目指すとともに、予防産業等の創出等産

これらの取 きる。

平成 27年 度の研究事業について

つて、本年度か ら|ま、4つ の

分類し、より重点的な研究がなされるようにとした。①認知症の病態解明に関する分野では、基礎・臨床
のそれぞれにおいて、原因や実態の解明に関する研究など、②認知症の診断や早期発見に関する分野では、
脳画像や生体試料検査など診断法等に関する研究など、③認知症あ治療法に関する分野では、薬物だけで
なく広く認知症の症状に対する治療法に関する研究など、④認知症の発症後の対応に関する分野では、ケ
アや看饉などの提供と連携 した、街 づ くりな どといっ どを想定 している。

(2)平成27年度の新規の事業内容について
これ まで、認知症に関するコホー ト研究に関 して、小規模なが ら質の高じ ており、様々な研
究成果をもたらしているが、認知症の根本的な原因究明や、遺伝因子、予防因子の解明、実証のためには、

大規模なコホー トによる大規模ゲノム解析等が必要とされる。
このため、現行の優れた認知症コホー トから、国内各地において疫学コホー ト研究が展開され、大規模な

解析が可能となるよう、全国的に適用可能な、コホー トに関する共通プロトコールの作成など、次世代の
コホー トを確立す る 開始す

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担
ジエク トであり、文部科学省の 「脳科学研究戦略推進プログラム」等におい

て得られる、認知症などの発症のメカニズム解明に関する成果等を、本研究事業における研究に適宜
反映していくことを想定している。文部科学省 『脳科学研究戦略推進プログラム」において、発達障
害、うつ痢、認知症などの精神 ・神経疾日の発症のメカニズムを解明し、診断・治療 ・予防法につな

げる研究が行われている。当該研究から得られた成果を、将来的に本研究事業における臨床研究に反
映していく。

平成 27年 度の研究事業の評価について

な問題となつており、本人やご家族はもちろん、地域社会や医療保険財政、介饉保険財政への負担の増加、

社会の活力や経済活動の持続性に対する懸影響は大きくその対応は喫緊の課題である。認知症の人の増加

抑制に資する取組、進行週延及び根本的治療薬の開発に係る研究の促進は、このような負担の軽減をもた

らし、結果として健康長寿社会の実現がもたらされる重要な事業である。また世界規模で増加が見込まれ

①巴知症の病態解明に関する分野、②認知症の診断や早期発見に関する分野、③認知症の治療法に関する
分野、④醒知症の発症後の対応に関する分野と明確に分野分けし、研究課題を設定していくことで、網轟
的且つ効率的な研究の推進をはかる。長寿・障害総合研究事業のうち、認知症政策研究事業の研究結果や、
文部科学省の 「脳科学研究戦略推進プログラムJに おいて得られる、配知症などの発症のメカニズム解明

業における研究 に適宣反映 してい くこと等、効率的な推進 をはか る。

なつている。世界規模の問題

である認知症に対して、社会的側面から認知症の本態解明、認知症の実態解明、認知症への対策に関する研究



を推進し、認知症の発症を予防し、適切な対応により「認知症になつても安心して暮らせる社会」を構 築す ることは、

我が国を課題先進国から課題解決先進国に導き、新たな成長分野で一ロトップに躍り出る機会をあたえるものであ

る。また、超高齢化を迎えるということは、全ての国民にとって、認知症がきわめて身近な問題になる、ということであ

り、本研究事業の推進は、国民全てが不安無く安心して暮らせる社会の構築に繋がることといえる。

分野名 皿 疾 輌 ・暉吾 対策 研究 分 野

事業名 障害者対策総合研究開発事業

主管部局 (課=) 社会 ・援饉局障害保健福祉部企画課、精神 ・障害保健課

櫨IE日痣自樹告盟

運営体制 社会援饉局障害保健福祉部と健康局が共同して事業を運営

1.研 究事業の概要

障害保健福祉分野全般に関して、障害者の地域生活での共生の実現や、社会的障壁の除去につながる機

能支援機器等の技術開発を行うとともに、障害を招く疾患等について病因 。病態の解明、診断 ・予防 ・治

療法 ・リハビリテーション等を確立するため身体 ・知的等障害分野、感覚器障害分野、精神障害分野、神

経 ・筋疾患分野に関する先進的 ・実践的な研究 ・開発を推進する。

O 疾 病の治療法、診断法等の医療技術の開発に関するもの
・ 脊 髄損傷の個別診断による歩行11練法選択の最適化に関する研究
・ 緑 内障の統合的分子診断法に関する研究

 `リア"イムfttHこよるハ
・
イオフィート

・
ドック法を用いた統合失調症の認知リハビリテーション  等

0 医 薬品の開発に関するもの
・ 統 合失調症に対する認知リハビリテーションの開発と効果検証に関する研究
・ アトヒ

・―関連脳脊髄・末梢神経障害の病態解明と画期的治療法の開発  等

0 機 能支援機器の開発に関するもの
・ フ

・
レイ"マシン・インターフエイス(BH:)によるコミュニケーション支援や、上肢アシストスーツ等の障害者自立支

援機器の開発

視覚、聴覚等の感覚器障害における予防・リハビリテーション・補完のための

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性)

政策手への活用を具体 10「写寵鐸婆珪」礎Ell響[]塑墾il:ImL
ション支援や運動機能支援等の自立支援機器の開発)

0 視 覚障害の原因の第1位である縁内障の統合的分子診断法の開発を推進

することで、緑内障リスクの高い正診率が得られ、早期発見 ・早期治農が

可能となり視覚障害の予防の推進につながることが期待される。

O 疫 学的調査によるデータの蓄積と解析を行い、心理 ・社会学的方法、分

子生物学的手法、画像診断技術等を活用し、病困 ・病態の解明、効果的な

予防・診断 ・治療法等の研究 ・開発を推進することにより、臨床現場にお

ける技術水準を向上させている。 (例:統合失田症の早期診断を確立する

ためのパイオマーカー候補の発見)              ′

O 脳 脊髄液減少症について、平成25年度の研究で作成された画像判定善

準 ・画像診断基準を利用し、中核病態である脳寺髄液澤出症につき、先進

医療制度を活用した臨床研究が進行しつつある。 (例:脳青髄液減少症の

る研究)

(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの設定 0 身 体・知的等障害分野においては、障害者の総合的な保健福社の同上の

ための研究開発に加え、障害者の地域社会での共生の実現や社会障壁除去

につながる技術開発に資する研究について引き続き行う。

O 感 覚器障害分野においては、視党 ・聴党の機能障害に対する早期発見治

療による障害の予防、補助 ・代薔技術等の研究を引き続き行う。

O 精 神障害分野においては、精神医療の質の向上を支援する研究、精神疾

患の客観的診断法に関する研究を引き続き行う。

O 神 経・筋疾患分野においては、難治性疾患克服研究事業の対象以外の疾

患を中心に、病態解明や治療法開発に関する研究を引き続き行う。

推進分野とする必要性 O 身 体 ・知的等障害分野及び感覚薔暉吾分野においては、平属24年 度、

障害者総合支援法が成立したことや、2020年開催の東京オリンピツク・パ

ラリンピックを踏まえ、障害者の機能支援機器等の技術開発を行うととも



に、障害を招く疾患等についての病因 ・痛態の解明、予防、診断、治療法
やリハビリテーション等の先進的・実践的な技術を確立し、障害者の社会

参加の推進と地域における生活を支援することが必琴である。
O 精 神分野においては、自殺者が未だ3万人弱を数える状態が続いてお

り、原因としては健康問題、うつ鋼等が第一位となっている。精神疾患は

客観的診断法の確立が十分ではなく、早期に診断し適切な治療につなげる
ために害観的診断法の研究を推進させる必要がある。O 神 経・筋疾患分
野においては、病態解明及び治療法開発を進める疾患が多岐にわたるた
め、効率的な研究の推進が必要である。

推進分野の推進によリ
期待される効果

0 身 体 ・知的等障害分野及び感覚署障害分野の研究推進により、障害の予

防、リハビリ、補完のための革新的な技術開発、障害者の地域社会での共
生の実現が期待され、障害者が自らの能力を最大限発揮し、自己実現が可
能となる。

O 精 神分野の研究推進により、精神医療の質の向上が図られ、より早期に

適切な医療サービスの提供が期待される。
O 神 経 ・筋疾患分野の研究推進により、多種類の疾患について病態解明及

び治療法開発が期待される。

守後の厚玉労働科7研

究において重点化すべ

き主な分野X2に該当す
るか否か。

■ 健 康長野社会の実現に向けた研究
■ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あら、れる社会に実現に向けた研究
□ 酸 当なし

本研究事業を推進することにより、早期診断・治療のための診断・介入方
法の開発や優れた治療技術の開発等を通じて、健康長寿社会を実現し、少

子 ・高齢化に対応し活力ああ、れた社会の実現につなげることができる。

※ 1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性 l(平 成 22年 7月 29日 E生 労働省の研

医療分野研究開発推進

計画に該当するか否か。

p6 高 齢者及び障害者 (障害児を含む。)に おける身体機能の低下や長失

p21～ (vi‖)高齢者 ・障害者等の機能支援機器開発への取組
●高齢者 ・障害者等の機能支援機器の開発
●ロボット介饉機器の開発

【■■2 -(2)く )い哺i】<精 神 ・神経疾患>

認知症やうつ病などの精神疾患等の発産に関わる日神経回路・機能の解明
に向けた研究開発及び基盤整備を各省連携の下に強力に進めることにより、
革新的診断・予防・治療法を確立し、認知症 ・精神疾患等を克服する:達 成
目標及び各省連携プロジェク トは以下のとおり。

【2015年度までの達成目標】
・分子イメージングによる超早期認知症診断方法を確立
・精神疾患の診断、薬物治療の反応性及び副作用に関するパイオマーカー

候補を新たに少なくとも一つ発見し、同定プロセスのための臨床評価を終
了

【2020年頃までの達成目操】
・日本発の認知症、うつ病などの精神疾患の根本治療薬候補の治験開始
・精神疾患の客観的診断法の確立
・精神疾患の適正な薬物治療法の確立
・脳全体の神経回路の構造と活動に関するマップの完成
●脳とこころの健康大国実現プロジェクト
・脳全体の神経回路の構造 ・機能の解明やバイオマーカー開発に向けた研

究開発及び基盤整備等を推進するとともに、認知症やうつ病などの精神疾

患等の発症メカニズム解明、診断法、適切な治療法の確立を目指す。

※

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究
② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

2.各 戦略等との関

健康 ・医療戦略 (平成 26年 7月 22日 間■決定)

http://www kantei gO 」p/」p/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai2/gi」isidal html

(3)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

http://-8 cao go 」p/cstp/sogosenryaku/

(4)「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦Tと の関係

』尋篠騨電標獣。1該
当なし

(1)健 康 ・医療戦略Xとの関係 (該当部分)

健康・医療戦略に該当す |【2 -(2)―

るか否か。       10そ 9他
(p16)・商齢者 ・障害者等の食事や運動、移動支援等に関わるサービスに

加え、例えば、脳神経の機能改善 ・回復 (ニューロリハピリ)等 、身体機

能再生を促す新しい技術 ・サービスの開発 ・実証を促進する。これらの新
しい技術・サービスに関しては特に初期市場の形成が重要なことから、国

際展開を積極的に支援する。

(p17～p18)ロボット介護機器の研究開発 ・導入促進のための環境整備

(3つの ・全て)【2 -(5)―ア)】疾患に対応した研究<精神 ・神経疾患>
・ 日本発の認知症、うつ病などの精神疾患の根本治療薬候補の治験開始
・精神疾患の客観的診断法の確立
・精神疾患の適正な薬物治療法の確立

活動に関するマップの完成

～Xと

科学技術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

疾患に対応した研究の強化

(p50第 3節 2020年オリンピック ・パラリンピック東京大会の機会活用

(3)想 定されるプロジェクト
・大会の選手の活躍を支えるとともに、高齢者 ・障がい者にも対応した、感

覚機能を備えた義手 ・義足や運動能カアシス ト技術の確立や、生体情報のリ
アルタイム取得 ・活用など最先端ヘルスケアシステムの実用化

重点的課題 補 押 ・神 確 狭 思 l―関 す 0研 究

重点的取組 ∪収組の円番

認知症やうつ病などの精神疾患等の発症に関わる脳神経回路・機能の解明
に向けた研究開発及び基盤整備を各省連携のもとに強力に進めることによ
り、革新的診断 ・予防 ・治療法を確立し、認知症 ・精神疾患等を克服する。
②2015年 度までの違威目標
・分子イメージングによる超早期2知 症診断方法を確立
・精神疾患の診断、薬物治療の反応性及び副作用に関連するパイオマーカ
ー候補を新たに少なくとも一つ発見し、同定プロセスのための臨床評価を

終了

③2020年 頃までの達成目標
・日本発の認知症、うつ病等の精神疾患の根本治療薬候補の治験開始
・精神疾患の客観的診断法の確立
・精神疾患の適正な薬物治療法の確立
・脳全体の神経回路の構造と活動に関するマップの完成

※科学技術イノペーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 閣議決定 )

(2)医 療分野研究開発推進計画※との関係 (該当部分)



※ 『日本再興戦略」改8T2014-未来への挑戦― (平成26年6月24日閣議決定)
http:〃www kantei go」p/Jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP pdf

3.平 成 27年 度の研究事葉について

(1)事業の概要

(3)他府省及 と の

4.平 成 27年 度の研究事栞の評価について

(4)その他
し

ことにより、障害者の自立を促し社会多加の推進に関する成果が必要不可欠となつてい

B感 覚署障害分野

視覚、摯覚等の研究開発を進めることにより、感覚器障害の早期発見、治療、障害の軽減や菫症化の

予防、機能の補助 ・代書等に関する技術的な成果を待望する感覚器障害者にとって、貴重かつ必要不可

欠な臨床的研究事業である。
C精 神障害分野

近年、うつ病等の気分障害は100万 人まで増加しているが、客観的な補助診断が確立していないた

め、うつ病等の補助診断を行うための有用なパイオマーカーの開発が急務となつており、本研究の必要

性 ・重要性は非常に高い。                                `
D神 経 ・筋疾患分野

神経 ・筋疾患については、未だに実態把握や病態解明 ・治療法開発がなされていない疾患が多数あり、

くの患者が成果を待望 している。

での共生の実現や、社会的障壁の除去に

ともに、障害を招く疾患等について病因 ・病態の解明、診断 ・予防 ・治療法、リハビリテーション等を確

立するため身体 ・知的等障害分野、感覚器障害分野、精神障害分野、神経 ・筋疾患分野に関する先進的 ・

実践的な研究 ・開発を推進する。

平成27年度においては、障害者の自立支援を促し00Lの向上に資するプレイン・マシン・インターフエ
ース (田I)等の技術を活用したコミュニケーション支援機器や運動機能支援機器の開発 ・実用化や、脳損

傷やキ髄損傷等におけるニューロリハビリ等、神経機能の回復等を目的とした機器等の開発を推進する。

また、2020年開催予定の東京オリンピック ・パラリンピックに向けて、競技用具等の研究技術成果を含む

諸施策の活用により、障害者に対応した機能支援機器等の確立や、精神疾患の克晨につながる新たな技術

してい

。2020年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、競技用具等の研究技術成果を含む諧施

策を活用することで、障害者の日常生活支援等を実現する機能支援機器の開発やヘルスケアシステムの実

用化に向けた取組を行う。
・脳損傷や寺髄損傷等におけるニューロリハビリ等、神経機能の回復等を目的とした自立支援機器等の開

発を推進する。
・小児および若年者における感覚暑障害の早期発見に向けた技術開発および機能回復に向けたリハビリテ
ーション技術等の開発を行う。
・精神疾患について、日画像検査やバイオマーカー等を用いた病態解明、早期診断や客観的指標の開発に

資する研究

A身 体 ・知 B9等暉薔分野

身体及 び知的障害の分野について総合的に推進 して お り、実用化に繋がる有用性の高い研究事 業を優

先的に採択することにより、効率的な運用を図つている。

B感 覚器障害分野
感覚器分野については聴覚と視覚分野について総合的に推進しており、病態解明から予防、診断、治

療、リハビリテーション方法の開発等、臨床現場に選元できるような効率的な運用を回つている。

C精 神障害分野

精神疾患分野については、本研究事業で統一的に進めており、研究成果の期待できる有用性の高い研

究事業を優先して効率的に採択している。

D神 経 ・筋疾患分野

全国的ネットワークを駆使して成果を上げたり、病態解明のため世界最高レベルの書材で集中的に解

こ推進している。

・B‖Iに 関して、文部科学省は基礎研究 ・革新技術の開発等を行つており、当省は

性検証、効果判定等を中心として行つている。なお、福祉機器としての市場化は経済産業省が行うことと

なる。
・文部科学省はパラリンピツクでメダル獲得が期待される競技を対魚とした競技用具等の研究開発を行い、

厚生労働省および経済産業省はそれらの技術を活用し、一般の障害者が日常生活で使用可能な機能支援機

器やスポーツ ・レクレーション機器等の開発促進を行う。
・感覚器障害に関して、健康局疾病対策課では難病を研究対象としているが、当課においては難病以外の

感覚署障害にいたる疾患守を研究対彙としている。
・「脳とこころの健康大曰プロジエクト」において、文科省、経済産業省と連携し、日全体の神経回路の構

造 ・機能の解明やバイオマーカー開発に向けた研究開発及び基盤整備等を推進するとともに、認知症やう

つ病等の精神疾患等の発症メカニズム解明、診断法、適切な治療法の確立を目指している。当省において

は、脳画像研究、バイオマーカー開発等を推進し、精神疾患に関する診断 ・治療のさらなる質の向上と標

加速す ることとしている。

A身 体 ・知的等障吾分野

障害の予防、 リハ ビリテーシ ョン、また補完的な技術開発 や障害者の社会的障壁の除去につなが る機

能支援機器等の技術開発から環境作りまで、地域社会における共生社会の実現と社会的障壁の除去に繋

がることから、社会的に大変重要な意義がある。

B感 覚器障害分野

感覚器障害分野における予防、診断技術の向上による早期発見、早期治療、リハビリテーション、ま

た補完的な技術開発から環境作りまで、感覚器障害の■症化予防や、感覚器障害者の地域社会における

共生の実現、社会的障壁の除去に繋がることから、社会的にな義がある。

C精 神障害分野                            、

有効性の高い治療法や予防法の開発が進むことによって、精神障害者でも地域で活動できるようにな

るなど、障害負担OALYlが最も大きい精神疾患の克服に繋がることが期待されるため、社会的にも大変

意義がある。
D神 経 ・筋疾患分野

計画に基づいた着実な成果をあげており、創業に結びつく病態機能の解明、様々な創薬シーズの開発、

フェーズにおいて 結果 を創 出 している。

5.総 合評価

0 本 事業において、社会的障壁の除去につながる機能支撮●幡等の技術開発を行うこ

を解明することで障害の発生や重症化を予防したり、診断技術の向上による早期発見 ・早期治療、原因

疾患の治壼法開発、障害を補完する機能支援機器開発等を推進することで、障害者の地域社会での共生

の実現や社会的障壁の除去が推進されることが期待される。

0 精 神疾患に関する治療法の開発 ・普及等を回り、精神医療の全体の質の向上



する家族等の関与も必要であり、医療分野のみなら
に影響する大きな問題である。近年、増加傾向にあるうつ痢や依存症など自殺の原因のひとつともなる

精神疾患や認知症に伴う精神症状等に対する治療技術の向上は、広く国民の健康増進に貢献している。
0 神 経 ・筋疾患及び精神に関する疫学的調査によるデータの蓄積と解析を行い、心理 ・社会学的方法、

分子生物学的手法、画像診断技術等を活用し、病因 ・病態解明、効果的な予防 ・診断 ・治療法等の研究
開発を推進することにより、臨床現場における技術水準の向上と、神経 ・筋疾患及び精神疾患の治療方

【事業0目的】
雌 円 田 吟腱 賦 30して.口れ 出 騰 て“ 由画 日 日 □ □ 壁 匈 腱 綱 ■‐ 田 E晰
死ヒ破.暉Ct側燎D等についての出ロロロ■dロロビ日E」■L』■圏L』ロピコ=●歯里■目目ロロロ■EO日Eする.

身体・知的等碑書分口および壺覚器腱書分やの研究播雄 は 嗅 これらの障害の子防、リハビリ、

11完のための菫覇的な餃衛専用 発きれることで、陣害者の地■社会 rO其 生の実現が用情舗 、

陣害者が自ら‖力を最大限晩 暉L自 己出現 力可 籠となることが用常帥 る。

【書景・必要性】

6.平 成 27年 度の研究事業の全体の概要口

20"年 … ●ロロ
・… 。・い― ・― E・ L=

I t-lE.rrl**r-It43tltu-If,tlElratFDtraralcarrlltrtl I

17.平 成 27年度の新規の事桑内容についての概要劇

障害者対鵠 嘲 ―   (B浦

【青果・必要性】
・0… イノベー

0… 化に自… … … …
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分野名 皿 疾痛 ・暉香 対策研冤 分野

事業名 新興 ・再興感染症に対す る革新的医薬品等開発推進研究亭栞

主管部局 (課室) 結核感染症課

運 営 体 制 結核感染症課の単独運営

1.研 究事業の概要

的に記載

文部科学省の感彙症研究国際ネットワーク推進プログラム (■ttID)と運

携し、感染症に関する国内外での研究を推進することにより、感染症対策に

関する基盤研究の強化につなげるとともに、その成果をより効率的 ・効果的

に治農薬 」診断薬 ・ワクチンの開発等につなげる。

(1) として (政策との運動性)

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

※科学技術
http://www8 cao goル /cstp/sOgOSen“yaku/

(4)「 日本再興戦略」改訂 2014 (該当部分)

健 康医療戦 略の重点施策の一 つ と して、 ッ トワー ク推進 プログラム

(■駅ID)と連携し、感染症に関する国内外での研究を推進することにより、感染症対策に関する基盤研

究の強化につなげるとともに、その成果をより効率的・効果的に治療薬・診断薬・ワクチンの開発等につ

げ

(2)平成27年度の新規の事業内容について

業は、新規の事業であ り、上

その中でも特に、健康・医療戦略の中で、特に重要な位置づけとなつている4つの病原体を中心とした研

究課題については重点的に取り組み、病原体の全ゲノム情報や疫学情報等の集積 ・解析等を一層推進 し、

感染症対策に関する基盤研究の強化につなげるとともに、その成果をより効率的 ・効果的に治療薬 ・診断

薬 ・ワクチンの開発等につなげる。

J

(3)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

科学技術イノベーショ

ン総合戦略2014が取り

組むべき課題

[ 国 際社会の先駆 けとなる健躍長野社会の異現

重点的課題 疾 患 に対応 した研究 の強 化

重点的取組 新興 ・再興感染症に関する研究

ベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 閣議決定 )

等 iニついて

推進分野Xlの設定 栗刑耐性■関運分野

インフルエンザ関連分野

デング熱関連分野
下 由 慮 餞 摯 爺 ● "

推進分野とする必要性 栗爾耐性日、インフルエンサ、デング熙、下編症懸彙症は健康医療戦略に

おける感染症研究の中で、特に重要な位置づけとなつている。

推進分野の推進により

期待される効果

当臓推進分野を推進することにより、病原体に関する病原体ゲノム情報の

収集 ・解析に基づく流行の予測や、流行時の迅速な対応が可能となり、ひい

ては]菫 にまで盤がることが期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。

0健 巨長寿社会の興現に向けた研冤
4つの病原体に口する研究を推進することにより、感染症対策に資す

る基盤強化や新たな診断薬 ・治療業が作られる結果、健康長寿社会の実

現につながることが見込まれる。

※ 1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性J(平 成22年 7月 29日厚生労働省の研

http:/7w■喘 kantel go 」p/」p/Sing1/keizaisalse1/pdf/honbun2JP pdf

ジェク ト合同推進会議のほかに、平成 26年 度は2回 にわたつて会

議を開催し、連携の在り方や役割分担に関して議論を深めるとともに、認識の共有を目つてきた。

引き続き、関係省庁間において連携、役割分担を明確にしていく。
・厚生労働省内では、感染症関連の3研究事業 (エイズ、新興 ・再興、肝炎)に おいて、重複の

ないように調整した上で、公募課題の選定を行つている。また、医政局所管の創業基盤推進研究

事業においては医薬品・医療機器の開発に係わる研究を、本研究事業においては感染症施策に資

を実施してい

【2  - ( 5 )―ア)―】
O疾 患に対応した研究<新 興 ・再興感染症>
・痢原体 (インフルエンザ・デング熱・下痢症感染症・薬剤耐性薗)の全ゲ
ノムデータベース等を基にした、薬剤ターゲット部位の特定及び新たな迅速
診断法等の開発・実用化
・ノロウイルスワクチン及び経鼻インフルエンザワクチンに関する非饉床試

http://― kantei go Jp/」p/singi/kenkouiryou/suisin/suiSin dai2/giJisidai html



※ H23～ H25の 予算額は、(独)日本医療研究開発機構の対魚経費及び対象外経費の合算になつています。
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6.平 成 27年度の研究事業の全体の概要図  ‐

|フ.平 成 27年 度の新規の事業内容についての概要国



分野名 皿 摂 痛 ・障晉 対策研究 分野

事業名 エイズ対策実用化研究事業

主管部局 (課室) 健康局 (疾痢対策課)

運営体制 疾病対策課の単独運営

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性)

の活用を具体 |・ HIV感染またはその合併症の新規治療戦略に関する成果を、ガイドライン

的に記載       1 等 へF甲する。
・各研究データを背景データとして今後の政策立案に問接的に活用する。
・日本発の新たな治療薬開発やワクデン開発により、口接的な波及効果とし

行う観点から、当該年度
をいう。

特に重視 る研究分 (事前評価に

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

に。各戦略等との関係性|

(1)健康 ・医療戦略Xとの関係 (該当部分)

健康・医療戦略に該当す |【2 -(5)―ア)―

るか否か。       101事 IF対oし た研窒≦新興・再興感染症>

新たなワクチンの開発

イルス薬等の開発

※ 健 康 ・医療戦略 (平成26年7月 22日閣議決定)
http://www kantei go 」p/」p/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai2/gi」isidai html

h t t p : / /―k a n t e i  g o」p /」p / s i n g i / k e n k o u i r y o u / s u i s i n / s u i s i n  d a i 2 / g i」i s i d a i  h t m l

(3)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月 24日閣議決定 )
http://冊8 cao gα■/cstp/sogosenryaku/

(2)平成27年度の新規の事業内容について
こおいては、エイズ発症者数は減少す る傾向にある一方で、

は過去最多を記録した。‖:V感染全体に占めるエイズ患者の割合は約 3割であり、その割合が先進国の

中においては比較的高い。その理由の一つには、HIV感 染の発見および治療の遅れがある。感染者本人

I-1 -(1)て >】 国民 ・社会の期待に応え

(略)新 規患者数が増加しているHIV感染/エ イズ、〈略)な どの多岐に演

る疾患等に対し、(略)新たな医薬品や診断 ・治療方法の開発、医療機器等の

開発が推進される社会の実現を目指す。

【Ⅱ-2 -(2)】 Oそ の他の健康 ・医療戦略の推進に必要となる研究開発

(略)エ イズ、肝炎など多岐にわたる疾患等に対し、(略)新 たな医薬品や

医療分野研究開発推進

計画に該当するか否か。

推進計画 (平成 26年 7月 22日 健康 ・

(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの設定 ・予防エイズワクチン開発に関する研究 (新規)
・新規治療法開発のための研究 (新規)

I進 分 野 と丁 0必 晏 E
・近年の治療法の進歩により、HIVに感染しても、その後のエイズ発症を抑

制することが可能になつてきたが、‖IV感染自体は治意することはない。

また薬剤耐性ウイルスの出現という新たな課題も生じている。これらの間

題に対応するべく、予防ワクチンの開発や、新規治療薬開発のための研究

の推遭が必要である。

推進分野の推進により

期待される効果

・本分野の推進により、日本発の新規治療薬開発やワクチン開発がなされれ

ば、HiV感染の縮小や、感染後のより効果的な治療に繋がることが期待さ

れる。また、海外においてもニーズが高い研究分野であるため、海外に向

けて日本の知見を発信できることが期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

□ 健 康長寿社会の実現に向けた研究

□ 少 子 ・高齢化に対応 し、活力あふれる社会に実現に向 けた研究

□ 腋 当な し

「:::|!::lli:][ililli]iillilifJfl
1

究助成等のあり方に
※

盤基藁職Лi猛盪1[[i::椰

～Xとの関係 (該

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取リ

組むべき課題

国際社会 の先駆 け とな る健 躍長 寿社 会 の冥 現

重点的課題 医薬品 ・医療機器開発の強化

重点的取組 医薬品創出

改訂 2014-未 来への挑戦―との関係

(平成 26年 6月 24日 閣議決定)

本事業においては、我が国における新たな治僚薬開発やワクチン開発を目標として下記の研究を行う。
一般公募型 :

CⅢ V感染症またはその合併症の新規治療戦略に関する研究

②エイズ予防ワクチンの開発に関する研究
③ウイルスの機能や構造からHiVの痢原性を解明する研究
CⅢ V検査体制の整備に関する研究
⑤服薬コンプライアンス向上に関する研究

この他に、着手育成型研究により、将来を担 入を促進し



の生命予後と、二次感染拡大防止の観点からはHiV感染の早期発見 ・早期治療が喫緊の課題だが、ここ
数年、保健所等における無料HIV抗体検査数は年間 13万件程度で推移している。一方、民間の郵送HiV
検査は、公的精度管理が行われてぉらず、有料であるといったデメリットがあるにも関わらず、年間の
べ 7万 人以上に使用されていることが明らかとなり、社会におけるニーズがあることが示されている。
これらの背景を踏まえ、平成27年度は新たにHIV検査体制の整備に関する研究に焦点を当て、郵送検査
を含めた各 HIV検査法の実態把握を行い、それらの活用法について検討する。検査体制の整備を進める
ことで、HIV早期発見を目指す。

・HIV感染者においては、薬剤耐性ウイルス出現を防ぐために 100%の服薬コンプライアンスが求められる
が、その達成は容易ではない。薬剤耐性ウイルス蔓延防止の観点からも服薬コンプライアンス向上は■
要な課題であることから、平成27年度新たに研究を立ち上げ、服薬コンプライアンスの実態調査と向上
のための効果的なアプローチの開発を行う。

(の予算額※(単位 :百万円)← 事業の組み替えを行う場合は, 直近の組み替え前の事業予算を記載す
ますが、

※ H23～ H25の 予 (独) なつています。

4.平 成 27年 度 の研究事婁の評価 !3ついて  ← 呼成25年度厚生労働科学研究費の成果
に関する評価JX(平成26年7月 18日第65回科学技術部会資料)等を踏まえ、上記の 「3 平 成 27年度
の研究事業についてJに対する現時点での評価を記載してください。
※平成25年度厚生労働科学研究費の成果に関する評価」URL:
http:∠∠菫里`mhlW go」p/stf/Shiogi/2r9852QQooo36w7i att/2r9852001XIQ36wcs pdf
(1)研究事業の

(4)その他

特に
生

平成 27年度の研究事

7.平 成27年度の新規の事桑内容についての概要図

・本事業を推進することで、日本発の新規治療薬およびヮクチンの開発が進めば、HIV感染の抑制につなが
る。

・また本事業により、HIV検査体制が整備されることで、H:V感染の早期発見に寄与し、感染者の生命予後
の改善および二次感業拡大防止に彙がる可能性がある。

・服薬連守率向上により、治療失敗の原因となる薬剤耐性ウイルス出現を防ぎ、良好な生命予後が保たれ
ることが期待される。

吟
より、‖IVに感染しても、その後のエイズ発症を抑制することが可能になって

が、HIV感染自体は治癒することはない。また薬剤耐性ウイルスの出現という新たな課題も生じている。
これらの問題に対応するべく、予防ワクチンの開発や、新規治療薬開発のための研究の推進が必要であ
り、またそのためには、ウイルスの機能や構造から病原性を解明する研究が必要となる。また、HIVに感
染した個体においては、感染者本人の生命予後と、更なる感染拡大防止の観点から、H:V感染の早期発見
および早期治療が重要だが、HIV感染の有無は検査のみでしか判定ができないため、各種検査法について
評価を行い、より良い検査体制を整備することが必要である。また、薬剤耐性ウイルス出現を防ぐため
に服薬コンプライアンスを保つことが重要である。本事業はこれらのニーズに応えるものであり、必要

と

(3)研究事業の有効性
■現在 HiV感 染症に対す るワクチンや根治療法はないが、新規開発 され たヮクチンによる感染予防や、新

規治療薬による治癒が得られるようになれば、HiV感染の抑制につながる。また、本研究分野は世界に先
駆けた日本発の医薬品開発に繋がるとともに、世界においてもニーズの高い領崚であることから海外に
向けて日本の知見を発信でき、間接的な波及効果として経済効果に貢献する可能性がある。

・HIV検査についての実態把握が進められ、検査体制が整備されれば、HIV感染症の早期発見に寄与するこ
ととなり、感染者の生命予後ならびに二次感染拡大防止の観点から有用性が高い。

・服薬コンプライアンス向上のための効果的なアプローチ法が得られれば、薬剤耐性ウイルス出現を防ぎ
良好な治彙成果に繋がりうる。

・着手育成型研究により、若手研究者が新規に参入し研究者の育成が行われるとともに、新しく柔軟な発



分野名 Ⅲ.疾病 ・障害対策研究分野

事業名 肝炎等克服実用化研究事業
i 肝炎等克服緊急対策研究事業
li B型肝炎創薬実用化等研究事業

主管部局 (課室) 健康局疾病対策課肝炎対策推進室

運営体制 肝炎対策推進室の単独運営

業

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性)

政策等への活用を具体 li.肝 炎等

的に記載       |・ 肝炎・肝硬変等の治療の標準化を目指す研究を行い、肝炎対

策をより効果的に推進する。
・ ウ イルス因子、宿主因子の解析等により、テーラーメイド治

療への活用、効率的な治療を促進する。

il B型肝炎創薬実用化等研究事業
。C型肝炎と比べて治療成績の低い、B型 肝炎の画期的な新規治

療薬の開発等を目指し、基盤技術の開発を含む創薬研究や治療

薬としての実用化に向けた臨床研究等を総合的に推進するこ

とにより、B型肝炎患者の治療成績の向上につながるような成

を目指す。

つ し

E這 分ギ
・の設疋 i肝 炎等克服緊急対策研究事業

・幹細胞、肝細胞増殖因子等を用いた肝硬変に対する新規検査

系、治療法の開発に関する研究 (一部新規)
・肝炎ウイルスによる炎症状態とは異なる肝病態や発がん因子

も含めた病態の解明に関する研究 (一部新規)

li.B型肝炎創薬実用化等研究事業
・HBV感 染過程におけるウイルス ・宿主因子の同定、HBVに よ

る肝線維化、発がん機序の解明と、候補化合物の大規模スクリ
ーニング等による新規治療法の開発に関する研究 (継続)

確 進 分 野 とす る 必 要 笹 i 肝 炎等克服緊急対策研究事業
・抗ウイルス治療の対象にならない症例や、既に病態が病態進

行した症例等における肝機能の改善に寄与する治療法の開発
が求められている。

,抗 ウイルス治療の進歩により、多くの症例でウイルスの排除 ・

抑制が可能となりつつあり、肝線維化進展防止、発がん抑制が

示されている。一方で、新規治療法に関するデータの集積が必

要であり、また抗ウイルス治療後も発がんを来す症例の存在が

指摘されている。また、脂肪性肝障害の合併など肝炎ウイルス

の病態に関して新たな視点が向けられている。このような肝炎

ウイルスによる炎症状態とは異なる肝病態、発がん因子等の解

明による、さらなる肝炎医療の推進 ・向上が求められている。



il B型肝炎創薬実用化等研究事業
・B型肝炎の画期的な新規治療薬開発に向けて、H3Vの感染複製
機構の全容解明や病態の解明、実験系の確立、HBV感染防御に
有効な創薬スクリーニングを加速する必要がある。

推進分野の推進により
期待される効果

i.肝 炎等克服緊亀対策研究事業
本分野の推進により、ウイルス性肝炎の治癒率の向上、肝硬

変 ・肝がんによる死亡者数の減少、効果的 ・効率的な肝炎対策の
推進が期待される。

il B型肝炎創薬実用化等研究事業
本分野の推進により、より短期間で、新規の抗HBV薬の開発、

HBVに由来する肝疾患に対する治療法の開発が期待される。
今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野来2に該当す

るか否か。

■ 健康長寿社会の実現に向けた研究
i 肝炎等克服緊急対策研究事業
肝炎治療実績の大幅な改善につながる成果の獲得により、

肝炎の克服と健康長寿社会の実現につながることが見込まれ
る。

il B型肝炎創薬実用化等研究事業
B型肝炎の新規治療薬の開発を目指した研究を推進するこ

とにより、治癒率の上昇、肝硬変 ・肝がんによる死亡者数の
減少につながり、健康長寿社会の実現につながることが見込
まれる。

※1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」(平成 22年 7月 29日厚生労働省の研

医療分野研究開発推進 |【 I.-1.― (1)―②】
計画に該当するか否か。1国民 ・社会の期待に応える医療の実現

(前略)国 内最大の感染症である肝炎、(中略)、発症予防 ・重症
化予防に役立つ技術開発、先制医療や新たな医薬品や診断・治療
方法の開発、医療機器等の開発が推進される社会の実現を目指
す。

【I. -2. ―(2)】
0そ の他の健康 ・医療戦略の推進に必要となる研究開発
〈前略)、肝炎など多岐にわたる疾患等に対し、患者や社会のニ

ーズ、医療上及び経済上のニーズをも十分に意識しつつ、先制医
療や新たな医薬品や診断 ・治療方法の開発、医療機器等の開発を
推進する。

※ 医 療分野研究開発推進計回 (平成 26年 7月 22日 健康 ・

http://― kantei go Jp/」p/singi/kenkouiryou/suisin∠suisin da12/giJisidai htm:

(3)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)
をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた
① 健康長寿社会の実現に向けた研究
② 少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

http://m kantei g●」p/」p/singl/kenkouiryou/suisin/suisin」ai2/gi」isidai htnl

(2)医療分野研究開発推進計画薇との関係 〈該当部分)

との関係

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取リ
組むべき課題

Ⅱ 国 際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 疾病に対応した研究の強化

重点的取組 がんに関する研究、新興 ・再興感染症に関する研究

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 閣壼決定

http://www8 cao go■/cstp/sogosenryaku/

と

医療戦略※との関係 (該当部分)

※ 健 康 ・医療戦略 (平成26年 7月 22

ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症とされており、この克服に を総合的に

推進することを目的に平成 22年 1月に肝炎対策基本法が施行された。同法に基づいて平成
23年 5月に告示された肝炎対策基本指針においても、国は肝炎対策を総合的に推進するた
めの基盤となる基礎・臨床 ・疫学研究等を推進することとされている。また、B型肝炎につ
いてはいまだ治療成績が低く、平成 24年 度を初年度として取りまとめられた肝炎研究 10
カ年戦略における重要課題として、新たに B型 肝炎実用化研究が盛り込まれ、研究が推進
されているところである。以上のように、本研究事業では、国民の健康を保持する上での
重要な課題である肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる基礎 ・臨床研究等を引き
続き総合的に推進する。



より、新たな検査法、治療法の開発を目指した研究を推進する。

また、幹細胞、肝細胞増殖因子等の新たな技術の活用や、他臓器系と肝病態との関連等

の新たな視点による検討により、肝硬変症に対する新規治療法の開発を目指した研究を推

進す

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担

厚生労働省内では、感染症関連の3研 究事業 (エイズ、新興 ・再興、肝炎)に おいて、

重複無きよう調整した上で、公募課題の選定を行つている。また、医政局所管の創薬基盤

推進研究事業においては医薬品 ・医療機器の開発に係る基盤的研究を、本研究事業におい

ては実用化に向けた研究を推進するとの役割分担の下に事業を実施している。

他府省での関連事業に関し、文部科学省が実施している感染症研究国際ネットワーク推

進プログラム (」―GRID)とは密に情報交換を行い、双方の成果が社会に還元できるよう、

効率的な運営に努めている。
また、日立感染症研究所において実施されている基礎から応用に至る種々の感染症研究

を適切に行政対応に活用することが重要であることから、引き続き、同研究所と行政ニー

ズや研究の方向性等について情報交換を図るとともに、産官学の連携についても行政ニー

ズや期待される成果について適切に示しつつ、日立感染症研究所及び大学等で推進してい

る基礎研究分野の成果を本研究領城に反映できる研究課題の設定等を推進する。

肝炎等克服緊急対策研究は、公募段階でそれぞれの研究課題について選定を行い、他の

がん研究の事業との重複排除の調整を行う。
B型肝炎創薬実用化等研究事業では、既存の研究事業と重複がないよう、B型肝炎の画期

的な新規治療薬の開発に焦点を当て、実用化までの道筋において、必要な研究課題を重点

的に推進する。
′

④ 予算額X〈単位 :百万円)

肝炎等克服緊急対策研究事業
H23 H24 H25 H26 H27(概 算要求)

1.611 1,289 1,289 I,540 未 定

の予算額 は、(独)日 本医療研究開発機構の対象経費及び対彙外経費の合算になつています

B型肝炎創薬実用化等研究事
H24 H25 H26 H27(概 算要求)

2,800 2,8∞ 2,800 未 定

の予算額は、(独)日本医療研究開発機構の対彙経費及び対彙外経費の合算になつています

平成 27年 度の研究事栞の評価について

しない例においても5年から10年以上の長期投与が必要という問題がある。以上を踏まえ、
B型 肝炎の画期的な新規治療薬の開発を目指し、基盤技術の開発を含む創薬研究や、治療薬

としての実用化に向けた臨床研究等を総合的に推進していく

,平 成 27年度の研究事業の

i 肝炎等克服緊急対策研究事業   .

各研究は、専門性をもづた研究者で構成されており、研究事業内に課題の重複のチェック

を行う一方で、関連する分野については、各研究班で合同班会議を開催する等、相互に連携

を図りながら行われており、基礎から臨床への成果の移行、施策への反映を目指している。

また継続課題は、年度毎に評価委員会で中間評価を、終了課題は同委員会で事後評価を行

い、進捗状況の評価を行うとともに、研究成果を速やかに施策に反映させることを目指して

いる。

il B型 肝炎創薬実用化等研究事業

各研究は、B型肝炎の画期的な新規治療薬を開発する目的を共有し、かつ専門性をもつた

研究者で構成されており、課題の重複のチェックを行う一方で、内容が関連する分野につい

ては、各研究班で相互に連携を図りながら効率的に推進されている。

本事業の成果により、肝炎治療成績の向上に資する基盤技術の開発や科学的データの集

積、種々の肝炎診療に関する指針の作成など、研究の成果が着実に国民へ還元されている。

il.B型肝炎創薬実用化等研究事業

本事業の実施により、B型肝炎に関する基盤技術の開発から創案まで総合的に推進するこ

とで、画期的な新規治療薬の開発や治療法の向上につながり、健康長寿社会を実現するとと

化による経済成長に貢献することが見込まれ

総合評価

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変や肝がんといつた重篤な病態

に進行する。本事業において、基礎、臨床研究等を総合的に推進し、肝炎医療の水準の向上

と肝炎の克服に向けた社会基盤の整備を目指すことは肝炎患者をはじめとした国民全体の

健康長寿社会の実現に極めて有用であり、引き続き研究の充実。強化に取り組むべきである。

i)B型 肝炎創薬実用化等研究事業

本事業の実施により、C型肝炎と比較して治療成績が低いB型肝炎の治療成績の向上に資

する画期的な新規治療薬の開発につながり、健康長寿社会の実現に寄与することから、引き

続き、 取り組むべきである。

平成23年 5月に策定した肝炎対策に関する基本的な指針、平成24年度を初年度とする肝

炎研究 10カ年戦略を踏まえ、肝炎に関する疲学、基礎、臨床研究等を進め、今後も肝炎治

療実績の大幅な改善につながる成果の獲得を目指す研究等を推進していく必要がある。

il.B型 肝炎創薬実用化等研究事業
B型肝炎については、C型肝炎と比較して治療成績が低く、インターフエロンによる治療

効果が期待し難い症例では、ウイルス増殖持続抑制目的の逆転写酵素阻害剤の継続投与が行

われている。しかし、この逆転写酵素阻害剤を長期間投与した場合、ウイルスの遺伝子変異
が生じ、薬剤耐性化したウイルスによる肝炎の悪化が問題となつている。また



肝炎研究10カ年■略 平成卸鞘卜平成33年D

|____壁 墜立三生ス:こよる炎症状態と:働 る肝病態の解明に目する研究 」
■
抗ウイルス治療の進歩により、多くの症例で肝炎ウイルスのlJF除・抑制が可能となりつつある。
→新規治赫 含めた治療後長期継過(発がんつ の集積 ウイルス感染状態とは異なる肝病態の解明が必翼

Ⅳ.健 康安全確保総合研究分野

(1)地 域医療基盤開発推進研究事業

ア.「統合医療」に係る医療の質向上=科学的根拠収集研究事業

(2)食 品医薬品等 リスク分析研究事業

ア.医薬品等規制調和 ・評価研究事業

・12 7

・ 口 ・ 13 1

肝硬童症に対する新規治療法の開発に関する研究

‐
・抗ウイルス治療の対象外の症例い、病態が進れ た症例等 こ淑 する根治的 台療が存れ ない。
・肝機能の悪イUこ伴い、他臓器系(免疫、代謝 腸管等)と相互に影響が生 、全身状態やQ軌が低下する。

(LA―
B型肝炎:多詢●I性ウイルスの●序の解明、VR●の改善、口s抗庫消失を目指嗜 治燎濱

|フ.平 成 27年度の新規の事業内容:Lついての概要国

ユ

|



分野名 Ⅳ 健康安全確保総合研究分野

地壌 医療曇目開発確違研究事粟確遣

「饂合医寝 :に 優 る医療の質向上 ・科学的根拠収 集研究事 業

主管部局 (課室) 医政局総務課

運営体制 医政局総務課単独で運営

社会の実現に向 け

麦だぉふモ壼蕉i`=天  | テ キ
ら
2■ 21準

により、健康の保持 ・増進や疾病の治療 ・予防が可IE

き主な分野X2に該当す
るか否か。

となり、健康長寿社会の実現に資すると考えられる。

1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29日厚生労働省の研

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

2.各戦略等との関係性|

h t t p : / / w w w  k a n t e i  g o  J p / J D / S i n g i / k e n k o u i r y o u / s u i s i n / s u i s i n J a i 2 / g i j i s i d a i  h t m l

(3)科学技術イノペーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～※との関係 (該当部分)

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月 24

http://馴8 caa go m/cstp/sogosenryaku/

平成 27年度の研究事業について

日間議決定

―
―
―
―
―
―
∃

1.研 究事業の概要 、

(1)公的研究としての意義 (政策との運動性)

驚層霊3の
活用を具体

1選差EImfttTI電 尋量墨讐響rr奢1革墨
び医師が療法を適切に選択できるようにすることが重要であるJとされてお

り、本事業で得られた研究成果については、 「「統合医療」に係る情報発48

等推進事業」において平成25年度に作成された 「統合医療」情報発信サイト

どして活用することとしている。

ついて

推進分野Xlの 設定 統合医療における安全性。有効性等の評価手法の開発に関する研究 (新規)

日本の伝航医療や伝統文化・習慣を活用した新たな統合医療の概念の構築

に関する研究 (新規)

統合医療における 「健康の社会的決定要因Jの 位置付けの整理及びその改
善ナ書め田春に四する研空 (鑑想ヽ

推進分野とする必要性 「これまでの構nの 整理J(平成25年2月 「統合医療Jの あり方に関する検

討会)で は、『「統合医療」を推進していくためには、患者 。国民の信頼を

得ることが重要であり、まずは、安全性 ・有効性等が適切な形で確立され

なければならないJと されている。一方で、統合医療には多種多様な憲法

があり、既存の評価手法による安全性 ・有効性等に関する科学的根拠の確

立には限界があることから、本研究を推進し、地域完結型の医療・介護サ
ービスにおいて活用した場合の効果や終末期医療で特に重要となるスピ

リチュアルペイン(将来への希望や生きる意味が見出せない時に感じる痛

み)への効果を含め、統合医療の効果について薔切に評価できる手法を速

やかに確立するよう□っていく必要がある。

今後高齢化が進む中で国民の健康を保持 ・増進するためには日本の伝統医

療や伝続文化 ・習慣を活用す0こ とが有効であると考えられるため。

統合医療については、「これまでの議論の整理J(平成25年2月 「統合医療」

のあり方に関する検討会)で は、『近代西洋医学を前提として、これに相

補 ・代替療法や伝統医学等を組み合わせて更に00L(Oua‖ty of Lif●:生

活の質)を 向上させる医療であり、医師主導で行うものであつて、場合に

より多職種が協働して行うものJと されているが、「必ずしも医師等の医

療従事者により提供されるものに限らず、医師等以外の者により提供され

る場合や、利用者自らが利用している場合Jが ある。健康や病気には、社

会的、経済的、政治的、環境的な条件といった 「健康の社会的決定要因J

が影響を与えていることから、WIKlもこれらの問題に対処することを求め

ており、医療従事者が関与しない形であるものの、統合医療がこれらの間

題の改善に貢献し得るという指摘もあることから、本研究を推準し、これ

らの問題の改善を回つていく必要がある。

推進分野の推進により

期待される効果

・安全性 ・有効性等に関する科学的根拠の評価手法に関する研究の実用によ

り、統合医燎に関する科学的根拠の確立を、効率的に、かつ、効果的に、

行うことが可能となる。
・統合医療における 「健康の社会的決定要因Jの 位置付けの整理及びその改

善方策の口査に関する研究や日本の伝統医療や伝続文化・習慣を活用した

新たな統合医療の概念の構築に関する研究の推進により、病気の発症や菫

症化に関係する様々な因子を改善し、■いては、健康の保持・増造や疾痢

の予防につながる。

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

腋 当部分な し

重点的課題 醸 当部分 な し

重点的取組 麟 当部分な し

2014-未 来への挑戦―との関係



(1)事業の概要
では、 「近代西洋医学 を前提 と して、これに相補 ・代替療法 合ゎせて

さらに0軋Quality of Lifo:生活の質)を向上させる医療であり、医師主導で行うものであつて、場合に
より他職種が共同して行うもの」と定義される、いわゆる 「統合医療」について、安全性 ・有効性等に関
する科学的根拠を収集するための研究等を行う。
なお、本事業で得られた研究成果については、平成25年度から行つている 「「統合医療」に係る情報発

」を通じて広く情報発信す

予算額※ (単位 :百万円)

H24 H25 H26 H27(概 算要求)
543 487 未 定

※ の予耳題は、(独)日 本医療研究開発機構の対象経費及び対彙外経費の合算になつてい

(2)研究事業の効率性

効奪鷲青蜂美]1 1 1 1 1 1 7慢 さ

を確立 できる見込みが

マ

い研究課題を優先的に採択す るなどしてお り、

(3)研究事業の有効性

票ir三
百1えキ森馨奎雲テ「塁塁層撃ンII驚鼻奥層与:な魯tl叢模茫奎昔孝蒼与握磐撼

,I署
錫種

(4)その他

ヒし。                |

6.平 成 27年 度の研究事業の全体の概要図

|



分野名 :Ⅳ 健 康 安全 確保総含研冤分 野J

事業名 医薬品等規制田和 ・評価研究事業

主管部局 (課室) 医薬食品局総務課

運営体制
・医薬 ■品 局 の単独 運富

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究
② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

に.各戦略等との関係性|

(1)健康 ・医療戦略※との関係 (該当部分)

※ 健康・医療戦略 (平成26年7月22日閣議決定)
h t t p : / / w w w  k a n t e i l  g o  J p / J p / s i n g i / k e n k O u i r y o u / s u i S i n / S u i s i t t d a i 2 / g i」i S i d a l  h t m l

1 研 究事薬の概要

(1)

驚電籠3の
活用を具体

1宇:再≡Ъ顕暑ら曜FEE:二.撃F響尋墨署暑三塁塁
として実行するために、適切な評価方法を開発し実用化を口るなど、研究開

発から承認審査、市販後の安全対策に至るまでの規制等について、国際的な

整合性等も踏まえつつ、科学的に合理性があつて社会的にも妥当なものとす

るための研究を実施する事業である。

また、革新的医薬品・医療機器 ・再生医療等製品をより早く実用化するた

めにも、本事業によるレギュラトリーサイエンスの考え方に基づく研究の推

進とその成果の承認審査への応用を強化し、ライフイノベーションの推進に

るか否か。

当す |【 2 -(1)-1)】 独立行政法人

立医薬品食品衛生研究所や、大学、研究機関、医療機関、企業等との連携を

強化し、薬事戦略相談制度の拡充、審査ガイドラインの整備、審査員の専門

的知餞の向上等を通じて、研究開発におけるレギュラトリーサイエンスを普

及 ・充実させる。

【2 -(1)-1)】 国内の研究橙関に埋もれている有望なシーズをくみ

上げるシステムを構築し、それを実用化に結び付けるため、最終的なビジネ

スとしての発展を視野に入れつつ、基礎から臨床研究 (医療における疾病の

治療方法等の改善、疾病原因等の理解及び患者の生活の質の向上を目的とし

て実施される人を対象とする医学系研究であつて医薬品医療機器等法第2

条第 17項 (薬事法等の一部を改正する法律の施行の日前までは薬事法第2

条第 16項)に 規定する 「治験」を除くものをいう。以下同じ。)及 び治験、

実用化までの一貫した研究開発の推進、さらに、臨床場場における検証と新

たな課題を抽出できる体制を整備する。

【2 -(1)-1)】 再生医療、ゲノム医療の実現に向けた取組を推進す

るとともに、我が国の高度な科学技術を活用した各疾患の病理解明及びこれ

に基づく遺伝子治療等の新たな治療法の確立、ドラツグ・デリバリー ・シス

テム (DDS)及び革新的医薬品、医療機器等の開発等、将来の医薬品、医療

機器等及び医療技術の実現にhけ て期待の高い、新たな画期的シーズの青成

に取り組む。将来の市場規模の拡大が期待されるパイオ医薬品、次世代型計

瀾分析評価技術 ・機器 ・システム開発の強化を図る。

【2 -(2)-3)― イ】最先端の技術を活用した医薬品、医療機器等及

び医療技術の品質t有効性及び安全性の評価ガイドラインのための研究を充

実させ、最先端の医薬品、医療機晨等及び医療技術に係る評価法についての

世界に先駆けた国際規格 ・基準の策定を提案し、規制で用いられる基準とし

て日際標準化を推進する。同時に、例えば、粒子線を含む放射線治療に関し

て科学的根拠に基づいて、その有効性を新興国等に説明ができるようにする

など、日本の医薬品、医療機薔等及び医療技術に関する対外発信を強化する。

【2 -(5)】 0再 生医療
【2020年頃までの達成目標】
iPS細胞技術

(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの設定 ・E楽 品 ・E環 覆書 ・日=医 薇●製品寺の女=籠 ・■剛E・ 品員官樫の計画

手法等、承認審査の基盤整備に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 日本再興戦略 (平成26年 6月24日 閣議決定)に おいては、 :世界に先駆

けた革新的医薬品・医療機器等の実用化の推進(『先駆けパッゲージ戦略J)

早期の治験段階で著明な有効性が見込まれるとして指定した医薬品等に

ついて、実用化までの承認審査期間の半滅 (12か月から6か 月へ短縮)を

目指す 「先駆け審査指定制度Jの創設など、各種施策をバッケージで推進

することにより、世界に先駆けて、有効な治療法がなく、命に関わる疾患

(希少がん、難病等重篤な疾患)等 の革新的な医薬品 ・医療機器 ・再生医

療等製品等について、日本発の早期実用化を目指す。Jと されており、ま

た、健康 ・医療戦略 (平成26年 7月22日 閣餞決定)に おいても、 r最 先

端の技術を活用した医薬品、医療機儀等及び医療技術の品質、有効性及び

安全性の評価ガイドラインのための研究を充実させ、最先端の医薬品、医

療機藝等及び医療技術に係る評価法についての世界に先駆けた国際観

格 ・基準の策定を提案し、規制で用いられる基準として国際標準化を推進

する。」とされているところである。国民からの革新的な医薬品や医療機

器、再生医療製品の実用化に対する期待は大きく、本研究事業において、

最先端の技術を用いた医薬品等の評価手法について科学的に合理性があ

って社会的にも妥当なものとするなど、研究開発から承認審査、市販後の

安全対策に至るまでの基盤整備に関する研究を推進する必要がある。

推進分野の推進によリ

期待される効果

・本分野の推進により、我が日の優良な医薬品・医療欄燿等の安全性を確保

しつつ、国民へ迅速に提供することにつながり、また、医薬品 ・医療機器

等の市販後安全対策が強化されることで、国民の保健衛生の向上が期待さ

れる。
・血液製剤の適正使用に資するシステムやガイドライン等が整備されること

が期待される                ´

9後 の厚三万働科早鮒

究において重点化すべ

き主な分野
菜2に該当す

るか否か。

■健康長野社会の実現に向けた研究

医薬品 ・医療機器等の承認審査のガイドラインの策定や安全対策に関す

る研究を推雄することにより、我が日発の革新的な医薬品 ・医療機器等

が安全性を確保しつつ、国民へ迅速に提供されることに寄与するもので

あり、健康長寿社会の実現につながることが見込まれる。

※ 1 疇 究 助 成 の 改 善 年 に 向 け た 基 本 的 な方 向 性 1(平 成 22年 7月 29日

究助威等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を



に普及で きる実行 力を備 えたメデ ィカルイノ

るための大学における取組を支援する。
【Ⅱ- 1  - ( 1 ) 一 ②】
●レギュラトリーサイエンスの推進
。日本が世界に先駆けて開発する績酸医薬の副作用評価法に関する研究、最
先崎技術に対応した新たな品質公定試験法や動物代替試験法等の新たな安
全性試験法の開発等を行う。
●PMDAや 日立医薬品食品衛生研究所と大学、研究機関等との連携強化
・最先端の研究を実施している大学等とPMDAや 日立医薬品食品衡生研究
所との人材交流を通じて、レギュラトリーサイエンス研究に精通した人材の
育成を行うとともに、革新的な医薬品、医療機器及び再生医療等製品につい
て、開発及び評価するためのガイドライン等を作成する。
【ユー1  - ( 2 ) ― ①】               ,
●薬物伝達システム等とナノテクノロジーとの融合
・ナノテクノロジーの活用も視野に入れた、組織特異的な薬物伝達システム
等に係る革新的な技術開発を実施する。
●個別化医療等におけるコンパニオン診断薬等の同時開発並びに臨床研究
及び治験のデザインの最適化
・医薬品審査と連携したコンパニオン診断薬の評価手法に関する研究を推進
する。特に新薬については、原則として、コンパニオン診断薬との同時審査
の体制を整える。これらの取組にて、2020年までに企業への導出を目指す。
●官民共同による医薬品開発促進プログラムの推進
・製薬企業と国立医薬品食品衛生研究所等が共同で革新的な抗体医薬品の開
発を加速させるための品質リスク評価 ・製造品質管理に関する研究や、副作
用の早期診断・事前診断に利用可能なパイオマーカー開発に関する研究を推
進し,5年 以内に成果を上げることを目指す。       ′
【■- 1  - ( 5 ) ― ①】
● iPS錮 胞由来分化細胞を用いた医薬品評価法の策定及び国際標準化
・ヒトiPS細 胞技術を用いた次世代の医薬品安全評価法の確立を目指し、
心毒性の評価に用いる標準細胞の開発と標準的試験法の産官学オールジャ
バンで実施し、商用化の促進と2016年度に評価法の国際標準化への提案を行
う。
・国際燿準化機構 (lSO)規 格化の動きに対応し、規格率が我が日の実情
に合致するかどうかなどの調査 ・検証 ・検討を行うとともに、国内外の IS
O委 員会に,加 して、規格案の提案を行うための研究を実施する。
●再生医療等製品の原料等の基準並びに臨床研究及び治験の基準の策定
・「薬事法等の一部を改正する法律J(平成25年法律第34号)及 び r再生医
療等の安全性の確保等に関する法律Jの施行に向けて、再生医療等製品の原
材料、臨床研究及び治験の実施に関する基準について策定する。
【エー1  - ( 6 ) ― ③】
●戦略的な国際標準化の取組の推進
・最先端の技術を活用した医薬品、医療機器等の有効性及び安全性の評価に
関する研究の充実や、最先端の診断・治燎技術について世界に先駆けた国際
規格・基準の策定を提案することで国際標準化を推進する。これにより、2020
年までに日本が提案した国際規格等の策定を目指す。
【■-2 -(2)】

●オールジャバンでの医薬品創出
・■薬支援ネットワークの構築により、大学や産業界と連携しながら、新葉
創出に向けた研究開発を支援するとともに、創薬支援のための基盤強化を□
る。また、創薬ターゲットの同定に係る研究、創薬の基盤となる技術開発、
医療技術の実用化に係る研究を推進し、革新的医薬品及び希少疾患治彙薬等
の開発を支援する。
●再生医療の実現化ハイウェイ構想
。また、新薬開発の効率性の向上を回るために、連携して iPS細 胞等を用
いた創薬等研究を支援する。また、:PS細 胞技術を応用した心毒性評価手
法の開発及び国際標準化への提案を行う。さらに、幹細胞による創薬支援の

※ 医 療分野研案開発推進計画 (平成26年 7月 22日健康 ・医療戦略推進本部決定)
http://www kantei go JO/」p/singi/kenkOuiryou/suisin/suisin dai2/gi」isidal html

(3)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～※との関係 (該当部分)

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年 6月 24
http://-8 cao go Jp/cstp/sogosenryaku/

日閣議決定

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り
組むべき課題

国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 医薬品 ・医療機器開発の強化、世界最先端の医療の実現
疾患に対応した研究の強化

重点的取組 医薬品創出、医療機尋開発、再生医療の実現
新興 ・再興感染症に関する研究

「日本再興戦略」改訂
2014に該当するか否か。

世界に先駆けた軍新的医薬品 ・医療機器等の実用化の推進 (『先駆けパッケ
ージ戦略J)早 期の治験段階で著明な有効性が見込まれるとして指定した
医薬品等について、実用化までの承認審査期間の半減 (12か月から6か 月
へ短縮)を 目指す 「先駆け審査指定制度」の創設など、各種施策をパッケー

ジで推進することにより、世界に先駆けて、有効な治療法がなく、命に関わ
る疾患 (希少がん、難病等菫篤な疾患)等 の革新的な医薬品 ・医療機器 ・再

への挑戦― (平成 26年 6月 24

ht量 //m kantei go Jp/」p/sing1/keizaisaisei/pdf/honbun2JP pdf

再生医療等製品の原材料として用いる IPS錮胞年については、目的細胞を効率よく分化誘導 し、高い品
質の製品を安定的に製造するため、原材料とする細胞をビックアップするための適格性基準として、分化
プロベンシティ (目的細胞への分化のしやすさ)を 指標とする必要があり、その評価手法の開発を実施す
る。

・官民共同による次世代抗体医薬品の品質リスク評価 ・製造品質管理に関する研究
次世代抗体医薬の品質リスクの評価と製造品質管理を進めるため、官民共同の下、新規品質特性に関遠

する開発 ・生産プロセス上の評価、安定性評価、ウイルス安全性評価、不純物評価などの品質リスクの評
価技術 ・品質管理手法を開発すると同時に、その成果の文書化と人材育成のための教材 ・マニュアル作成
に取り組む研究を実施する。

,個別化医療の実現に向けた有用なパイオマーカーの開発
個別化医療の実現に向けて、重焦な副作用発現の予測や医薬品の効果を証明するパイォマーカーを探索

する研究を推進し、承認申謗等に用いる新たな評価指標としての活用を回る。特に、有用なパイオマーカ
ーの探索を推遣するため、官民共同による検体収集 。分析体制を棒集し、効率的なマーカーの探索 ・検肛

を進める。
・血液製剤の適正使用の推進に関する研究
血液法で記されている国内自給 ・適正使用の達成のため、輸血療法における非感染性合併症の予防 ・鰺

応に関する研究を推進する。特殊



開発に資す る研究 を行 う。また、lTCを 活用 し や 遇

(2)研究事業の効率性
業は、他事業での臨床研究や橋 渡 し研究の推進との間で連携や役割分担 を図 りなが

れているものであり、効率的な事業である。

また、研究 ・実施体制も妥当であり、必要かつ

( 4 )その他
なし

(4)予算 額 (単位 :百 万 円

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

未定

本事業は、適切な評価方法を開発し実用化を図るなど、研究開発等について、国際的な整合性等も踏ま

えつつ、科学的に合理性があつて社会的にも妥当なものとするための研究を実施する事業である。

平成24年 には、治験の運用に関する研究の成果を踏まえ、治験の効率的な実施に資する 「医薬品の臨床

試験の実施に関する省令 (GCP省令)」及び関連通知の改正を行うなど、薬事行政上、有用な成果が得られ

ている。引き続き、医薬品 ・医療機器 ・再生医療等製品をより早く実用化するためにも、レギュラ トリー

サイエンスの考え方に基づく研究の推進とその成果の承認審査への応用を強化し、ライフイノベーション

の
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12)厚 生労働科学研究費補助到
(独)日 本医療研究開発機構の対彙外となる経費

(医療分野の研究開発以外に関する経費)

I.行 政政策研究分野

1)行 政政策研究事業

ア.政策科学推進研究事業

i.政策科学推進研究事業

‖.統計情報総合研究事業

● ● ●
1

● ● ●
1

4 0

4 5

4 9イ.地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業1

(2)厚 生労働科学特別研究事業 ・こ・15 4

分野名 I行 取取賢 研究分野 J

事業名 政策科学総合研究 (政策科学推進研究事業)

主管部局 (課室) 政策統括官付政策評価官室

運営体制 省内の社会保障関連部局 と調整 しつつ、事栗 を運富

1.研 究事業の概要

J「 就労」に関する問題点を明

らかにする研究を行う。
・看護必要度を活用した看饉職員の配置のあり方について検証を行
い、看饉職員の適正配置に資する効果的な方策の検討に資する検

討を行う。
・レセプト情報・特定健診等情報データベースの第二者提供が2011

年度より開始されているが、運用の過程で①申出者との情報共有

を進める必要性②データの精度管理を行う必要性、があることが

認められた。これらの課題に対応するため、①申出者対応を充実

させるための研究、②データ精度管理の研究を実施する
。平成26年度診療報酬改定における費用対効果評価の対応を踏まえ

つつ、
1 試 行的評価の実施
2.評 価ツールの精緻化、小児版の開発や、他の臨床指標からの

変換方法の構築
3.費 用等データベースヘのデータ格納の技術的課題
の解決について検証する。

・医療資源の必要量を定量化する試みとして、定額支払“(DPC/PDPS)
において、実施された医療行為をデータベース化し、診断群分類
ごとの分析を発展させ、我が日の医療全体で医療資源の必要量の

評価を行う。
・姜子縁組のあつせんは、児童相談所において行う場合と姜子織組

あっせん事業者の行う場合、個人的な紹介で行う場合があるが、

後二者の行うあつせんの内容は、十分な実態把握がなく、またそ
のあつせんのための技法等の確立がなされていないことから、他

国における養子縁組の実態並びにあつせんの技法等の研究を実施

する。
・児童虐待については保護者の特性に合わせた効果的なプログラム

の選択や、プログラム実施に至るまでの介入方法等については、
｀いまだ定式がないのが実情であり、そこで各種のプログラムの特

徴を生かした保護者支援の在り方やプログラム実施可能な職員体

制及び研修の在り方について調査研究し、ガイドラインとして提

示する。
・個人の行動変化と厚生労働関連施策との関係を明らかにし、個別

の施策の効果を検証することを意図している:・社会保障給付の

マンパウー把握を網羅的に行い、当腋分野における労働インセン

ティブと社会保障財政の維持可能性に関する研究を行い、両立が

可能となる条件を明らかにする。
・医療技術の新規評価 (新規保険導入)等 にあたり、一部諸外国の

ような医療経済評価 (費用対効果の検討)を 仮に導入した際の実

政策等への活用を具体

的に記載
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可能性等を模索する研究を行う。

患者や医師の動態や偏在ならびに地域の医療機能に関する保健統

計を分析し、医療政策へのエビデンスを提供するための研究 (患

者調査等の活用)
。大災害によつて特別の調査手法を用いた場合における統計情報の

質の確保及び情報提供に関する研究
・保健医療の分野全体の医療費をマクロで提える国際的な推計手法
の 日本 へ の適 用 に つ いて

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り
組おべ■調題

東日本人展栞か らの早期の復興再生

重点的課題 住民の健康 を災吾か ら守 り、子 どもや日齢者が元気な社会の実現

重点的取組 災害発生時の医療技術、的確な医療提供と健康性持の手法

ついて

推進分野Xlの 設定 引き続き、社会 。経済構造の変化と社会保障に関する研究を設定
する。

推進分野とする必要性 人口減少及び高齢化による労働力の減少、社会保障■の増加等、

社会 。経済構造の大きな変化が起こる中、社会保障のあり方が問わ
れている。社会 。経済構造の大きな変化を踏まえた持続可能な社会

保障制度を再構築することは、未来への投資であり、喫緊の課題で

ある。近年エビデンス (科学的根拠)に 基づいた施策立案が求めら

れており、上記課題解決に資するために理論的 ・実証的研究が必要
である.

推進分野の推進により

期待される効果

本分野の推進により、各社会保障施策についての費用対効果など

の客観的根拠を得ることができ、効果的 ・効率的な社会保障施策立

案に資する。

常彼の厚王"働 科子研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。

■ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究

少子化や高齢化といつた社会 ・経済構造の変化と社会保障に関す

る研究を推進することにより、社会保障に対する国民の理解が得ら

れるようになり、活力ある社会の実現に資する。

本 的 な 方 向 性 J(平 成 22年 7月 29日 厚 生 労 働 省 の1

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月 24日閣議決定
http://冊8_cao gα m/CStp/SOgosenryaku/

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究にういて」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

.各 戦略等との関係性

(1)健 康 ・医療戦略Xとの関係 (該当部分)

・医療戦略 (平成 26年 7月 22日 目議決定)

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～※との関係 (該当部分)

師∬
戦嘲こ該当す

1臓
当しれヽ

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担

h t t p : / / w " w  k a n t e i  Ю J p / J p / s i n g : / k e i z a i s a i s e i / p d f / h o n b u n 2 」P  p d f

平成 27年 度の研究事業について

人文・社会科学系を中心とした人口 ・小子化問題、社会保障全般に関する研究等に積極的に取

り組み、社会保障を中心とした厚生労働行政施策の企画立案及び推進に資することを目的としご

①持続可能な社会保障制度の構築に関する研究、

②社会保障制度についての評価 。分析に関する研究、
③厚生労働統針の精度及び国際比較可能性の向上、高度分析によるエビデンスの創出、今後のあ

り方等についての調査研究。

A 一 般公募型
①社会・経済構造の変化と社会保障に関する研究
②世帯・個人の経済・生活状況と社会保障に関する研究
③社会保障分野における厚生労働行政施策の効率的な推進等に関する研究
B 指定型
①レセプト情報・特定健診等情報データベースの精度管理に関する研究

②医療給付制度における医療技術の費用対効果評価の課題に関する研究

③我が国の医療資源の必要量の定量とその適正な配分から見た医療評価のあり方に関    .
する研究

C 着 手育成型

において、医療機能の分化 ・連携を進め、地域包括ケアシステムを構築し、医療と介護を

総合的に確保することが必要とされており、地域の在宅医療及び介護の連携に関する課題を把

握し、必要な施策を行うことが求められている。
・最低生活費を測定するための手法については、最低所得基準 (田IS)法を用いた最低生活水準

の推計など複数の実証研究があり、海外においても探索的な研究成果があるが、それぞれ手法

が異なり、政策に即活用できる決定的な手法があるわけではない。そのため、これまでの研究

成果をレビューした上で、最低生活費を測定するための手法に関する仮説を設定し、仮説に基
づいた調査を地域限定で実施するなどに



・介醸 ・福祉 。年金 。人口問題等の社会保障全般や統計情報に関し、複数都局にまたがる

人文 ・社会科学系を中心とした研究事業を主に推進しており、省内関係部局の要請を踏まえ

している。

(3)研究事業の有効性
の研究が喫緊の行政ニーズを反映しており、それら 子 化 、

護、社会福祉等、国内外の社会保障全般に係る厚生労働行政に有効に活用されている。また、

中長期的観点に立った社会保障施策の検討を行う上で必要な基礎的な理論、データを書積す

っている。

(4)その他

特になし     、

6.平 成27年度の研究事業の全体の概要図

。人口減少社会の到来薔に対応できる 「安0な 」社会保障制度の建立

「社会 ・経済構造の変化と社会保障に関する研究」
・都市と地方における地城包括ケア提供体鶴の在り方に関する総合的研究

饉断口査を用いた個人の行勁魔化の把■と厚生労慟菫贅の効果検肛に目する研究 ■

「世帯 ・日人の経済 ・生活状況と社会保障に関する7FAJ

.著ま蚤曇3健:宝豊語覇岳魁11羅捜F19出 ;りご,す柵 =出する研究 等
「厚生労働行政施策の… 建専に関す●BI知

:瘍″隆潔認澪鵬監輸誘鶴認懸騎露Lぁり方工ntる"●

政策科学総合研究事業   、          1

平 成 27年 度 ,政 策 科 学 推 進 研∴究

■少子西齢化の進行 ・人口減少社会の到来等に対応できる 「安心な」社会保障制度の確立

r社会 。経済構造の変化と社会保障に関する研究」
・在宅医晨と介饉の連携の現状とその口害晏国に関する分析を行つた上で、連携をより推進するための提書を行う研究を

秦“する。撮言に当たつては、情報収集・共有のあり方や役●l分担などの専門●間の,日 だけでなく、

颯■面や保険‖壼日の豊合性からみた屎口など、諄■を多面的に検討する.

また、今後、E● ●能の分化が進み、在宅E● 及び介議への移行が進ことが見込まれるが、住宅E晨 や介餞サービスの

あ晏量を予用するための道切な指標やツールを得るための研究を実詭する。

「世帯 。個人の経済・生― と社会保障に関する胸
・姜青支饉を必晏とする家=に 対する保●医薇福社の運鶴に目する実践的研究

「厚生労働行政施策の効率的な推連等に関する0"町
・「将来の基準の検肛手法を開発していくことが求められる。Jとされており、生活保護基準の検肛手患を83発することが

諄■となつている。
よって、これまでの研究成果をレビューした上で、最低生活贅を渕定するための手法に関する侵説を投定し、仮説14づ いた

口査を地域限定で実島するなどにより.最低生活■をヨ定するための手患を開発する研究を実施する。

政策科学総合研究事業

政 策 科 学 推 進 研 究 に つ い て

0人 口減少・少子嘉m4L→ 労働力減少 ・社会保障費増大

●格差の拡大 ・貧国の日定化

◆根拠 (エビデンス)に 基づく政策の立案

0社 会保障分野における部局讚晰的協

一

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

少子高齢化の進展や経済成長の鈍化のみならず、就労形態の多様化等の雇用基盤の変化、単

身高齢世帯の増加等の家族形態の変化、地域コミュニティの弱体化等の地域基盤の変化等、

社会保障に関連する状況が大きく変化している中、持続可能な社会保障制度の再構築をする

ことが喫緊の課題である。その中で医療、介護、福社:雇 用、年金などの各制度が内包して

いる課題に対応した社会保障の機能強化に努めつつ、経済を支え、経済成長に貢献する社会

保障制度を構築するためにも効率化を併せて推進する必要がある。加えて、近年、科学的根

拠 (エビデンス)に 基づいて、より■の高い施策立案を行うことが求められていることから、

保障施策立案に資する専目的 ・実務的観点か

(2)研究事業の効率性

、省内関係部局と調整の下、施策の推進に■に必要で緊急性の高い

が取り上げられてきた。特に、公募課題決定、研究採択審査、研究実施の各段階において省

内関係部局から意見を聰取する等、積極的な連携により、施策との関連の高い課題を優先的

に実施している。適切な事前評輌 ・中間辞儘により、効率よく、優れた研究が採択されてい

る。さらに、毎年度、研究成果をとりまとめた報告書を作成するとともに、事後評価を行う

ことにより、効率的な研究事業が行われている。
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分野名 I行 取政策研究分野

事業名 統計情報総合研究事業

管部局 (課室) 統計情報部保健統計室

統計情報部の単独運営

1. 業の概要

善等:

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。   /

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

2.各戦略等との関係性|

(1)健康 ・医療戦略※との関係 (該当部分)

健康・医療戦略に該当す 1麟当なし

るか否か。

※ 健 康 ・ (平成 26年 7月 22日

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

との 関 係 (該 当 部 分

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取リ

組むべき課題

麟当な し

重点的課題 腋当な し

重点的取組 敵当な し

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 閣議決定 )

http://冊8 caa go」p/cstp/sogOSenryaku/

卜.平成 27年度の研究事業について ]
(1)事業の概要

能性を向上させるとともに、

高度に分析すること等によつて厚生労働行政における政策立案
及び評価に必要な背景データや基礎データを提供することがで

きる。
・患者、医師及び医療施設に関する保健統計等を分析し、医師確

保対策や医療提供体制の在り方等の医療政策の評価 ・立案に資す

るエビデシスを提供するための研究を行う (患者調査、受療行動

調査、医師・歯科医師・薬剤師調査、医療施設調査等の利活用)。
・厚生労働統計にかかる国際比較可能性を高めることを目的と

し、現在改訂作業中のIC卜11について、日本の漢方分類の妥当性

の検証を実施し、WHOの計画しているレビュー ・フィールドテス

トに協力するとともに、各国との意見交換に資する研究を行う。
・保健医療の分野全体の医療費をマクロで捉える国際的な推計手

法に対応した試算に関する研究を行う。

(3)「 日本再興戦略」改訂2014-未 来への挑戦―との関係

h t t p : / / W w w  k a n t e i  p  J p / i p / s i n g i / k e i Z a i s a i s e i / n d f / h o n b u n 2 」P  p d f

こついて

推進分野Xlの 設定 特にな し

推進分野とする必要性 特にな し

推進分野の推進によリ

期待される効果

特 にな し

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。

□ 健 康長野社会の異現に同けた研究

口 少 子 ・高齢化に対応 し、活力あふれ る社会に実現に向けた研究

■ 該 当な し

※ 1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性 :(平 成 22年 7月 29日 厚生労働省の研

及び国際比較可能性の向上、高度分析によるエビデンスの創出、今後

のあり方等について調査研究を行うもの。
A 一 般公募型

① 厚 生労働統計の調査手法及び精度の向上に関する研究

② エ ビデンスに基づく政策立案のための厚生労働続計データの高度分析に関する研究

③ 今 後の厚生労働統計調査の在り方に関する研究
B 指 定型
① OECDの SHA(System of Health Accounts)に関する研究

② 縦 断調査の脱落に関する研究

C 若 手育成型
一般公募型のうち若手育成に資する研究

(2)平成27年度に新しく設定した研究について

した患者数推計方法、副傷病の取り扱し

精度向上に関する研究を行う。  ｀

OICD改 正作業への対応に関する研究を行う。

O厚 生労働省で実施している縦断調査について、これまでのデータの分析を行うとともに、

生活環境等の変化や今後必要な分析を踏まえた調査項目等についての研究を行う。

O我 が国の傷病罹患状況や死亡診断書の記載状況を踏まえ、特に高齢者に対し適切に原死

因が選択できるようにするために必要な手法を創出するための検討及び諸外国の状況との

比較に
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(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担

特になし

※H23～H25に ついては、 (独)日 こなつています。

厚生労働統計は、行政にとつて施策立案の為の重要な背景及び基礎情報であるとともに、

国民にとつても、合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報である。このため、

国民や行政のニーズに、厚生労働統計は適切に応えていかなくてはならないと同時に、統

計の有用性も確保することが喫緊の課題となつている。こうした課題を踏まえ、平成 27

年度は①厚生労働統計の基盤整備、②厚生労働統計情報の利活用の推進、C今 後の厚生労

り方の検討を三つの柱とした研究を推進する。

,1111:書 ]:II1lL激       電 F¨
鋤 改正緯 ヘ

Ex)載 が日の死国に関する覇状の把■と今後の死亡続計の在り方に関する検討 等

(2)研究事業の効率性

公 、施策との関連の高い課題 しており、

に■に必要で緊急性の高いものが取り上げられてきた。また、適切な事前評価・中間評価

を行うことにより、効率よく、優れた研究のみが採択されている。さらに、毎年度、研究

成果をとりまとめた報告書を作成するとともに、事後lT価を行うことにより、効率的な研

業が行われている。

(3)研究事業の有効性

近年、科学的根拠に基づいて、より質の高い政策立案を行うことが求められている。精圧

や国際比較性を向上しつつ、国民や行取のニーズに対応した厚生労働統計の整備と、その

利活用にかかる手法を開発することによつて、厚生労働行政や地方行政に必要な科学的根

拠め創出に貢献することが見込まれる。例えば、医師確保に関わる研究成果は、政策所管

部局におけるエビデンスとして用いられている。

ことが求め られてし

(4)その他

なし                             ‐

搬 …

16.平 成 27年 度の研究事業の全体の概要国
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分野名 I行 政政策研究分野」

事業名 地球規覆保侵課題解決推進のための行政施策に関する研究事彙

主管部局 (課室) 大臣富 房口朦 躍

運営体制 ・省肉の地球規模保偉課題関連部局 (医薬食品局)と 口整しつつ事業を運営

際貢献をすることで、我が国の存在感を高めることができる。
(医薬食品局)
・本分野の推進により、日本あ医薬品・医療機器産業の国際競争力の強化、
地球規模での医薬品・医療機器等の品質確保・安全対策の向上及び口際貢
献が期待される。

今後の厚生労働科学研
究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。

(日入 自富房 国際課 )

■ 健 康長寿社会の実現に向けた研究
■ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究
□ 餞 当なし

【地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業】
(大臣官房国際課)
・高齢化等の人口勁態が与える社会的影響に関する研究を推進することによ
り、人口変動に柔軟に向き合った社会保障制度の棒集が可能となり、その綺
果、少子化・高齢化に対応し、活気あふれる社会の実現につながることが見
込まれる。
・健康寿命延伸のための保健医療制度に関する研究を推進することによ
り、平均寿命及び健康寿命と平均寿命との差を生んでいる生活習慣等の
疾病負荷や、健康の社会的決定因子、またマクロレベルでは社会保障制
度の相違について検証が可能となり、その結果、健康長寿社会の実現に
つながること力1見込まれる。

(医薬食品局)
■ 族 当なし

善1※ 1 事に向けた基本的な方向性J(平 成 22年 7月 29日 E

1.研 究事業の概要

(1)公的研究としての意義 〈政策との運動性)
活用を具体

igt:EBft l ' lUil l tt.9rt6{AEHBro*lSrl.wHoSr*toEH**To&
策形成において、直接 ・間接の■考資料として利用される。 (背景データ、
基礎データ等としての活用)
・高齢化を見据えた社会保障制度のあり方について、人口のダイナミズムを
考慮した上で、東アジア、ASEANH国 と連携するためのデータとして活用さ
れる。
・健康寿命に影響を与える医学的・社会的 ・制度的な要因を多面的に明らか
にし。さらに、妻が国のみならずⅢO等の国際機関やこれから保健医療|1慶
を整備していく途上国等の諸外国にとってエビデンスとなり、また各国の保
健施策人材の青成等に活用される。
・2009年より更新がなされていない、WHOの 国別レポー トを更新するため
の基礎的資料を作る。 (基礎データ等としての活用)
(医薬食品局)
・献血制度等に係る途上国への技術移転:地球規模での市販後安全対策に関
する研究等を行い、アジアを中心とした地球規模での薬事関連の諸課題の改

生労働省の研
究助成等のあり方に関する省内検討会)お しヾて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)
をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた
① 健 康長寿社会の実現に向けた研究
② 少 子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

等との関係性

http://w kantei go Jp/」p/s!堕g,/kenkOuiryQu/suis:n/suisln da12/gi」lsidal ht昴|

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの騒け橋
～Xとの関係 (該当部分)

(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの設定 (大臣冨房国際課)
。高齢化等の人口勁態が与える社会的影響に関する研究 (新規)
・健康寿命延伸のための保健医療制度に関する研究 (新規)

(医薬食品局)
・発展途上国における献血割庁推進と血諸聾割"浩 に出すス薔霊 `出鉢ヽ

推進分野とする必要性 (大臣冨房口原課)
・高齢化は日本のみならずアジア諸国でも同様に進展しており、これらの
人口動態の変化の影響はグローバル化や労働市場の拡大・流動化も相まっ
て、自国内のみならず国家間レベルでも影響を与えている。これらの状況
を踏まえ、日本のみならず東アジナ、ASEAN諸国を含めた広い範囲を対彙

′に、高齢化を見据えた社会保障制度のあり方を検討することが喫緊の課題
となっている。
・我が国の平均寿命は世界一であるが、今後は量的な長寿だけではなく貴
的な長寿を目指すこと、つまり健康寿命の廷伸が重要である。
(医薬食品局)
・第4期科学技術基本計画においても、 「国は、我が国が技術的優位を有
する領城において、ブジア諧口と協力し、我が日の技術や規制、基準、規
格の国際標準化を進めるための取組を支援する。」とされている。こうし
た戦略等に基づき、アジアを含む曰際的な取組に着日しつつ、諸外国の規
制状況の調査等を通じて、日際標準化、アジア諸曰等への技術移転等を国
るための研究を推進する必要がある。

推進分野の推進により
期待される効果

t天巨葛房曰障園      ―
・高齢化等の人口動態が与 える社会的影響 を分析 し、各日の請制度の特徴や

改善点を明 らかにす ることで、人口変動に柔軟に向き合 った社会保障制産
の構築が期待 され る。
・ユニバーサル ・ヘルス ・カバ レッジの先進国 としての経験 を生か した日

・医療戦略に該当す
【2 -(2)-3)―イ)】ⅢOの 支援事業を拡充することにより、公衆衛生水
準の向上を通じて、筆に西太平洋地域の社会の安定に貢献する。また、新興
日・途上国等では、依然として母子保健 ・感染症対策の優先度が高い中で、
生活習慣病等の非感彙性疾患 (NCDs)による二■の疾病負荷が大きな課題
となる一方、自己負担饉の増加も問題となつてきており、ulCの達成のため、
我が日の知見・経験の共有を通して保健政策人材育成に関する支援を強化す
る。
【2 -(2)-3)―オ)】国際保健外=戦略を踏まえ、国際保健を日本外交の
重要な課題と位置付け、UICの普及を推進する。また、グロー′ウレな取組と
の連携やニロ間援助の効果的な実施を通じ、ミレニアム開発目操 (DGs)達
成及びポスト2015年開発日欄策定における取組を強化しつつ、保健医療制



科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が 取り

組むべき課題

餃当な し

重点的課題 腋 当な し

重点的取組 該当な し

※ 科学 技 術 イ ノ ベー シ ョン総 合 職略 2014(平 成 26年 6月 24日 閣謹 決

http://w8caa go"/cstp/sogosenryaku/

健の切 り口で研究 を行 う。

(4)予算額X(単 位 :

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

362 37(国際課)

44(医 薬食品局)

未 定

※H23～H25については、 (独)日 本医療研究開発機構の対象経費及び対象外経費の合算になつています。

4. 平 成 27 ついて

(3)研究事業の有効性

・公募課題決定、研究実施の各段階において省内関係部局等から意見を聴取する等、積極的な連携により、

施策との関連の高い課題を実施する。また、着手育成型研究を導入し、長期的な視点で当腋分野の若手人

材の青成を回る。   _

(医薬食品局)
・献血制度等に係る途上国への技術移転に関する研究等を行い、アジアを中心とした地球規模での薬事関

特になし。

※ 「日本再興戦略J改 訂 2014-

h t t p : / / ―k a n t e i  p  J p / J p / s i n g i / k e i z a i s a i s e i / D d f / h O n b u n 2 」P  p d f

(1)研究事業の必要性

・本事業は、保健医療分野において我が国が進めている国際協力事業と密接な関係にある地球規模保健

課題に取り組むことを目的とし、成果を上げている。現在、我が日には、地球規模の保健課題について、

国際社会における保健医療政策策定への関与、我が国の技術 ・経験の途上国への移転:あ るいは有為な人

材育成等により積極的に貢献することが求められている。従つて,保 健課題の原因究明、効果的な介入方

法の提ボ ・検3E、人材育成のあり方等の検討を行い、我が国の貢献がより効果的で国際レベルにおいて存

在感を発揮できるものとなるよう、今後も引き続き、こうした体系的 ・戦略的な国際協力政策に資する研

究を推進する必要がある。

(医薬食品局)
・本事業では、献血制度や血漿分画製剤の製造体制等に係る途上国への技術移転等を行い、アジアを中心

とした地球規模での薬事関連の諸課題の改善に取り組んでいる。

主な成果としては、日本の献血制度の経緯、施策、効果等をまとめ、平成25年 5月のWHOの 専門家会

議で発表し、途上国への技術移転を図つたこと、アジア諸国における血液事業の現況を調査し、アジア諸

国の血漿分画製剤の製造体制の現状や血液製剤の使用状況についての基礎資料を入手することができたこ

となど、薬事行政上、有用な成果が得られている。アジアを含む国際的な取組みに着日し、国際的な観点

からのアジア諸国等への技術移転等に取り組む本事業においては、これまでも十分な成果が得られており、

]|

卜.平成 27年度の研究事業について |
(1)事業の概要

(大

限られた財源の中で、より効果的 ・効率的な国際協力を実施し、我が日の責献と存在感を難持 ・強化す

る必要がある現状を踏まえ、我が日においてこれまで蓄積してきた知見や経験を活かし、先端的な科学技

術を活用した技術協力を強化することにより、保健分野において諸外国に貢献し、日本の存在感を高める

ことを目的として、国際機関等における世界的な保健課題解決に向けた既存の取組みを評価し、今後、よ

リー層、保健凛題解決に向けた取組みを推進するために必要な研究を行う。

(医薬食品局)

我が国においてこれまで蓄積してきた保健医療分野の知見や経験を活かし、先端的な科学技術を活用す

ことなどによ り、諸外国への貢献 を図 るとともに、保健分野におけ

(2)平成27年度に新しく設定した研究について

・ 高齢化等の人口勁態が与える社会的影響に関する研究 (新規)

高齢化は日本のみならずアジア諸国でも同様に違晨しており、これらの人口動態の変化の影響はグロー

パル化や労働市場の拡大 ・流動化も相まって、自国内のみならず国家間レベルでも影響を与える。他方、

我が国を含むアジア地域は、地理的、経済的、文化的要素を共有しているため、高齢化を見据えた社会保

障制度のあり方は、上記の人口のダィナミズムを考慮した上で、東アジア、ASEAN諸国との連携も検討さ

れなければならない。そのため、当腋地域における人口変動過程 (少子化、長寿化、高齢化、日内 ・国際

人口移動等)及 び関連する政策 (少子化対策、家族政策、撃康医療政策、地方分権政策、移民政策等)の

比較分析により、各国の諸制度の特徴や改善点を明らかにする研究を採択する。とりわけ、人口壼動に対

処する社会保障制度、特に高齢化に関係の深い医療 ・介饉制度に目する比較を行い、現状や課題、対応策

等を検討する研究を採択する。
・ 健 康寿命延伸のための保健医療制度に関する研究 (新規)

我が国の平均寿命は世界一であるが、今後は量的な長寿だけではなく質的な長寿を目指すこと、つまリ

健康寿命の延仲が重要である。そのため、平均寿命及び健康寿命と平均寿命との差を生んでいる生活習慣

等の疾病負荷や、健康の社会的決定因子、またマクロレベルでは社会保障制度の相違について、日際機関

とも連携して国際比較や疫学的解析により調査する研究を採択する。

本研究による成果によって、健康寿命に影響を与える医学的 ・社会的 ・OI度的な要因を多面的に明らかに

する。さらに、景が国のみならず H10等の国際機関やこれから保健医療制度を整備していく途上国等の諸

外国に とってエ ビデ ンス れ る

・本研究事業の公募課題は、省内関係部局と調整の上、公募課題を決定し、研究実施の各段階において省

内関係部局から意見を聴取する等、積極的な連携を図る。また、適切な事前評価・中間評価により、効率

良く、優れた研究を採択し、毎年度、研究成果をとりまとめた報告書を作成するとともに、事後評価を行

うことにより、効率的な研究事業を実施する。
(医薬食品局)
・WHOと協力して周辺国を巻き込んだ国際会議やワークショップを開催し、モデルケースを伝達するなどの

効率的な手法がとられている。このような研究は、途上国の実情に合わせた研究資源を前提とするため、

研究コスト自体が低く抑えられ、費用対効果の点で優れているという特徴がある。、また、研究・実施体制

0そ の他

:52



分野名 I  行 政政策研究

事業名 厚生労働科学特別研究事業

主管部局 (課室) 大臣官房厚生科学課

運営体制 所管課単独運営

5.総 合
(

・当餃研究事業の具体的成果としては、ⅢO等の開催する国際会議の場や国連ミレニアム開発日標 (DGs)

後の国際的な保健課題設定に関する議論の場等にも活用されると共に、Lancet誌といつた国際的な学術誌

で取り上げられ、WHOの ガイドラインにも反映されており、我が国が、より効果的な国際協力・貢献を行う

観点からもな薔深いものであると評価出来る。
・高齢化等の人口動態が与える社会的影響に関する研究を推進することにより、人口変動に柔軟に向き合

つた社会保障制度の構築が可能となり、その結果、少子化 ・高齢化に対応し、活気あふれる社会の実現に

つながることが見込まれる。
・健康寿命延伸のための保健医療制度に関する研究を推進することにより、平均寿命及び健康寿命と平均

寿命との差を生んでいる生活習慣等の疾病負荷や、健康の社会的決定因子、またマクロレベルでは社会保

障制度の相違について検肛が可能となり、その結果、健康長寿社会の実現につながることが見込まれる。

(医薬食品局)

第4期科学技術基本計画においても、「国は、我が国が技術的優位を有する領城において、アジア諸国と

協力し、我が日の技術や規制、基準、規格の国際標準化を進めるための取組を支援する。」とされており、

アジア請口等への技術移転等を回る研究を行うことは国際協力 ・貢献の観点からも極めて高い意義を有す

るものと評価できる。

政策等への活用を具体
的に記載

平成2543月 の 「東京電力福島第一

に関連する健康管理のあり方について(提言)J等 を踏まえ、

放射線リスク・コミュニケーションにおいて、保健医療福祉

職の寄与が求められているが、通常の業務を圧迫せず負担感

を感じないような配慮も求められている。
このため、原子力災害からの回復期における地域での取り

組みに関し、保健医療福祉関係者の役割を再整理するととも

に、事業展開の展望と業務支援のあり方を検討した。

その結果、知識提供型の手法には限界があり、感情や個別

事情に配慮し、多くの関係者で協働するアプローチが、住民

サービスの質の観点のみならず、保健医療福祉職の負担感軽

減の観点からも有効であることが明確になつた。
この結果を踏まえて、放射線リスク・コミュニケーシヨン

研修に資する資料 (バンフレット、リーフレット)、ウェブ

学習ツールを開発するとともに、ウエブ上に公開して希望者

が利用可能な状態にして関係者へ周知した。

南海 トラフにおけるマグニチュード8以上の巨大地震の発

生確率は今後 30年 間で 60～7096以上とされた報告を受け

て、最大被害に備えた場合の必要DmT数 を算定する必要が

ある。
このため、津波高・震度を入力することにより、それぞれ

の医療機関の被災の有無を判定できるシステムを開発した。

また、このシステムを活用して、中央防災会議報告書にど

る想定最大津波高・想定震度から、南海 トラフ地震被災想定

地域の災害拠点病院の被害推計を行い、統―的な指標に基づ

いて、最大被害想定時の必要DHAT数を定量化した。

このシステムは、酬ATの 全国的な派遣調整に活用される

ことになつているほか、必要 DHAT数に係る研究結果は、今

後のDHAT養成数の見直しへ向けて活用される予定である。

国内たばこメーカーが、無煙たばこ・スヌースを一部販売

店にて発売する旨を公表したことを踏まえて、スヌースの有

害性に関して、早急にエビデンスを得て、今後の対応を検討

する必要がある。
このため、無煙たばこ・スヌースに含まれる有書化学物質

の定量と健康影響評価を同研究事業において行い、それらの

革新 :hnOvatton
麟たに出裏した■■について、鰈■解決のスキーム自併嗜ゼロから槙謙



問委員会に於いて公表した。

平成 25年 10月 28日には、都道府県等の衛生主管部局長

あての通知を発出して、スヌースを使用することで健康に影

響を与える危険性があることについて国民に周知した。

・ TPP協 定の参加交渉において、食品添加物の指定の迅速化

に向けた取組みを求められることが必至となる。

このため、迅速化の観点から事業者が実施する食品添加物

の指定要請資料作成のマニユアル案 (日・英)を 作成した。

また、本年中に厚生労働省で発出している食品添加物の指

定等要請に係る指針の手引書として発出するとともに、英訳

版についても厚生労働省ホームページで公表する予定であ

るぎ

との関係性

健康 ・医療戦略※との関係 (該

※ 健 康 ・医療戦略 (平成26年 7月 22日

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～Xとの関係 (該当部分)

本事業は、国民の生活を脅かす突発的な問題や社会的要請の強い諸課題について、緊

急に行政による効果的な施策が必要な場合、先駆的な研究を支援し、当該課題を解決す

るための新たな科学的基盤を得るとともに、成果を短期間で集約し、行政施策に活用す

るものである。

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り

組むべき課題

該 当な し

重点的課題

重点的取組 該 当な し
(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの設定 厚生労働科学研究の中でも、緊急性が高 く、社会的な要請の強い

研究課題について、機動的に研究を行うための事業であり、課題

は全ての研究事業の推進分野と関係 し得る。

推進分野とする必要性

推進分野の推進により
]棒 きれ る 勧 曇

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野菜2に該当す
るか否か。

該当なし

※1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」(平成 22年 7月 29日厚生労働省の研

(2)平成27年度に新し

本事業においては、緊急性が高く、他の研究事業では実施していない課題についての研究を

推進することとしている。課題については各部局の関連事業所管躁が提案し、大臣官房厚生科学

課においてヒアリングを実施し、事前評価委員会の評価結果により研究の実施を決定している。

研究の実施にあたつては、効率的な運用の観点からt所管課において研究事業に係る補助金執行

及び進拶管理等を行つている。

(単位 :百万円)

※H23～‖25に ついては、



本事業は、厚生労働行政に直結する社会的要請の強い諸課題に対応するために不可欠な事
業である。

(4)その他

本事業は、具体的な目標を設定しつつ、
方法の妥当性等を検討しながら楔IRして,

、関係課との分担 ・連携、実施
しながら採択しており、 れている。

6.平 成 27年度の研究事業の全体の概要図

行政施策分野
科学特別研究事業について

国民の健康生活を脅かす突発的は問題や社会的要請の強ι疇者課罰 こつぃて、繋

曇民写]婚占3摯電響彗璧習鰤 簿哲望者蟹霧蜜翼懸葬許
援し、当骸課題を

■ 口 民の髄属 ・安全に「ろ器G凛 鳳や社会的ニースの 日いコ鳳
(`日)
・RI月:労働者におられる胆●層発書 の療学的“明と庫国連 及

織 み
肇

―ス虚 まれ補 31tl学 精=の 定鳳と健康●●

] :き3 1き研究 を
実 施 す べき諷題
力i明らかになっ
た場 合 は、各分
野 の研究事業
における事前評
価 に基 づき研究

を実 施

、緊急に行政による対応が必要な場合に機動的に実施され
事業であり、成果は各部局の政策に適切に反映されている。

今後も、国民の健康。安全に係る緊急課題や社会的ニーズの高い課題が新規に出現するこ
とが予測され、こうした課題に迅速に対応できる事業が必要である。
本研究事業は厚生労働省の各政策分野における緊急のニーズに対して臨時的に実施する

ものであることから、厚生労働科学研究において不



分野名 I厚 生科学基盤研究分野

事業名 未承認薬評価研究事業

主管部局 (課室) 医政局研究開発振興課

運営体制 医政局研究開発振興課の単独運営

I.厚 生科学基盤研究分野

)臨 床応用基盤研究事業

ア.未 承認薬評価研究事業 ・・160

レ 各戦略等との関係性|

(1)健康 ・医療戦略Xとの関係 (該当部分)

公的研究としての意義

(2)推 進分野の設定等について

推進分野
Xlの 設定 未承認薬の有用性を評価する研究 (継続)

推進分野とする必要性 「健康 ・医療戦略 (平成26年7月22日閣議決定)Jで は、 「医

薬品、医療機器等及び医療技術開発の新たな仕組みの構築」が求

められており、さらに 「「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑

戦― (平成26年6月24日間議決定)」 では、 「世界に先駆けた革

新的医薬品・医療機器等の実用化の推進」が求められている。加

えて、 「科学技術イノベーション総合戦略2014(平 成26年6月24

日閣議決定 )」 では、重点的課題として 「医薬品 ・医療機器開

発の強化」を挙げていることから、未承認薬の有用性を評価する

研究を推進することが必要。

推進分野の推進によリ

期待される効果

海外の承認条件に基づいて治療に応用し治療成績を収集する

形で、治療研究を可能にし、至適治療法の開発が可能になる。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

□ 健康長寿社会の実現に向けた研究
HIV治 療薬等の研究を推進することにより、健康長寿社会の

実現につながることが見込まれる。

当す | 【 2 -(1)-1)―

るか否か。      10医 薬品、医療機器等及び医療技術開発の新たな仕組みの構築
・ 国 内の研究機関に埋もれている有望なシーズをくみ上げるシ

ステムを構築し、それを実用化に結び付けるため、最終的なビジ

ネスとしての発展を視野に入れつつ、基礎から臨床研究 (医療に

おける疾病の治療方法等の改善、疾病原因等の理解及び患者の生

活の質の向上を目的として実施される人を対象とする医学系研

究であつて医薬品医療機器等法第2条第 17項 (薬事法等の一部

を改正する法律の施行の日前までは案事法第2条 第 16項 )に 規

定する 「治験Jを 除くものをいう。以下同じ。)及 び治験、実用

化までの一貫した研究開発の推進、さらに、臨床現場における検

証と新たな課題を抽出できる



科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 医薬品 。医療機器開発の強化

重点的取組 医薬品創出

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～※との関係 (該当部分)

(2)平成27年度に新しく設定した研究について

な し

6 平 成 27年度の研究事業の全体の概要回

藁書エイズ専により、HIV

に■染した血友冑轟者を敏
済するために平鱗 度に

>H:V治僚藁等の開発|IE
れている

>国内で承目されている治

「日本再興戦略」改訂 2014-未 来

予算額※ (単位 :

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

未定

ついては、 (独)日 本医姜研究開発機構の対象経費及び対象外経費の合算にな ってい

4.平 成27年度の研究事業の諄値について



2

Ⅲ.疾 病 ・障害対策研究分野

(1)成 育疾患克服等次世代育成基盤研究事業

ア.健 やか次世代育成総合研究事業  ・ ・164

(2)が ん対策推進総合研究事業

ア.が ん政策研究事業        ・ ・168

(3)生 活習慣病 ・難治性疾患克服総合研究経事業

ア.循環署疾患・糖尿病等生活習慣病対策政策研究事業 ・ 173

イ.難 治性疾患等政策研究事栞

i.免 疫アレルギー疾患等政策研究事栞 ・178

‖.難 治性疾患政策研究事業    口 ・184

ウ.慢 性の痛み政策研究事業     口 ・188

工.女 性の健康の包括的支援政策研究事桑 192

オ.地 域大規模介入型保健指導研究事業  ・ 196

(4)長 寿 ・障害総合研究事業

ア.長 寿科学政策研究事業

イ.認 知症政策研究事業

ウ.障 害者政策総合研究事業

口 ・20 0

・ ・20 4

・ 口21 0

(5)感 染症政策推進研究事業

ア.新興口再興感染症及び予防接種政策推進研究事業216

イ.エ イズ対策政策研究事業    “ 口・220

ウ.肝 炎等克服政策研究事業     ・ 口225 レ.各戦略等との関係性|

(1)健康 ・医療戦略※との関係 (該当部分)

」

分野名 Ⅱ 厚生科字 轟壼 研究 分野

事業名 健やか次世代育成総合研究事業

主管部局 (課室) 雇用均等 ・児童家庭局母子保健課

運営体制 所 管課 (母子 保置 課 )の 単な 運 冨

1.研 究事業の概要

健やか次世ft育成総合研現事業は、我が国における最優先課題の一つであ

る子ども子青て支援対策の一環として 「子どもが健康に■つ社会、子どもを

産み、育てることに喜びが感じることができる社会」実現のため次世代を担

う子どもの健全育成と母性の健康支援に資することを目的としt特に以下の

点で母子保健 ・児童福祉の政策と密接に関連している。

本事業では、小児慢性特定疾病治療研究事業や健やか親子21に 関する研

究が実施されている。これらの研究を通じて作成された慢性疾患を有する児

の自立に向けた 「小児科医向け移行支援ガイドブックJや 、乳幼児健診の欄

率的な手法を示した手引き等は、実地臨床や自治体での保健活動等に活用さ

れている。また、小児慢性特定疾病に関する研究は、検討会において医凛費

助成の対彙となる疾病を検討する際の基本となる資料に活用されるなど、政

(2)推 進分野の設定等について

推進分野※1の設定 ・今後の小児慢性特定疾患治療研究事業のあり方に関する研究 (継続)
,「健やか颯子21」 の最終評価・課題分析及●次期国民健康運動の推■に

関する研究 (継縞)

,乳幼児の疾患疲学を踏まえたスクリーニング等の効果的実施に関する研究

(新規)

推進分野とする必要性 急速な少子化は、労働力人口の減少、百齢看比率の上昇や雨■規模の幅小、

現役世才の負担の増大などを通じ、経済成長へのマイナス効果や地城社会の

活力の低下、子どもの健全な成長への悪影響など将来の我が日の社会経済に

広く深刻な影響を与えることが懸念されている。特に、乳幼児の疾患の克服

と障害の予防、また、母性及び乳幼児の健康の保持増進並びに児童福祉の向

上に向け、40略性をもって、これらの課題の解決に向け、研究の強化 ・充実

を図る必要がある。
これまで、健やか親子21、 小児慢性特定疾患治療研究事業、乳幼児健診

などに関する研究等が行われている。

母子保健施策の充実はますます求められており、さらなる効果的な施策の

充実を回る上で、その基盤となる科学研究の戦略的な推進と科学的知見の書

積が急務となつている。

推進分野の推進により
期 待 され る動 里

『子ども・子青てビジョン」の掲げる「妊娠、出産、子育ての希望が実現
できる社会」を実現する。

今後の厚生労働科学研

究におぃて重点化すべ

き主な分野X2に該当す

るか否か。

■ 少 子 ・高齢1しに対応し、活力あふれる社会の異現に同けた研究

子どもの健全な発青のための環境整備、成青疾患の予防法、治凛法開

発に目する研究を推進し、妊娠 ・出産 ・子青ての希望を叶えることの結

果として、活力あふれる社会の実現につながることが見込まれる。



に 2 -(1)-1

るか否か。       10甘 暑書童李等のrFの 提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策
治療法がなく、患者数が少ない小児慢籠特足疾病について、全国規模の患

者データベースを構築し、治療法の開発 ・実用化を目指す研究を推進する。
また、国内難痛患者データベースを活用し、諸外国の患者デ「タベースと口

ことで

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

I 国 際社会の先駆けとなる健康長野社会の実現
V 東 日本大震災からの早期の復興再生

重点的課題 「臨床研究 ・治療への体制整備」
「疾患に対応した研究の強化」
「住民の健康を災害から守り、子どもや高齢者が元気な社会の実現」

重点的取組 :車称詢 74‐E景 硬爾]●●l轟慮の壼偏J
「難病に関す る研究J
「住民の健康 多災害か ら守 り、子 どもや高齢者が元気な社会の実現 ]

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

3.平成 27年 度の研究事業について

(1)事業の概要

(2)平成27年度に新しく設定した研究について
えたスクリ「ニン

乳幼児健康診査事業の評価と保健指導のあり方に関する研究
ス

、特 に母子保健行取に資す る重要な研究課題に対 して焦

点を当て、研究課題の採択に関する事前評価、研究進捗を評価する中間評価、研究が適切に行われたか等

を評価する事後評価を実施する等、外部有議者からなる評価委員会の十分なチェック体制を敷き、進渉管
理を行つて事業を効率的に実施してい

(3)研究事業の有効性
tい

また、小児慢性特定疾病や健やか親子21等 に関する研究成果は検討会等において利用し、政策の検討に

資する研究となつている。

本事業で作成されたマニュアルやバンフレットは実地臨床や自治体での保健活動等に活炉

また、小児慢性特定疾病や健やか親子21等 に関する研究成果は検討会等において利用し、

(4)その他

特になし

5

子ども・子育ての分野においては社会や軍鷹環境の変化により、解決すべき課日は、急激に増加すると

ともに、多様化している。健やか次世代育成総合研究事業においては、特に、乳幼児の疾患の克服と障害

の予防、また、母性及び乳幼児の健康の保持増進並びに児童福祉の向上に向け、戦略性をもって、これら

の課題の解決に向け、研究の強化 ・充実を国る必要がある。

本事業では母子凛健事業の主要な施策である、小児慢性特定疾患治療研究事業、健やか親子21事 業等

に関する研究が実施されている。これらの研究を通 じた研究成果は、母子保健 ・児童福祉の現場に還元さ

れ、行政施策の検討においても活用される。少子化対策基本法に基づく「子ども・子育てビジョン」での、

妊娠・出産の支援体制の確保や不妊治療の支援等により、「妊颯、出産、子育ての希望が実現できる社会」

の実現を目指す上でも、非常に重要な研究事業である。

今後は、生殖補助医療等に関し医療技術の進歩に伴う論理的な問題も含めた様々な課題や、子どもを成

青疾患から守り、健やかに成長するための環境整備を推進するための研究を着実に取り組むことが求めら

6.平 成 27年 度の研究事業の全体の概要図

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担

なし

(41予算額※(単位 :百万円)
0-般 会計

改訂 2014-未 来への

子ども・子育ての分野においては社会や家庭環境の変化により、解決すべき課題は、急激に増加すると

ともに、多様化している。健やか次世代青成総合研究事業においては、特に、乳幼児の疾患の克服と障害
の予防、また、母性及び乳幼児の健康の保持増進並びに児童福祉の向上に向け、戦略性をもつて、これら
の課題の解決に向け、研究の強化 ・充実を図る必要がある。
本事業では母子保健事業の主要な施策である、小児慢性特定疾患治療研究事業、健やか親子21事 業等

に関する研究が実施されている。これらの研究を通じた研究成果は、母子保健 ・児童福社の現場に選元さ

れ、行政施策の検討においても活用される。少子化対策薔本法に基づく 「子ども・子青てビジョンJで の、

妊娠 ・出産の支援体制の確保や不妊治療の支援等により、 「妊娠、出産、子青ての希望が実現できる社会」

0復 興特会

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

140 未 定



健やか次世代育成総合研究事業 分野名 皿 疾綱 ・暉吾対策研究分野

事業名 がん政策研究事業

主 管 部 局 (課=) 健康局がん対策 ・健康増進課

運営体制 上記課室の単独運営

1.研 究事業の概要
しての意義 (政策との運動性)

もとで策定された 「がん対策推進基本計画Jの

として、 「がんによる死亡者の減少」や 『全てのがん患者とその家族の苦痛

の軽減と療養生活の質の維持向上」、 「がんになつても安心して暮らせる社

会の構築」力く掲げられており、その実現に向けて、がん研究の推進を含め、

分野別施策を実施しているところである。

また、 「がん対策推進基本計画」に基づき、新たに策定された 「がん研究

10か 年戦略」を踏まえて、「がんの予防法や早期発見手法に関する研究」、
「充実したサバイバーシップを実現する社会の構築をめざした研究J、 「が

ん対策の効果的な推進と普及に関する研究」等、政策的にも必要性 ・重要性

乳幼児の疾患疲学を踏まえたスクリーニング等の効果的実施に関する研究

本研究では、乳幼児期に発見されることで予後が改善しうる疾患のうち、乳幼児●凛鰺■において、効果的・効率的

な虔'スクリーニング去を健立しうる疾輌を拍出し、地城実情を加味するためσ
クリーニング去を科学的根拠に基づいたデータやエビデンスとともに提案する.

(2)推 進分野の設定等について

推進分野ス1の
設定 充実したサバイバーシップを実現する社会の構築をめざした研究 (籠編)

がん対策の効果的な推進と普及に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 平成25年8月にとりまとめられた 「今後のがん研究のあり方に関する有臓

者会議J報告書において、がん患者の増加を背景に充実したサバイバーシッ

プを実現するための社会環境整備は未だ十分ではなく、がんの予防等につい

ては、禁煙や節酒、感染制御など、がんリスクを確実に減少させる童容可能

な要因が明らかになつてきたにもかかわらず、これらが必ずしも十分には実

践されていないと報告されており、平成26年3月に策定された rがん研究1

0か年戦略」に基づき、社会のあり方も含め充実したサバイパーシツプを実

現するための研究に取り組むことが求められている。

推進分野の推進により

期待される効果

がん患者をはじめ、家族、医療者、一般市民を含む国民全体を対象とし、

他分野の研究者が関与する政策科学研究を推進することにより、それぞれの

研究成果が政策立案につなげられるとともに、がん対策推進基本計画の全体

目欄である 「がんによる死亡者の減少」、 「全てのがん患者とその家族の苦

痛の軽減と療養生活の質の維持向上J、 「がんになつても安心して暮らせる

社会の構築」の達成に大きくiL●くことが期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。

□ 健 康長野社会の実現に同けた研究

本事業における研究分野の重点的推進により、 「がんによる死亡者

の減少Jや 「全てのがん患者とそのま族の苦痛の軽減と療養生活の

■の維持向上J、 「がんになつても安心して暮らせる社会の構築」

を回ることで、健康長寿社会の実現につながることが十分に見込ま

れる。

※ 1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

口現状

乳幼児腱診のま■スクリーニングについては、項目
や手技年を具体的に示したものがない。
日●念事項
早期発見、治壼が可籠な篠■を見落とし、予防●I籠

●障害が発生しているリスクlt3る。
傍)先天性白内障の見邁しによる■視

先天俊最口"脱 日の見薔しによる歩行障害

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう



2.各戦略等との関係性|

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～米との関係 (該当部分)

【2 -(4)-2)】 まだ利活用が進んでいない横登データに関して大規模
な収集 ・分析を行い、利活用を回る事業の創出、ICT及びデジタル基盤の利
活用による■の高い効率的な医療サービス及び公的保険外のヘルスケアサ

http:/力w kantei go jp/」p/singi/kenkouiryou/suisin/suisin dai2/giJisidal html

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り
組おべ■震額

目瞭社会の 先駆 け とな る健 康量 弄社会の冥現

重点的課題 疾患に対応 した研究の強化

重点的取組 がんに関す る研究

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 間饉
http://-8 cao go Jp/cstp/sogosenryaku/

二 戦 略市場創造プラン

テーマ1:国 民の 「健康寿命Jの 延伸
(3)新 たに講ずべき具体的施策
1)公 的保険外のサービス産業の活性化

①個人・保険者 ・経営者等に対する健康・予防インセンティプの付与
・個人、保険者に対する健康増進、予防へのインセンテイプを高めるため、

保険制度上の対応など、所用の措置を来年度中に講ずることを

「日本再興戦略」改訂

2014に該当するか否か。

への挑戦 ― (平成 26年 6月 24

http://www kantei go」p/」p/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP pdf

おり、先日公表された平成25年国民生活こ礎酬壼において、がん横診の受診率は前回と比べてい

昇しており、一部のがん検診は当面の目相位である4096をクリアしている。一方で、地域保健 ・健康増違

事業報告によると、がん検診の要精密検査者における精密検査受診率、未受診率及び未把握率は都道府県
でばらつきがある。今後は、がん検秒の受診率向上だけでなく、精度管理についても取り組んでいく必要
があり、精度管理の手法について検証する研究が必要である。

また、学校教育においては文都科学省の 「がんの教育総合支援事業Jの 中で議論がすすめられていると

ころであるが、当省事業内で成人に対してもがんに対する正しい知繊とがん患者に対する正しい知口を持
つよう教育 ・普及啓発を推進し、がんの予防 ・早期発見につながる行動変容を促していきたい。
・「がん患者の治療と職業生活の両立に資する研究」

平成26年 8月にとりまとめられた 『がん患者 ・経験者の就労支援のあり方に関する検討会J報 告書にお
いて、がん患者 ・経験者をはじめとした関係者 ・機関が、既存の仕組み ・施策 ・制度を十分に日知 ・活用
した上で、関係者 ・機関間の密な連携及び情颯共有のもと、地域毎の実状も踏まえ、働く世代のがん対策

を着実に充実させていくことが求められており、適切な相敲支援体制を構築するための研究が必要である。
・『希少がん対策に関する研究」

希少がんについてはがん対策推進基本計国において推進分野の一つに位置づけられており、平成25年度
には 「希少がん対策推進事業Jの 中で、議論を行い、「希少がん対策ワークショップ報告書」がとりまとめ

られた。その中で、希少がんには専門医不足等の医療提供体制の問題や円滑な情報提供がなされていない

問題等があり、治療施設の集約化等に関する研究等、これらの課題について解決に向けた研究を推進する

必要がある。
・『がん患者の地域完結型医療の推進に資する研究J

平成26年 3月にとりまとめられた 「拠点病院の緩和ケア提供体制における実地調査に関するワーキング

グループ報告書」においては地域におけるがん診凛連携拠点病院とその他の医療機関との役割分担が整理

されていない、拠点病院から地域に対する連携構築の働きかけが不足している等、2次医療国内の医療機

関との連携体制が整っていないことが指摘され、円滑な連携体制を構築するための研究を推進する必要が

百万円)

業の有効性

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

業においては、日本人の死亡原因第 1位 であるがんに対 して、

がんの予防法や早期発見手法に関する研究、充実したサバイパーシップを実現する社会の構築をめざし

た研究、がん対策の効果的な推進と普及に関する研究等、がん対策に対して必要性 ・重要性の高い研究

を推進する、がん対策推進基本計画に基づき、「がん研究 10か 年戦略Jに 沿つて戦略的に研究を展開し

ていくことが重要で

がん対策については、平成 18年 がん対策基本法に基づき、平成 24年 に閣議決定 されたがん対策推進

基本計画 (第2期 )に 基づいて研究等を進めているところであり、がんの年齢調整死亡率は低下傾向にあ
る。しかし、罹患率は組罹患率、年齢調整罹患率ともに増加傾向が続いており、その度合いが鈍ってきて

いるとはいえ、減少傾向は認められていない。こういつたことから、高齢化社会を踏まえた、社宅医療を
含む医療提供体制や終末期医療のあり方等、さらに研究を推進する必要性が高い領城が多く、今後も 「が

ん対策推進基本計口Jの 日標達成のため、充実 したサバイバーシップを実現する社会の構築と、がん対策
の

(2)平成27年度に新 しく設定した研究について

ニーズと国内外のがん研究推進状況の全体像を正確に把握した上で、

適切な研究課題の企画立案や、課題ごとの研究特性に即した研究計画やエンドポイントの設定を明確に

した上での中間 ・事後評価の実施等、継機的な進拶管理を行うことが重要であり、がん研究の成果を確

ものにするため、政府―丸 となったがん研究推進体制 を整備 し取 り組む こととする。

して、がんの予防法や早 、充実 したサバイバー シ ッ

プを実現する社会の構築をめざした研究、がん対策の効果的な推進と普及に関する研究等に取り組み、
日標を達成することで新しい知の創出へ貢献し、多くの知見を目出することが求められる。その知見を

ことで、がん対策の推進に寄与す る。

平成25年 12月 にがん登録等の推進に関する法律が成立し、平成28年 1月施行を予定している。以

降は全日のがん罹慮情報等が日立がん研究センターで一括管理され、患者をはじめ、行政機関や研究者等
にがん登録情報を提供することとなる。がん対策の正確な現状把握とデータに基づいた今後のがん対策の

検討を行い、がん対策推進基本計画及び健康 ・医療戦略の目標達成に資する施策を推進していくために大
規模データベースの有効な活用法を検証する研究等が必要である。
・『がん検めの質の向上に資する研究J  ・ 「成人を対象としたがん教育のあり方に関する研究J

ついては、がん対資推進基本計回で受診率50%(口 、肺、大腸は当面40%)の 日根を掲げて

スを活用し

研究事



がん政策研究事業仙酬罰日枯∋

って重大な問題となっている。このため、平成 19年 4月 1日に施行されたがん対策基本浩に基づき、同年

6月に閣議決定されたがん対策推進基本計画では 「がんによる死亡者の減少」及び 「全てのがん患者とその

家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」を全体目標に、がん対策を推進してきたところである。そ

の後、平成24年 6月には新たながん対策推進基本計画が閣議決定され、全体目裸には 「がんになつても安

心して暮らせる社会の構築」が追加され、分野別施策としては、「がん研究」をはじめ、「がん医療J、「が

んに関する相談支援と情報提供J、「がん登録J、「がんの予防」、「がんの早期発見」、「小児がん」、「がんの

教育 ・普及啓発」、「がん患者の就労を含めた社会的な問題Jを 掲げ、総合的かつ計画的に実施していると

ころである。本研究事業においては、「がん対策推進基本計画」、「健康 ・医療戦略Jに 基づき策定された、

平成26年度からの 「がん研究10か 年戦略Jに 沿つて、行政的 ・社会的な研究として、がんの予防法や早

期発見手法に関する研究、充実したサバイバーシップを実現する社会の構築をめざした研究、がん対策の

効果的な推進と普及に関する研究等に取り組み、臨床的に重要性の高い研究、がん対策に対して必要性 ・

重要性の高い研究等を推迫 し、着実な成果を上げる。これによりがん対策推進基本計回の3つの全体目標

の達成をめざす。

6.平 成 27年 度の研究事集の全体
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27年 度の新規研究の事業内容について
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分野名 Ⅲ 疾病 ・障吾対策研究分野

事業名 衝環薔疾思 ・種尿綱等生活習慣病対策政策研究事業

主管部局 〈課室) 健 康局 がん 対策 ・健 康増 遣 課

運営体制 主管部局単独 運営

推進分野の推進により

期待される効果

危険因子としての内臓脂肪蓄積や血圧高値、脂贅異常、精代謝異常等の早期
発見や健康増進の重要性が国民に理解され、エビデンスに基づく適切な危険
因子の対策がなされることによりヽ 循暉器疾患、精尿病等の発症予防・菫症
化予防につながり、ひいては糖尿病腎症による人工透析導入が減少する。ま
た、合併症の発症前に幹断 ・予測し、個人の特性に応じた適切な治療的介入
をすることによって合併症の発症遅延 ・発症防止が可能となる。さらに、発
症した場合でも、早期発見 ・早期治凛を経て円滑な社会復帰が可能となる。
さらに、健康増進に資する社会システムが構築されることで、充実した健康
管理や良質な医療へのアクセス等が可能となり、これらのことにより、健康
寿命が工伸し、生活習慣病の合併症による医晨費 ・介護給付費の伸びの抑制
も期待でき、ひいては、就労支援や離職防止につながる可能性がある。また、
たばこ対策に資する研究を推進することで、健康増進につながる事が期待で
きる。

今後の厚生労働科学研
究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か。   `

□ 健 康長寿社会の実現に向けた研究
□ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究

高齢化に伴つて確実に増加する生活習慣病について、危険因子の早期発
見や健康増進と、合併症の発症予防・■症化予防を徹底することにより、
危険因子を持ちながら高齢になつても合併症を発症しないようにする
ことで健康寿命が延伸し、健康長寿社会の実現につながる。また、要介
護となる高齢者が相対的に減少し、医療費 ・介踵綸付費の伸びをllV制す
ることで、国民の安心が守られ、活力あら、れる社会の実現にも貢献する。

※ 1 「 研究助成の改善 事: 向けた基本的な方向性J(平 成 22年 7月 29日 厘生労働省の研

した健康 日本21(第 二次)で は、

康格差の縮小を実現するため、循環響疾患 ・糖尿病等の生活習慣病対策や
栄養 ・食生活、身体活動 ・運動、体養、飲酒、喫煙及び歯 ・口腔の健康に関
する生活習慣の改善等に取り組んでいる。本研究事業で体系的に取得した科
学的根拠は、健康日本21(第 二次)の 目椰設定や各種学会における診療ガイ
ドライン等の根拠として採用されることで保健医療の向上に資するととも
に、健康づくりの指標として広く活用されている身体活動基準、標準的な健
診 ・保健指導プログラム、食事摂取基準等の施策の改ITに直接活用されてき
た。さらに、平成27年度がら実施される研究は、平成29年度に予定されてい
る健康日本21(第二次)の 中間評価、第7次 医療計画、第3期医療費適正化
計画のための饉論、計画作成に資するデータを提供することを求められてお

であるといえる。

ついて

推進分野業'の設定 健康づくりに関する研究 (一部新規)
健診 ・保健指導に関する研究 (一部新規)
循環器疾患研究 (一部新規)

糖尿病研究 (―都新規)

推進分野とする必要性 健康づくりに関する研究
生活習慣病対策においては、食生活、運動習慣などの生活習慣を改善する
ことによる生活習慣病の予防が重要であり、健康日本21(第 二次)の推
進を回るために科学的知見の蓄積を求められている。また、たばこ規制枠
組条約や平成30年 の東京オリンピック・パラリンピツク開催に向けて、
受動喫燿防止等のたばこ対策を推進していくことが求められており、科学
的知見の集積が必要である。           ‐
健診 ・保健指導に関する研究
平成20年 度よりはじまった特定健診・特定保健指導や平成25年 度に策
定した 「極率的な健秒 ・保健指導プログラム 【改訂版】Jの実施状況など、
各種健診 (検抄)や保健指導等の実施状況等を踏まえた検証をおこなうと
ともに、平成26年 度よリー部研究を開始しているが、ますます r宿泊型
保健指導プログラム」の構築に向けて研究事業を推進していく。
循環器疾患研究
心疾患、脳血管疾患は我が国の総死亡の約3割 を占める重要な疾患であ
る。また、現在、 「脳卒中対策基本法案」が継続審議中であり、出卒中、
急性心筋極喜等の循環器疾患の発症予防や菫症化予防について早急な対
応が求められている。

精尿病研究
食生活、運動習慣等の生活習慣の変化や、高齢化の進展に伴い、精尿病の
患者敗は増加してきている。積尿病は、高血圧症、脂質異常症等とともに、
脳卒中、急性心筋梗墓等重篤な疾病の重要な危険因子である。さらに、軸
尿病の合併症である糖尿病網農症、糟尿痢腎壼、籍尿病神経障害の発症は、
息者の生活の質 (00L)を低下させるとともに、生命予後を大きく左右き
せることなどから、特に、精尿病は、今後の生活習慣病対策における■整
な課題である。

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハウのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)
をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた
① 健 康長寿社会の実現に向けた研究
② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

2.各戦略等との関係性|

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

と

健康・医療戦略に該当す
るか否か。

【2  -(2)-1)】

Cl●康増遭 ・予防に関する国民の意饉喚起、②疾病予防効果の見える化、③
個人、企業、自治体等における健康増進 ・予防に対する各々のメリット・デ
メリツトの明確化、④医療機関と企業の連携等による科学的根拠のある公的
保険外の疾病予防
【2 -(2)-4)】

0健 康増進に資するスポーッ活動の推進等
・2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催決定を契機として、
日本全国でスポーツを通じた健康づくりの意麟を醸成する

【2  - ( 4 ) - 2 )】

生活習慣病の■症化を予防する目的で、例えば、疾病の重症化予防の日欄、
期待される医療費削減の規模等を明確に示しつつ、所定の検査データに関し
て異なるデータベースから、収集・分析する取組を実施し、臨床研究及び治
験、コホー ト研究等、二次的な利用の可能性についても考察

http://www kantei gO」p/」p/singi/kenkOuiryou/suisin/suisin dai2/glJisidai html



～Xとの関係 (

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り

組むべき課題

Π 目 爾社会 の先駆 け とな る但原長野社会 の実現

重点的課題 医 楽 品 ・医 療 臀 奉 開 発 の 目 1じ

重点的取組 我が国発の優れた医療機器について、医療ニーズを確実に踏まえる

|                       |

(4)予算額談(単位 :百万円)
H24 H25 H26 H27(概 算要求)

543 未定

:こついて び対象外経費の合算になつています。

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月 24日間議決定 )
http://M8caa gα 昴/cstp/sogosonryaku/

14.平 成 27年 度の研究事 業の評価についd ― 呼成25年度厚生労働科学研究費の成果

に関する評価」X(平成26年7月 18日第85回科学技術部会資料)等を踏まえ、上記の 「3 平 成 27年度

の研究事業について」に対する現時点での評価を記載してください。

※平成25年度厚生労働科学研究費の成果に関する評価J URL:

による死亡リスクの低減効果や医療費全体の11減効果等は、長期に演る

して初めて明らかにできるため、長期間の研究継続が必要になる研究課題も含まれるが、質の高い科学的

知見を得る観点からは、こうした課題の重要性は高い。研究事業の評価にあたっては、糖尿病、循環暑疾

患、疲学、栄養学、看護学、教急医学、歯学などそれぞれの分野の専門の委員を含めた評価委員会を開催
し、多角的な視点から評価を行うことにより効率的な研究事業の推進を図つ

日本 人に対 して 、日本 人のエ ビデ ンス とし

ガイドラインに直接活かされており、生活習慣病予防のための正しい知識の普及や医療の質の向上等によ

り、国民にその成果が選元されている。また、研究成果としての手法や教材等の普及により、様々な保健

事業の現場に貢献 していることか

6.平 成 27 の

生活習慣病及びその合併症の社会的重要性は高齢化に伴つて増している。2013年の平均寿命が男性にお

いて過去最高となつており、今後も健康長寿社会を実現し、医療費 ・介護綸付費の伸びを抑制して社会保

障制度を持犠可能なものとするためには保健 ・医療の向上を目指す必要性がある。これまでに精尿痢に関

する大規模介入臨床研究や、生活習慣病に着日した大規模疲学研究等を行い、生活習慣病患者 ・予備群の

減少を達成するための様々な施策や診療ガイドラインの根拠を得ているが、充足しているとは言えず、合

併症の発症予防・重症化予防をさらに推進する必要があるため、日本におけるデータに立脚した科学的根

ていく

の研究事業について

段が国において、がん、循環署疾患、積朦輌などの生活習慣病は急速な高齢化を背景として、医療費の約

3割 、死亡者数の約6割 を占めており、重要な課題となつている。また、現在、 「脳卒中対策基本法案J

が継続審議中であり、日卒中、急性心筋極墓等の循環暑疾患の発症予防や重症化予防について早急な対応

が求められている。こうした生活習慣痢については、小児期から高齢期までのライフステージに応じて①

生活習慣を改善して発症を予防し、②腱診 ・保健指導によって早期発見 ・早期対応を行い、③内臓脂肪蓄

積、血圧高値、喫煙、飲酒等の危険困子を適切に管理して合併症の発症予防に努め、④合併症を発症した

場合にも適切な救急医療によって敦命し、⑤崚養生活の質を高めつつ社会復帰を目指すといった各局面で

の対策が重要であり、そして、そのための施策は、F本 人に関する質の高いデータに立脚した科学的根拠

に基づいて実施される必要がある。本研究事業は、がん以外の生活習慣病に関して、疲学研究、臨床研究、

予防医学研究、経済学研究、公衆衛生学研究、政策研究等をi■じ、生活習慣病対策の各局面に貢献するエ

ビデンスを提供するものである。本研究事業で体系的に取得した科学的根拠は、健康日本21(第二次)の

推進、各種学会における診療ガイドライン等の根拠として採用されることで保健医療の向上に資するとと

もに、健康づくりの指標として広く用いられている身体活動基準の策定や、食事摂取基準や健診 ・保健指

導プログラム等の改訂に直接活用されている。平成 27年度からの3ヶ年で実施される研究は、平成 29年

度に予定されている健康日本21(第二次)の 中間評価、第7次医療計画、第3期医療費適正化計画の改8T

のための議綸に資するデータを提供することを求められており、政策に直結した研究を実施する。また、

たばこ規制枠組条約や平成30年 の東京オリンピック ・パラリンピック開催に向けて、受動喫煙防止等の

たばこ対策を推進 していくことが求められており、たばこ対策に資する研究を推進することで、健康増進

につながる事が期待される。

(2)平成27年度に新しく設定した研究について
日本人の死亡率の第 4位 、介讀が必要になる原因の第 1位 であ り、その対策は喫緊の課題で

る。また、現在、 「脳卒中対策基本法案」が継続審議中であり、研究の促進、並びにその成果が活用され

るよう必要な施策を調じることが求められている。日卒中対策は予防、救急医療から介饉まで多岐にわた

り、日本再興戦略では、革新的な研究開発の推進の取組の中で、日血管疾患、心臓痢等の最先端医療技術

の研究開発 ・実肛を推艶することとしている。平成27年度は脳卒中の予防に加え、医療機器を合めた早期

診断 ・低優襲な治療法の開発、さらに鰺療体●Iの構築等を視野に入れた、切れ日のない研究事業の実施を

している。

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担
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(1)公的研究としての意● (政策との連勁性)

分野名 「皿 疾病 ・障害対策研究分野」

亭業名 免疫アレルギー疾患等政策研究事業

主管部局 〈課室) 疾病対策課
運営体制 疾 嬌 対 策 課 の 単 ]

8器馴 l滉
翻 i猾贈露

:期颯脇 概曜讐鶏鵡

灘 辮 酬 甲 騨 脚 柵撫

への活用 レルギー疾患政策研究分野
的に記載 ・アレルギー疾患対策基本法が成立し、その中でもアレルギー疾

患の診断及び治療に資する療学研究が促進され、成果が活用され
るような必要な施策を講じることとされている。
・免役アレルギー疾患の大規模な疫学調査を行い、政策形成の過
程等における0考 として利用する。
・当餞研究事業を促進することによリガイドラインズの作成・改
訂が行われる。
・当麟研究事業において、適切な疾患自己管理に資する研究を推
進し、その成果を臨床現場に遺元することにより、患者のQOL
の向上を回る。                ｀

【移植医療基盤整備研究分野】
臓器移植については、平成22年 の改正臓器移植法の施行によ

り可能となつた、家族承諾による臓器提供について、体制整備に
必要な知見を収集することが重要である。また、本年 1月に定め
られた 「造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方
針Jで は、ドナーの経続的な確保や、造血幹細胞移植の安全性向
上を目的とした研究に関する基盤整備の必要性等が規定された。
本研究事業では、研究班が臓器提供施設に対し、ドナー家族に対
するケア手法を含めた研修会を実施する等により、研究成果の普
及に努めている。また、造血幹細胞移植分野については、骨髄移
植の ドナーコーデイネート期間短縮の検討を進めており、コーデ
ィネートフロニ車書に向けた助言において、研究成果を活用する
ことを想定している。

つ し

推進分野乗1の設定 【免疫アレルギー疾愚政策研究分野】
。免疫アレルギー疾患のガイドライン作成に関する研究 〈継続)
。喘息や食物アレルギー等の自己管理法の普及に関する研究 (継
続)                 i
・免疲アレルギー疾患 ・治療研究に係る企画及び評価の今後の方
向性の策定に関する研究 〈継饉)

推進分野とする必要性 医療連携体制において、通切な治療を行うため
アレルギー疾患を自己管理可能な疾患にするため

罹通分野の種遣により
期待される効果

本分野の推進により、アレルギー疾患診薇の医療水準の向上や医
療の均てん化が期待できる.

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野当2に餞当す

□ 健 康長野社会の実現に向けた研究
口 少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研

究



半数に上り、増加傾向にある。また、免疫ア
レルギー疾患の病態は十分に解明されたとはいえず、根治的な治療法が確立されていない

ため、免疫アレルギー疾患患者の長期的な00Lの 低下を招いている。
このような国民病とも言える免疫アレルギー疾患に関して、予防・診断 ・治療に関する

新規技術等の開発を進めるとともに、得られた成果をガイドラインなどに反映させて、医

療の均てん化を図り、免疫アレルギーに関わる医療全体の底上げを行う。 ま た免疫アレル

ギー疾患は適切な自己管理により重症化させないことが重要であり、適切な管理方法の開

発 ・普及を推進する。
また、アレルギー疾患対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、アレルギ

ー疾患対策基本法が成立しており、その中でもアレルギー疾患の診断及び治療に資する疫

学研究が促進され、成果が活用されるような必要な施策を講じることとされている。

【移植医療基盤整備研究分野】
骨髄移植 ドナーの安全性確保のための方策の提案に関する研究を経続する。さらに、骨髄

移植の ドナーコーディネート期間短縮方策の検討や、移植後の 0畦 に関する実態把握を行

う。臓器移植分野については、家族承諾事例が増えている状況を踏まえ、臓器提供施設が

脳死患者の家族に選択肢提示を行う際の対応のあり方について、引き続き研究に取り組む。
組織移植分野については、臓器あつせん機関との連携強化によるコーディネーター業務の

改善方策や、移植用組織の提供意思の把握手法の検討を進める。

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)
をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成 22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月 24日間議決定 )`
http://-8 cao go Jp/cstD/SOgOsenryaku/

http://www kantoi go 」p/Jp/s ingi/keizaisaisoi/pdf/honbun2JP pdf

レルギー疾患政策研究分野】
、食物アレルギー、気管支喘息、アトビー性皮膚炎、関節リウマチ等の何らかの

ア レ

アレルギー疾患対策基本法が成立し、省内関係部局の担当者名簿の作成が完了したところ。
【関連簡所】

(第 1

4.平 成 27年 度の研究事業の評価について ―「平成 25年度厚生労働科学研究費の成果

に関する評価JX(平 成26年 7月 18日第85回科学技術部会資料)等 を踏まえ、上記の 「3 平 成 27年 度

との及

と

しく設定した研究について

相餞体制 ・情報提供のあり方についての研究

患者をとりまく生活環境等の改善を図るために、相談体制や情報提供の現状を把握し、

施策の方向性を検討する研究を設定した。

【移植医療基盤整備研究分野】

諸外国 〈欧米諸国や韓国等、6か 日程度を想定)の 臓器提供体制について実態調査を実

施する。具体的には、臓器提供に関する選択肢提示のタイミングとその内容、日死判定基

準や脳死判定のための手技に関する行政や学術団体の関与等を中心に調査し、我が国にお
いて臓器提供を行う全ての医療機関が、より円滑に ドナーの意思に即した対応を行うため

に、必要な提言をまとめることを目指す。

～蚤との関係

科学技術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題
重点的課題

重点的取組

2014-未 来への挑戦―との関係 (該当部分)

改lT 2014-未 来への挑戦― (平成 26年 6月 24日 閣議決定)

※H23～H25に ついては、



の研究事業についてJに 対する現時点での評価を記載してください。
※平成25年度厚生労働科学研究費の成果に関する評価」URL:

免疫アレルギー疾患は長期にわたり生活の質(QOL)を低下させるため、国民の健康上
重大な問題となっているおり、免疫アレルギー疾患について、発症原因と病態との関係
を明らかにし、予防、診断、及び治療法に関する新規技術を開発するとともに、既存の
治療の再評価を行うことにより、国民に対してより良質かつ適切な医療の提供を目指す
ことが必要である。
免疫アレルギー疾患は未だ十分に発症原因や病態が解明しておらず、予防、診断、及

び治療法も不十分であり、平成23年 に厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ・アレル
ギー報告委員会の報告書に示された今後5年間の対策の方向性に基づいて、本事業を着
実に推進することが重要である。
当面の目標として、患者の00Lの維持 ・向上を図ることが重要である。アレルギー疾

患においては重症化を予防するための医療の提供及び適切な自己管理を目標とし、効果
的かつ効率的な研究推進体制を構築する。リウマチに関しては活動期初期での早期治療
法の確立と重症化の防止、入院患者数の減少を目指す。長期的な観点では、免疫アレル
ギー疾患の予防法及び根治的治療法の研究開発をこれからも着実に進めることが望ま
れる。

【移植医療基盤整備研究分野】
平成22年 の改正臓器移植法の施行により家族承諾による臓器提供が可能になづた

こと、本年1月に施行された 「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法
律」において、造血幹細胞の提供の促進の必要が明記されたことを踏まえ、本研究事業
を通じ、我が国の実情に適した社会的基盤の構築や移植医療全体でドナーの安全確保の
ための方策の確立に必要な知見を収集することが重要である。今後は引き続き、臓器提
供施設の負担軽減策の検討を進めるほか、骨髄移植におけるコーディネー トプロセスの
効率化に関する検討など、造血幹細胞移植に関連する社会基盤の安定化に向けた研究も
推進すべきである。

http:〃m由 !●g●Jp/stf/shing:/2r98520000036w7i‐tt/2r98520∞∞36wcs pdf

【免疫アレルギー疾患政策研究分野】
免疫アレルギー疾患は患者数も多く、長期にわたり生活の質(00L)を低下させるため、国民
の健康上重大な問題となっている。有病率が比較的高い割に未だ病態の解明や効果的な治療
方法が未確立な領域であり、高いレベルでのエビデンスの集積が求められる。本研究事業に
おいて得られた知見は直接的、間接的に患者の00L向上に資するものである。

【移植医療基盤整備研究分野】
臓器移植については、平成22年 の改正臓器移植法の施行により可能となつた、家族承

諾による臓器提供について、体制整備に必要な知見を収集することが重要である。また、本

馬:絹騨朧駆膚1譜留瑠鐸智萱種留8盤撃糖U[攘Б塁通塁
細胞の提供の促進に取り組む必要が明記された。さらに、いずれの領域についても、ドナー

の書意を最大限尊重する観点から、レシピエントのみならず、ドナーの安全性確保のための
方策を確立する必要があることから、本研究は重要で

(2)研究事業の効率性

免疫アレ

平成23年 のリウマチ・アレルギー報告委員会の報告書に示された今後5年間の対策の方向
性に基づいて、研究対象の事前・中間・事後評価を行いながら縮小されつつある予算の中で
適切に採択、管理を行い、計画的に成果をあげている。

【移植医療基盤整備研究分野】
本分野の対象となる患者は、他分野と比較し多くはないものの、全国の移植医療関係施

設間で共同して研究を行うこと等により、現場の実態を踏まえた効率的な研究が行われると
ともに、研究成果について速やかに共有されることが期待できる。

(3)研究事業の有効性

から成人まで、レルギー疾患は小児から成人まで、かつ多臓器に症状がわたることから、これらを

多角・横断的に研究し、各々の要素がどのように関連しているかを明らかにすることで間
題解決に近づいている。効果的な治療という面では適切な予防策、自己管理を行うことが、
医療経済的にも求められており、研究成果をガイドラインに組み込むことで広くアレルギ
ー疾患の対策効果が上がっている。

【移植医療基盤整備研究分野】
これまでに、造血幹細胞移植に係るデータの一元化管理システムの構築や、臓器あつせん業務の
分析等により、移植医療分野に大きく貢献してきたところ。現在、小児脳死患者の実態把握など
に関する研究が継続されており、我が国固有の課題に即した研究成果が得られると期待できる。

6.平 成 27



臓治性疾患等政策研究事議 (免疲アレルギー農患等政策研究序業 免疲ア レルギー僕患薇彙覇寛分野)
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7 . 27年 度の新規研究の事業内容について

嬌治性僕息寄政策研究事柔 a疲 アレルギー底息専政策 研究事業 免疫アレルギ‐燎息政策研究分D

1.研 究事業の概要

(1)公的研究としての意義 (政策との運動性)

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 〈事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日 厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

分野名 l皿 疾病 ・障詈 対策研究 分野 」

事業名 難治性疾患政策研究事業

:管部局 (課室) 健康局疾病対策課

制 健康局疾病対策課の単独運営

アレルキーまE対菫●」性 なら■者n,Q飩 等。現状tロロし.お議の方向性tagrす る研究=

アレルギーー 中 に自
けたI… ―ルー l
い●ガイ"ラインの書■や4HE

●緻宙●■鮨するた●●,― ル●円

射 … 研費.

アレルギー壼30自 己管理手
= 0 薔 ■口臼け鯛 究

Gaフ レルキ‐まEの自己督理
=につぃて"国にたセル,ケフ,
ニュアル●咸のた●●●費.

日議倒静 暉 仰 明bり防
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●●●ヒリまこ 層■臓博o■ 0
o日 らに“ .■ヨ体網●m担
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●肺 る研究.

政策等への活用を具体 1 原 因が不明で、根本的な治療法が確立しておらず、か

的に記載       |を 残す恐れが少なくない難治性疾患に対して医療水準の向上を

図るとともに、行政的課題の解決を回り、健康長寿社会の実現に

つなげる。具体的には、患者データベースも活用し、患者の疲学

調査に基づいた実態把握を行つて、科学的根拠を集積 ・分析する

ことにより、診断基準 ・重症度分類の確立、エビデンスに基づい

た診療ガイドライン等の確立、診断基準 ・重症度分類 ・診療ガイ

ドライン等の普及および改正等を行い、難病の医療水準の向上を

図ることを目的とする研究を行う。

また指定難病 (医療費助成の対象疾病)の 要件として、客観的

診断基準があり、本事業において得られた研究結果をもとに要件

を満たすかの検討も行つていく予定である。
要望● : 2 0 0 , O C X 3 f円

彙●フレルキ‐象●●有する●者●.目民 o2人 に■人哄上ヒ8● ltており、しからその●In● ■年月"鳳 自tt

あり.六●職 会日段 なってぃる。アレルキ‐ま■首― スの口■に伴ぃ.より030な uに 当たって.厚生労

働督″中0的 な機at■ にすこヒ′摯0ら れていう。由に,日臓に二 てた ,8,的 なアレルキ‐針R● ●ra所 的な
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推進分野Xlの設定 診断基準 ・重症度分類の改正、診療ガイ ドライン等の確立や改正

及び普及などを行うことを目的とする領域別基盤研究分野 (継

続)

推進分野とする必要性 難病の医療の質の向上させるため、医療費助成の対象疾患の治療

ガイドラインを広く周知するとともに、治療ガイドラインカく作成

されていない疾患については作成を促し、治療内容の均てん化を

図る必要がある。また指定難病の要件として、客観的診断基準が

ある疾病とあり、この分野で診断基準の確立を推進する必要があ

る。

推進分野の推進により

期待される効果

必ずしも患者が多くない難病の診断、治療法が標準化することが

できる。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か^

■ 健 康長野社会の実現に同けた研究

難病研究を総合的 ・戦略的に推進することで、効率的に、難

病に対する医療の均てん化や、医療水準の向上と健康長寿社

会の実現につながることが期待される。

※ 1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29日
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①

②
健康長寿社会の実現に向けた研究
少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担
特になし                   _

(2)研究事業の効率性

●研究は全国的研究体制として大規模な調査と多くの研究者から れ

ており、各研究者が連携を取りながら病態解明から診断基準、治療ガイドラインの策定

が行われている。

(3)研究事業の有効性
こおける難病に対する医療の質は上がり、研究の成果は国民へ還元されてい

る。具体的には、診療ガイ ドラインや診断基準の策定が行われており、医療の均てん化

にも資する研究事業となつている。

と

(4)予算額※ (単位 :百万円)

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

8,0∞ 8,056 8,241 1,772 未 定

※H23～ H25に ついては、 (独)日 て い

健康・医療戦略に該 【2-(1)-2)】 ライフサイエンスに関するデータベース、
模の難病データベース、ビッグデータベース、良質な試料の収
集 ・保存等をはじめとする情報 ・試料の可能な限り広い共有を目
指す。また、各省が個々に推進してきたデータベースの連携を推
進する。患者由来の試料などの研究基盤の整備を行い、放射光施
設、スーパーコンピュータなどの既存の大規模先端研究基盤や先
端的な計測分析機器等を備えた小規模施設との連携を取りつつ、
科学技術共通の基盤施設をより使いやすくし、医療分野の研究開

http://― kantei go 」p/jp/sing1/konkouiryou/suisin/suisin_da12/gi」Isidai htnl

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

を図るとともに、難病対策に関する

決を図り、健康長寿社会の実現につなげるために、難病のガイドラインの策定や、まだ

疾患概念が確立していない疾病については、診断基準の確立を目指す研究を推進する必

要がある。なお、医療費助成の対象疾病としての 「指定難病」の要件に、客観的診断基

準がある疾病との項目がある。
(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

沐
と (該

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 疾患に対応 した研究の強化

重点的取組 難病に関する研究

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 目議決定

http://剛8 caa goわ/cstp/sogosenryaku/

2014-未 来への挑戦―との関係 (該当部分)

― (平成26年 6月 24日閣議決定)
http:〃臓 kantei go jp/」p/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP pdf

こついて

本研究事業は、 「希少性」、 「原因不明」、 「効果的な治療方法未確立」、 「生活面への
長期にわたる支障」の4要素を満たす難病に対して、患者データベースも活用し、難治性
疾患患者の疲学調査に基づいた実態把握を行つて、科学的根拠を集積 ・分析することによ
り、診断基準 ・重症度分類の確立、エビデンスに基づいた診療ガイドライン等の確立、診
断基準 ・重症度分類 ・診療ガイドライン等の普及および改正等を行い、難治性疾患の医療
水準の向上を図ることを目的とする。また難治性疾患に罹患している患者の社会医学的研
究を疾患横断的に行い、難病患者の 00L向上や政策に活用しうる基礎的知見の収集を目指
す。



]勒

分野名 「Ⅲ 疾病 ・障害対策研究分野」

事業名 慢性の痛み政策研究事業

主管部局 (課室) 健康局疾病対策課

運営体制 健康局疾病対策課の単独運営

(1)公 的研究としての意義 (政策との連動性)

政策等への活用を具体 1 慢 性の痛みという症状に着日して、本事業の成果により、よ

的に記載      |り 良い医療の提供、情報提供、普及啓発活動等を推進し、痛み

を有する者の生活の質の向上と痛みによる社会的損失の軽減

につながる様な行政施策に反映させる。

つ し

推進分野Xlの 設定 慢性の痛みに対する診療システムの構築に関する研究 (継続)

痛みに関する医療者、患者、社会へ対する教育に関する研究(新

規)

推進分野とする必要性 慢性の痛みは、器質的な問題だけでなく、心理的・社会的な

要因が関与し合つて、病態の悪化や痛みの増悪につながつてい

ることがあるため、治療にあたつては複雑化した痛みの病態を

多面的に分析し、治療につなげる必要がある。そのため、集学

的に慢性の痛みについて診療を行うことのできる施設の研究

や診療システムについての研究を行い、更に慢性の痛みに関す

る医療従事者、患者への 「痛みJの標準的な知識や考え方を普

及させる必要がある。

推進分野の推進により

期待される効果
慢性の痛みは患者の生活の質を著しく低下させ、就労困難を

招く等、社会的損失が大きいとされる。また、有効性が乏しい

治療が繰り返されたり、患者が多くの医療機関を渡り歩いて診

療を受けている場合もあることが指摘されており、適切な痛み

対策に寄与すると考えられる。また診療システムの構築を効率

的に行う事で、その施設を基盤とした、研究開発が進むことと

なる。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野来2に該当す

るか否か。

□ 健康長寿社会の実現に向けた研究

□ 少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた

研究
「平成 19年 国民生活基礎調査」によると、受療頻度が高い

上位5疾 病に腰痛症、肩こり症が挙げられており、同調査によ

る頻度の高い自覚症状として、腰痛、肩こり、手足の関節痛、

頭痛が上位を独占していることから、国民の多くが痛みを抱え

て生活しているといえる。高齢者においても解決すべき課題の

ひとつであることから、 こ れらの解決は、健康長寿社会の実

現につながることが見込まれる。

慢性の痛みは患者の生活の質を著しく低下させ、就労困難を

招く等、社会的損失が大きいとされ、これらの解決は、活力あ

事業の概要

離病に対して、患者データベースも活用し、

患者の療学調査に基'1た 実態把観を行つ

て、科学的根蛭 集積・分市 ることにより、

上を図ることを目“之する研究嗜わ 。
平成 ,ハ生5月 ,nΠ l[成 ,1′″
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17:平 成 27年 度の新規研究の事業内容についての概要国



7月 29日厚生労働省の研
究勲威等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前lT価においても考慮)
をいう。          ,

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた
① 健 康長寿社会の実現に向けた研究
② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

閣議決定

及させる研究を行 う

く設定した研究について

平成 27年度の研究事業の評価について

難治性の痛みに対しては従来からのカ
休業することによる経済損失も大きい。

しないため治療満足度力《低く、痛みで
現状把握をおこない、診療ユニットのあり方を

検討し、効果のある医療提供の方法につなげる必要がある。

.平 成 27年度の研究事

の役割分担

(1)研究事業の必要性

現状把握のための疫学研究、痛みの共通なメカニズムに対する基礎的研究、痛みの診
療体制の整備についての研究をおこない、慢性の痛みについて総合的・包括的に研究が

(41予算額※(単位 :百万円)
H24 H25 H26 H27(概 算要求)

4 4 未定
※H23～‖25についてはI(独 )日 本医療研究開発機構の対象経費及び対象外経費の合珈ヒ74‐ちて

と 性

http://m kantei go Jp/Jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin dai2/gilisidai html

(2)科 学技術イノベーション総合戦略
・
2014～ 未来創造に向けたィノベーションの懸け橋

と (D々

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り
組むべき課題

重点的課題

重点的取組

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日
http://ηww8 cao go Jp/cstp/sogo§enryaku/

http:/んw kantei go」p/」p/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP pdf

平成 27年 度の研究事業について

、器質的な問題だけでなく、 な要因が関与し合つて、
態の悪化や痛みの増悪につながっていることがあるため、治療にあたつては複雑化した
痛みの病態を多面的に分析し、治療につなげる必要がある。そのため、集学的に慢性の
痛みについて診療を行うことのできる施設の研究や診療システムについての研究を行
い、更に慢性の痛みに関する医療従事者、患者への 「痛みJの 標準的な知識や考え方を



分野名 皿 疾病 ・障害対策研究 分野

事業名 女性の健康の包括的支援政策研究事業

主管部局 (課室) 健康局がん対策 ・健康増進課

運営体制 主管部 局 単独運営

7.平 成 27年 度の新規研究の事業内容について

(1)公 的研究としての意義 ( の

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成 22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

政策等への活用を具体 1女 性の健康については、 の状態が人生の各段階に応 じて大き く変化

的に言己載        |す るtT,サ 瞥 看Fし
た対策を行うことが重要であり、女性の就業等の増

加、婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健康に関わる問題の

変化に応じた対策が必要となつている。このような状態を踏まえて、現在、
「女性の健康の包格的支援に関する法律案」が継続審議中であり、その対策

がますます重要となつてきている。これまで、我が国における女性の健康に

関する取組は、主に疾病分野ごとに展開されてきており、女性ホルモンの状

況がライフステージごとに劇的に変化するという特性を踏まえた取組や、社

会的な側面を含めた生涯にわたる支援という視点が不十分であつた。先進諸

外国では、こうした女性の心身の特性を踏まえた健康支援体制を行政、医療

機関等において構築しており、早急に女性の健康施策に関する諸外国の動向

について情報を収集していく必要がある。また、女性の健康を総合的にサポ
ー トする医療、診療体制が十分に整備されておらず、我が国における実態を

正確 に把握 した上で適切に施策を請 じてい く

)推 進 分 野 の 設 足 等 に つ い て

推進分野Xlの設定 ・女性の健康のための支援体制整備に関する研究 (新規)
・女性の健康のための社会的基盤整備に関する研究 (新規)

推進分野とする必要性 女性の健康については、その心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化

するという特性に着目した対策を行うことが重要であり、女性の就業等の増

加、婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健康に関わる問題の

変化に応じた対策が必要となっている。また、現在、「女性の健康の包括的

支援に関する法案」が継続審議中であり、女性の健康のますますの増進を□

るために女性の健康を生涯にわたり包括的支援に関連する調査研究を推進

し、その成果の普及及び活用を図つていく必要がある。

推進分野の推進により

期待される効果

女性の健康の包括的支援を推進 してい く上での基礎的 な情報 を収桑 ・壺理

しt関 係者において共有す ることによ り、我が国における女性の健康支援施

策の効果的な展開に結びつけてい くもの とす る。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野X2に該当す

るか否か。

□ 健 康長寿社会の実現に向けた研究

□ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究

ライフステージに応じた女性の健康課題に取り組むことで、幼少期から老年

期にかけた健康増進に寄与することができ、活力あふれる社会を推進すると

ともに、結果として健康寿命の延伸にもつながることから、健康長寿社会の
虫頭:=■.着献オス̂

※1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」(平成 22年 7月 29



2.各戦略等との関係性|

http://www kantei p」pカノsingi/kenkouiryou/suisin/suisin da12/gijiSidai html

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月 24日閣議決定 )
http://www8 cao go 」p/cstp/sogosenryaku/

卜.平成 27年 度の研究事栞について |
(1)事業の概要

本研究事業は、女性の健康のための支援体制の整備 を図るため、性差による疾病頻度や平均野節の差につ

いても踏まえつつ、ライフステージに応じた女性の健康課題の抽出と対策に関する研究、生涯を通じた女

性の健康の支援体“構築に関する研究を実施する。また、女性の健康のための社会的基盤の整備を図るた

め、女性の健康のための医療体制の構築のための実態調査に関する研究、女性の健康課題を総合的にとら

え

4.平 成 27年 度の研究事 業の評 価 につ いて  ← 呼成26年度厚生労働科学研究費の成果

に関する評価J業(平成26年7月 18日第35回科学技術部会資料)等を踏まえ、上記の 「3 平 成 27年度
の研究事業についてJに対する現時点での評価を記載してください。
※平成25年度厚生労働科学研究費の成果に関する評価」URL:
http://www nhiw go jp/stf/shingi/2r98520000036w71-att/2r98520000036wcs pdf

(1)研究事業の必要性

6.平 成 27

※ 健 康 ・医療戦略 (平成 26年 7月 22日 閣臓決定)

～※と

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が 取 り

組むべき課題

夏目無 し

重点的課題 該当項 目無 し

重点的取組 腋 当項 目無 し

女性の健康については、その心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着日した対

策を行うことが重要であり、女性の就彙等の増加、婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長年に伴う女性の健

康に関わる問題の変化に応じた対策が必要となつており、こうした観点から現在 「女性の健康の包括的支

援に関する法律案Jが 第 168回国会に提出され、継縮審議中である。女性の心身の特性を踏まえた健康支

援体制を行政、医療機関等において構築するため、女性の健康施策に関する情報を収集していく必要があ

る。また、女性の健康を総合的にサポー トする医療、診僚体制が十分に整備されておらず、我が日におけ

した上で適切に施策 を講 じてい く必要がある。

(3)「 日本再興戦略」改訂 2014-未 来への挑戦一

※ 「日本再興戦略J改 訂2014-未 来への桃職― (平成 26年 6月 24

http://剛 kantei go Jp/Jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2」P,df

「日本再興戦略」改訂
2014に該当するか否か。 、とりわけ我が国最大の潜在力である 「女性の力」を最大限発揮できるよう

にすることは、人材の確保にとどまらず、企業活動、行政、地域等の現場
に多様な価値観や創意工夫をもたらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ

社会全体に活力を与えることにもつながるものである。

【第二 -22(3)新 たに講ずべき具体的政策】
・女性の活躍推進のためには、女性の特性に応じた女性の健康の包括的支援
が必要である。このため、与党からの提言等も踏まえつつ、所要の梅策を

総合的に講ずる。

ンス として施策の検討 ・実施、治療 ・予 こ活か され、女

性の健康のための支援体制整備と社会基盤全体に資することで、国民にその成果が選元されることが期待

される。特に、研究成果としての手法や教材等の普及により、様々な保健事業の現場に貢献することが期

待されることから、有効性は高いと推測され

を回るため、ライフステージに応じた

関する研究、生涯を通じた女性の健康の支援体制構築に関する研究等を実施する。また、女性の健康のた

めの社会的基盤の整備を回るため、女性の健康のための医療体制の実態田査に関する研究、女性の健康課

題を総合的にとらえた診療体制の構築に関する研究等を実施する。これらの研究を通じて、女性の健康の

包括的支援を推進していく上での基礎的な情報を収集 ・整理し、関係者において共有することにより、我
つけていくことが期待できる。
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'これま■,Pr目における■性●■燎に||する●颯●.=●虔0分野ごとにE田されて●ており,ライフステ‐ジ=ヒ
にJ的にロセするといり脅位t田●えた●組や.tte的な劇口Ct Oた士慶に晨ろ寅ほヒ●狙 ="不十分■3,た,
,彙性の■燿島晨●腱t的にサg_卜,ろE姜.ル饉係劇′十分にい●されておら,.●"日におrtら■日●IIIに

■.層切にお■山 てぃ0晏 "● う。
彙性oant生 ■にわた9●情的に女長することが'nら れたおり,

指す。

7.平 成 27年度の新規研究の事業内容について

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

21各戦略等との関係性|

分野名 皿 疾 病 ・障 害 対策研究 分野

事業名 地域大規模介入型保健指導研究亭業

主 管 部 局 (課室 ) 健康局がん対策 ・健康増進課

運営体制 主管部局単独運営

本研究は、自治体における生活習慣病重症化予防のための受療行動促進モデ

ルによる保健指導プログラムの効果検証を目的としており、本研究事業で体

系的に取得した科学的根拠は、保健指導の方法等の根拠として採用されるこ

とで保健医療の向上に資するとともに、新たな社会システムや産業を創出す

ためのシーズとなり、政策への活用が期待される研究亭業で

■)い ¬〔

推進分野Xlの設定 保健指導プログラムの効果検証に関する研究

(研究事業としては継続であるが、平成27年度より組み替え予定)

推進分野とする必要性 特定保健指導は生活習慣病予防に有効であることが示されている。高血圧

症、精尿病、脂質異常症、慣性腎臓病の中でも重症度の高いハイリスク者に

対する保健指導をさらに徹底させる方策は十分に開発されているが、特に、

脳卒中や虚血性心疾患の患者の半数以上は発症前に医療機関を受療してお

らず、健診時に指摘された未治療重症高血圧者の約4割も健診後に医療機関

を受療していないことが報告されており、その対策が必要と考えられる._

推進分野の推進により

期待される効果

生活習慣病の重症化予防に関する保健指導の科学的知見を集積する事がで

き、その結果が今後の保健指導に活用される事で、生活習慣病の国民的負担

の軽減に寄与する事が期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野X2に該当す

るか否か。

■ 健 康長寿社会の実現に向けた研究
■ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究

高齢化に伴つて確実に増加する生活習慣病について、危険因子の早期

発見や健康増進と、合併症の発症予防 ・重症化予防を徹底することによ

り、危険園子を持ちながら高齢になっても合併症を発症しないようにす

ることで健康寿命が延伸し、健康長寿社会の実現につながる。また、要

介護となる高齢者が相対的に減少し、医療費 ・介饉給付費の伸びを抑制

することで社会保障制度の維持に資するため、国民の安心が守られ、活

力あふれる社会の実現にも貢献する。

※ 1 「 研究助成の改善年に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29日 厚生労働省の研



H24 H25 H26 H27(概 算要求)

未 定

※H25、H26は A群 ・循環器疾患 ・糖尿病等生活習慣病対策政策
施。括弧内はA群 戦略型の予算額を記載。

①健康増進・予防に関する国民の意臓喚起、②嶼病予防効果の見える化、③
個人、企業、自治体等における健康増進・予防に対する各々のメリット・デ
メリットの明確化、④医療機関と企業の連携等による科学的根拠のある公的
保険外の疾病予防

14ペ ージ
【2 ( 2 ) 1 )ア )】

※ 健 康 ・医療戦略 (平成 26年 7月

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

における国民的課題を解決するために実施する大規模なアウ ト
究であり、行政的に優先順位の高い生活習慣病等の健康障害を繰的として、健康 ・医療政策の立案に資す
る科学的な臨床エビデンスを創出する事を目的としている。今後も健康長寿社会を実現し、医療費 ・介護
綸付費の伸びを抑制して社会保障制度を持続可能なものとするためにも、本研究事業で保健指導プログラ

～Xと

科学技術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り
組むべき課題

該 当な し

重点的課題 該 当な し

重点的取組 該当な し

http://www kantei g。」p/」p/singi/kenkouiryou/suisin/suisin」a12/gijisidai html

(2)科学技術イノベ=シ ョン総合戦略 2014～六来創造に向けたイノベーションの経け橋

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年6月
http://M8 cao go Jp/cstp/sogosenryaku/

閣議決定 )

平成 27年 度の研究事業について

(4)その他

|                  |

161_平成 27年度の研究事業の全体の概要副

改訂2014-未 来への挑戦―と

日本再興戦略」改『 2014-未 来への挑戦 ― (平成

た研究について

(4)予算額X(単 位 :百万円)
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1.研 究事業の概要

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。
※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あら、れる社会に実現に向けた研究 を いう

分野名 皿 疾病 ・障害対策研究分野

事業名 長野科学政策研究事業

主管部局 (課室) 老健局総務課

運営体制 老健局総務課の単独運営

:平成2聾 度～震岸 度(戦島 型)

■
■
＝
彙

辱費‖●膚竃、日RIE儡 瞼の■tiけ 嗅
口■腑嗜■lLされた●●)により肥組された.“
～74●(男彙)oE饉 化ハイリスク者■.かつE
費饉‖において,■回[.風 血■.■属異常.腎
■鋼ぼ リスク4Eに ■して,■減 講時に
EnH● ■●Lていなかoた者.

母
賣
方
議

■7費 封摯自書体を全目から公二し,自 治体t

クラスターとして、分入自識 鮮月日書体を
ランタムだ■り付ける=

2■ 贅‖●者に着して,介入自掛鰊〔介入諄:1
`自泊離れ は、■●行贄促追モデルによう保

健僣口t行 ヽ着用自檜体輛 用轟:1`自 治
榊 ■餞.―舶 樹剛n指 ョt行 ●●

主IHIE
4E

: E嘔 “
2生 居習側トロ通アウトカム

漱 冊
壇日

・[anHて の饉籠受姜率
・■走腱諄ゅ籠出ユr率
・警定腱腑咆の生鷹詈口自HEデ ータ
・人工燿断ヨ臥購う年齢
・―■当たりにおけら全まDの 期間入院E■ ■

■確 N院 界E■ ■
・保腱着3o中 止目合

巌■兜ロカ由力体を逍"ニユしてお野 成"中屋`月時6て、
払 ●湘 各●7臨 針“白舟ほ七日なしている

でも類をみない早さで高齢化が進行しており、それを

上回るスピー ドで、要介護者の割合も増加の一途を辿つている。今後、少子

古齢化がすすんでいくなかで、介饉保険制度の持続可能性を高めることは、

重要かつ喫緊の課日である。

当事業では、高齢者の介護予防や健康保持等に向けた取組を一層推進する

ため、運動器疾患 ・嗜下機能障害など高齢者に特徴的な疾病 ・痢麟等に着目

し、それらの予防 ・早期診断・治療 ・介入プログラムや標準的ケア等の確立

に向けた研究を推進するとともiミ高齢者が自助 ・共助 ・公助で支えられる

社会システムの構築に向けた研究を実施している。

当事業の研究成果は、高齢者医療 ・介護の現場に選元され、高齢者個人の

生活の質 (00L)の維持 ・向上に役立てられる他、介饉保険給付や介饉予防

事業を効率的に実施するための基礎データとして有効に活用され、介護保険

可能性を高めることに寄与している。

推進分野Xlの 設定 1)  介 饉サー ビス高度化推進研究分野 【新規】

推進分野とする必要性 平成24年度から介饉保険総合データベースによる介護情報の集積が始ま

り、この活用による介饉情報の 「見える化」を通じた保険者 ・地域支援や介

饉サービスの質の評価に取り組むことが課題として挙げられているが、これ

を活用した地域支援の方法が未だ確立されていない。

介護関連情報 「見える化」の方法論に関する基盤的な研究が必要。

覆導分野の種通により

期待される効果

介饉情報の見える化を活用して介霞予防の取組の評価、介巨保段籠策の企

画立案方去に関する検討が推進される。

今後の厚三労働科早研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

■健 康量 澤社 会 の 異現 に同 けた研究

「:[:i:夢:11:]巽::i][:革llilIFしt警1
1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成22年 7月 29日

(該当部分)

200



について研究 を行 う。

(2)平成27年度に新しく

ht tp : / / rww.  kante i  co  ip / iD /s ing i /kenkou i rvou/su is in , /su is in  da i2 ls i  i i s ida i  h tml

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
と

科学技術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り
組むべき課顔

E 国 際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 ・疾患の基礎研究の発展を回りつつ、研究の急激な進捗や、関係する科学校
術の回期的な発展などに機動的に対応できるような資源配分やマネジメン
ト、レギュラ トリーサイエンスの充実を実現
・革新的医療掛術創出拠点の整備

重点的取組 ・二雇研究成果を一貫して実用化に黎ぐ体制を構築

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日
http://-3 cao go ip/cstp/sogosenryaku/

及び厚生労働省内での

※H23～‖25については、

業の必要性
現在、我が国では世界でも類をみない早さで高齢化が進行しており、それを上回るスピー ドで、要n

護者の割合も増加の一途を辿っている。介護保険制度は大きな役割を果たすが、要介饉リスクの高いフ
5歳 以上人口は、今後:卜15年で借増し、医療 ・介護ニーズの爆発的増大が見込まれ、地域包指ケアシス
テムの推進により、在宅高齢者へのケアをより充実する必要がある。

介護保険制度の持続可能性を確保するためにも、介護予防や要介證度の菫度化予防、介讀労働者の負
担軽減については、より効果のある手法を検討 ・普及する必要がり、高齢者個人に着日した疾病 ・障害
対策に係る研究に加え、自助 ・互助 ・共助 ・公助により介護予防に取り組む地域作りに関する研究が必
要である。
特に、介饉医療関連情報の 「見える化Jを 活用した地域支援の方策を確立するため、これまでに書積

された様々な介護 ・医療に関する情報を解析し、それらを活用した政策のあり方についての研究が必要

(該当部分)

行 つてい くため、
し、それらの予防、早期診断及び治療技術等の確立に向けた研究を推進するとともに、高齢者の環境に目
を向けた介饉予防や、介饉 ・医療関連情報の連結による保険者機能評価と介護サービスの質の向上に関す
る研究に取り組んでいく。
取り組む分野は、「老年痢等長キ科学技術分野」、「介蹟予防 ・高齢者保健福祉分野」、嘔 勁器疾患総合研

究分野J及び 『介護サービス高度化推進研究分野Jの 4つに大別できる。
具体的に、「老年病等長野科学技術分野」では、高齢者に特徴的な疾病 ・病態等に注目し、複合的 ・総合的

奥婆農8:ご FEI,警 群発暑瓶 事盲iに
、介饉

,担
軽減に向けた先進的な取綱 (ロボット介護機器開

「介護予防 ・高齢者保健福祉分野」では、今後、地域づくりや住民自主活動の活性化により介護予防に取

軽亀事讐fこ
とになるが、■に介饉予防に資する活動内容や住民参加を促進する要因などについて研究を

「運動署疾患総合研究分野」では、運動薔疾患について、ロコモティプシンドロームの予防 ・治療に関す
る研究を引き崚き推進するとともに、維持期の高齢者を対彙としたリハビリテーションの発展に寄与する
研究を行う。

平成27年度からは、新たに 「介饉サービス高度化推進研究分野Jを創設する。介護保険総合データベー
スを利用した介讀医療関連情報の 「見える化J推進への取組を行つているが、これらを活用した地域支援
の方法が未だ確立されていない。これらは 「経済財政運営と改革の基本方針2014についてJ(平 成26年
6月 24日 目議決定)等においても、医療介饉サービスの効率的・効果的な提供として位置づけられてい

しそれらを活用

くが苦 しむ運動器疾患等の病態について研究 し、 を見いだすことで、多くの
国民の生活の質に寄与する事が期待される。また要介護産の■産化防止や介饉予防が推進されることで、
介饉綸付量の減少に寄与し、介護保険制度の効率性の向上や持続可能性の確保に寄与することが期待され
る。

来年度から介餞医療関連情報の 「見える化」を活用した地域支援の方策の確立を図ることで、効果的な
が主体的に介護サー ビス を利用す るこ



いままで、高齢者特有の病態などに着日し、高齢者診療に従事する実地医軍に必要とされる薬物治療カ

イドラインの作成などを行つてきたが、今後も高齢者の健康維持に必要な知見の整理・収集を行つていく

とともに、増加する在宅高齢者を支えるためにも、在宅医療と介饉の連携の推進に寄与する研究を推進す

るべきである。
また、進展する少子高齢化と介饉負担の増大に対応するため、自立した高齢者の社会参加を促進し、介

護予防が地域として取り組まれることを推進するために、地域作りの具体的な取組手法に関する研究が必

要となる。

また国民が適切な介護サービスを選択することや、介護予防に資する地域作りに役立つ情報を保険者に

提供することを可能とする介瞳 ・医療関連情報の 「見える化」を推進するための研究などが必要である。
これらの研究を■じ、高齢者の生活の質の維持 ・向上を回るとともに、介饉保険制度の持続可能性を確

分野名 「皿 疾 綱 ・障害 対策 研究 分 野 」

弔栗 名 認知症政策研究事業

主 管 部 局 (課室 ) 老健局総務課

運営体制 老健局総務課の単独運営

1.研 究事業の概要

6.平 成 27年度の研究事業の全体の概要図

eⅢ… 鶴 や― :… ・… … サ礫 ・・喘'

るたo、自由嗜t― ■鮨t・ に'日 し、それらの予防、早期□晰および
m日 暉たせね上し、■齢子のセ岩の日の向上、介腱の日の向上や、介彙

超高齢化の進行に伴つて認知症高齢者の数は今後も増加を続け、「認知症高齢者の日常生活自立度J II

以上の高齢者は、2025年には323万人、2040年には385万人に達すると推計されている。認知症対策に関

しては、わが国の公衆衛生上重要な課題でありながら、有効な予防法が無く、早期診断が困難であり、治

療 ・ケア手法も十分に確立 ・標準1ヒされていない等、課題が山積している。また、平成26年 4月には、認

知症の行方不明者数についての発表が警察庁よりあり、認知症の徘個 ・行方不明、俳徊に関連した列車事

故等の問題が社会的な関心を集めている。

平成20年には、厚生労働大臣の指示により開かれた 「認知症の医療と生活の質を高める緊急プ●ジエク

トJに おいて、今後の認知症対策の5本社のひとつとして 「研究 ・開発の促進」が挙げられ、発症予防対

策、診断技術の向上、治療方法の開発等を促進することが提言された。また、平成25年 12月英国でG8認

知症サミットが開かれたが、その共同声明のなかで、「研究及びイノベーション」によつて、2知 症が社会

に及ぼす影響を軽減することがうたわれており、認知症研究の推進は世界的な問題となっている。さらに、

平成 25年 6月 7日に出された 「科学技術イノベーション総合戦略」において、世界に先駆けた健康長野社

会の実現を目指すために 「精神 ・神経疾患の革新的予防 ・診断 ・治療法の開発に取り組むJと しており、

重点的取組として (2-2)精 神 ・神経疾患の革新的予防 ・診断・治療法の開発のなかで、「健康寿命に影響

するアルツハイマー病等の認知症、うつ鋼等の精神 ・神経疾患について、病気との共生を含めて克服でき

る社会を実現するJ「認知症者の日常生活動作 (ADL)・生活の質 (0■)の 改善Jと 目標に掲げられている

ところである。認知症政策研究事業においては、認知症全般にわたり、実態の把握、有効なシーズの探索、

治療手段、の開発等に係る総合的な研究を政策的側面で推進する。例えば、BPSDの発生に関する社会的側

面の影響、政策的な観点における認知症の症状の誘引の解明や、経済的影響、俳徊や行方不明などといつ

た政策的観点で重要な認知症に関する実態に関する研究などを推進する。

今年度から、認知症政策研究事業においては、3つ の分野へ分類し、より重点的な研究がなされるよう

にとした。①認知症の本態解明に関する分野、②認知症の実態に関する分野、③認知症への対策に関する

分野に分類し効率的な研究の推進をはかる。このように、認知症全般にわたり、社会的なアプローチによ

る本体の解明、実態の把握、有効な対策法の開発等、総合的に研究を推進する。

今年度は特に、認知症の俳徊・行方不明の問題の解決に向けた研究、並びに、認知症予防について各地

方自治体の事業において推進されるために必要な資源等に関する研究を重点化すべき課題とし、儘庫長野

社会の実現を目指す。                                   ___

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性

政策等への活用を具体

的に記載

日治体の医療 ・介霞計画に反映

予防産業の創出

認知症の効果的なケア等に対するエビデンスの創出

予防、ケアシステム等の国際展開。
=

・■に,彙 予防t贅 する膚働自■や佳屁"“ 0ロニす5EEに 目す翻 徹田配烙妻―
●甲∴會7年層珈Ⅲ輌たにFnaサ ‐ビス■層t楡 虫輌自州野J●飼置、腱瞑・介aた目する情電劇劇脚瞑それらを活用した取粛のあり方に
ついで自‖e行う0晏 "ぉ ■
・樹 凛 難 t着用して、介鳳予防― ¨ 、口 は 凝 立員方臓に口する機‖●抒う0■ "ある。

するためのシステー 劇L注するとヒ帆 、凛 む構ケアに口わら,織な

推進分野※1の設定 0日知屁の俳鶴・何万不明の同目の解決に同けた研究

②認知症予防に関する研究

推進分野とする必要性 ① 2014年2月に発表された、全国の警察本部を対象としたアンケー トロ10

結果によれば、2012年1年間に、認知症やその疑いがあり、俳徊などで行方

不明になったとして届け出があつた人は、全国で延べ9607人〈死亡が確認351

人、2012年末でも行方不明208人)と され、各報道にもとりあげられるなど

大きな問題となつている。これまでにも、各自治体がそれぞれに進める取り

組みなどはあつたものの、その効果の検証を始めとした、この問題に対する

研究はこれまで十分とはぃえず、早急に現状分析や効暴的なシステムの構築

等といった、研究の推進が求められる。             __



②最近の研究によれば、日本において認知症は65麟以上の1596、MCI籠

度認知障害)は13%、 H24年で合計約860万人とされ、「認知症800万人時代J
ともいわれている。MCIは 年間で、その内約10%が認知症に移行するとも

いわれており、今後の超高齢化社会に向け、認知症発症予防の必要性は高い。

日本再興戦略におけるアクションプランの一つ『国民の 「健康寿命Jの延伸』
においても、あるべき姿として 「効果的な予防サービスや健康管理の充実に

より、健やかに生活し、老いることができる社会Jの実現が目指されている。

最近の研究によれば、認知症の発症に、生活習慣病が影響することや、運動
がHCIから認知症への移行を選らせる可能性が指摘されてきている。平成25

年12月のG8認知症サミットでも 「認知症の発症を遅らせ、予防する新しいア

プローチが必要であるJと され、認知症の予防は、世界的にも問題解決が求
められている農題であり、研究の推進が求められる.

推進分野の推進により

期待される効果

① 上配の推進により、俳徊や、徘徊から行方不明にいたる社会的側面、あ

るいは行方不明がすみやかに発見されるために必要な資源などについての

研究が進むことにより、俳徊の予防、行方不明の予防、あるいは早期の対応
システムなどの構築がはかられ、2知 症の人やその介護者にとって安心して

暮らせる社会の実現につながる。

② 認知症の発症を運らせることで、直接的に 『国民の 「健康寿命」の延伸』
につながると共に、将来予測される認知症の人の数を減ずることができる。
これらは、地域包括ケアシステムの構築において、必要な資源に関するエビ

デンスなどを与えうると考えられる。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

健康長寿社会の実現に向けた研究
少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究

酸当なし

■

□

□

認知症の危険因子として加齢の影響は大きく、超高齢化社会において

[::l][::;:lilli::1言[]:1:[:i苦言:「η※1』
拶聾翼I聾響斃」轟鑽1脈::i響

重点的課題 第2章―Itt p 22 「 疾患に対応 した研究の強化」に、 「精神 ・神経疾患

に関す る研究」

重点的取組 第2章―■■ O ①  p25に 、 「 認知症やうつ病などの精神疾患等の発症

に関わる脳神経回路・機能の解明に向けた研究開発及び基盤整備を各省連携

のもとに強力に進めることにより、革新的診断 ・予防 ・治療法を確立し、風
輛爺 .烙袖痣ま饉葬市■オス^:

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日閣議決定

http://剛 8 caα go m/cstp/sogosenryaku/

平成 27年 度の研究事業について

」に記 した事業内容の推進にあたってt本 年度か らは、3つ のそ

類し、より重点的な研究がなされるようにとした。①認知症の本態解明に関する分野では、BPSDの発生に

関する社会的側面の影響など、政策的な観点における、認知症の原因の解明に関する研究など、②認知症
の実態に関する分野では、経済的影響、俳徊や行方不明などといつた政策的観点での実態に関する研究な
ど、③認知症への対策に関する分野では、予防や早期発見をどのように政策的に展開するか、ケアや看護

した街づくりをどのように政策的に展開するか、といつ

(2)平成27年度に新しく設定 した研究について

徘徊や行方不明にいたる社会的因子等の解析や、捜索救難のためのシステムの研究により、地域のネッ

トワークや、先進事例データベース、全国的なネットワーク化といった自治体等の取組へ活用できるよう

な研究を想定。

②認知症予防に関する研究
今後ますます、各地域における、認知症予防事業の必要性が増加することから、予防方策の確立、予防

効果のモニタのためのシステム確立、予防施策推進に必要な資源などについての研究により、地域の体制
どの、自治体等の取組へ活用できるような研究を想定。

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成 22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～※との関係 (該当部分)

との役割分担

本事業は、各省連携プロジェクトには含まれないが、長寿 ・障害総合研究事業における、認知症研究開発

事業は当該プロジェクトに含まれていることから、このプロジエクトを通じて連携体制はとられており、

文部科学省の 「脳科学研究戦略推進 プログラム」において得 られ る、認知症な どの発症の メカニズム解明

していくことを想定している。

内

ノベーシ ョ 1第 2章―■-1.P20に おいて、 「こうした社会的背景と医学研究のあり方を

通憩良讐雲ど
14が取り

1讐二]ピ貿塞野墨晏聾星星尋星暑1   幌 管

htt●://―  kantei go Jp/Jp/singi/kenkoulryOu/suisin/suisin_dai2/gi」isidai html
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の 活 力や経済 活動 の持続 性 に である。また、配知症の人

に関する、俳個や行方不明の問題の解決は:社 会的影響も大きく早急に対応が追られている。認知症の増

加l・W制に資する取組、すなわち発症リスクの低下や早期発見、進行運延といつた予防に関する取組や、認

知症の人が社会で安心して暮らせるような取組など、本研究事業が推進は、認知症に係る上配のような負

担の軽減をもたらし、健康長寿社会の実現をもたらしうる。また今後、認知症は世界規模で、増加が見込

まれていることから、研究の成果について、今後の国際展開を望め

(2)研究事業の効率性
態解明に関す る分野、②配知症の実態に関す る分、

分野分けし、研究課題を設定していくことで、網羅的且つ効率的な研究の推進をはかる。長野 ・障害総合

研究事業のうち、認知症研究開発事業の研究結果や、文部科学省の 「脳科学研究戦略推進プログラムJに

おいて得られる、認知症などの発症のメカニズム解明に関する成果等を、本研究事業における研究に適宜
いくこ

認知症の発症、/抑制因子を解明し、予防法の開発と確立を行い、社会へと実装していくことで、認知症の新規

発症を抑制することができる。また認知症の症状に関する、社会的な促進/抑制因子の解明、病態の解明、そして

有効な対処方法の開発を行うことにより、症状の重症化が抑制できる。また、発症後の田知症の人への最適なケア

の手法を確立することとあわせて、認知症になっても住み慣れた環境での生活をおくることができる社会の構築、健

康長寿社会の実現に資することができる。これらの取組を通じ、最終的な認知症の減少を目指すとともに、予防産

(4)その他

|                   |

6.平 成 27年 度の研究事業の全体の概要図

認知症などによる俳日、行方不明の同魔

報道機関取材によれば 過去5年間で警察・白治体に届出のあった4テ方不明者(約400人 )のうち

家族など周囲の誰も認知症だと気づいていない段階で行方不明になった者約10%

死亡が確認された112人 のうち、独居高齢者約29%〕        |

1・徘徊予測因子
・行方不明予測因子
・行方不明長期化因子
・子潤因子 等の推定

2・捜索救難のため

のシステム研究

実態把握
国内外の先進施策の検討
前向きコホートによる検討
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:蝙褥 :野孵鼎警■ザふれ名

分野名 皿 疾病 ・諄詈対策研究分野

事業名 障害者政策総合研究事業

主管部局 (課室) 社会 ・援饉局障害保健福祉部企画課、精神 ・障害保健課

運営体制 社会 ・般臓局障害保健福41L部企画課 と精神 ・障害保健課が共同 して事業を運営

動
食事園子

余暇活動
社会的参加
記知訓練

活発な精神活動
等

1.研 究事果の概要

)の 障害全般に関す る適切な社会復帰支援、

め細やかな居宅 ・施設サービス等を提供できる体制づくり、障害の正しい理解と社会多加の促進方策等、
障害者の総合的な保健福祉施策に関する政策提言を行うため、①身体 ・知的等障害分野、②精神障害分野
についての行政研究を推進する。
0 医 療分野以外の調査研究l_関するもの
・ 常 時介謹を要する障害者等に提供される介護の実態に関する研究
・ 障 害者の福祉サービス活用による就労支援を含めた社会参加支援の推進に関する調査研究
0 厚 生労働省の実施する政策の推進、評価に関するもの
。 身 体障害者の認定基準のあり方に関する研究
・ 成 人期発達障害者の生活支援を円滑に行うための情報管理と人材育成に関する研究
・ 重 症心身障害児 (者)の 在宅支援のあり方に関する研究
・ 自 殺総合対策大綱に関する自殺の要因分析や支援方法等に関する研究     等
0 厚 生労働省の行う危機管理に関するもの
・ 被 災地のルコール関連問題・嗜癬行動に関する研究
・ 震災後精神症状の脆弱性因子・獲得困子・回復過程の心理 神経基盤を解明し.早期発見・予防・治療の
ターグット

(1)公 的研究として

や行政のマニュアル等に活用 してい

る。 (例:人工関節置換者、ペースメーカ植え込み者等の身体障害認定基
準の検討、障害者総合支援法における障害福llLサービスのあり方について
等)

○ 研 究成果等について、例えば、メンタルヘルス対策のための情報提供サ
イ ト(厚労省ホームページ内)に おいて、情報ソースとして活用するとと
もに、国民に分かり易い形での情報提供にも活用している。

O 疫 学的調査によるデータの蓄積と解析を行い、心理 ・社会学的方法、分
子生物学的手法、画像診断技術等を活用し、病因 ・病態の解明、効果的な
予防 ・診断・治療法等の研究 ・開発を推進することにより、饉床現場にお
ける技術水準 を向上 させている。

■)い ¬〔

推進分野Xlの
設定 0 身 体 ・知的等障害分野においては、障害者の総合的な保健福祉の向上の

ための研究に加え、障害者の地域社会での共生の実現や社会障壁除去につ

ながる環境づくり等に資する研究を引き続き行い、障害者が自らの能力を
最大限発揮し、自己実現できるよう支援する。

O 精 神障害分野においては、精神医療の質の向上を支援する研究、災害時
の精神保健活動の質を向上する研究を引き続き行う。

推進分野とする必要性 O 身 体 ・知的等障害分野においては、平成24年 度、障害者総合支援法案
が成立したことを踏まえ、治療からリハビリテーションに至る適切なサー

ビスの提供や社会参加を推進し、障害者が自らの能力を最大限発揮し、自
己実現できるよう地域における生活を支援する体制を整備する必要があ
る。

O 精 神分野においては、自殺者が未だ3万 人弱を数える状態が続いてお
り、原因としては健康問題、うつ病等が第一位となつている。このため、
うつ病・自殺対策を中心とした籍神医磨の質の向上を一日立場する研究が



必要である。さらに、東日本大晨災におけるメンタルヘルスに関する支援

は中長期に必要となるため、引き続きPTSD(心的外傷後ストレス障害)の
3睛 .薔●多摯准六十ふふ=ぶ ふる_

推進分野の推進により

期待される効果

0 身 体 ・知的等暉署分野の研究確違により、障詈の予防、リハビリ、補晃

のための革新的な技術開発、障害者の地麟社会での共生の実現により、障

害者が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できることが期待される。

O 精 神分野の研究推進により、精神医療の質の向上が口られ、より早期に
適切な医療サービスの提供が期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

■ 健 康長野社会の興現に向けた研究

■ 少 子 ・高齢化に対応 し、活力あふれ る社会に実現に向けた研究

□ 腋 当な し

本研究事業を推進す ることによ り、健康長寿社会 を実現 し、少子 ・高齢化

に対応 し活力あふれた社会の実現につなげることができる。

※ 1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29日 厚生労働省の研

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 『 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

に.各戦略等との関係性|

http://www kantei go」p/」p/singi/kenkouiryOu/suisin/suis:n da12/giJisidal.htnl

(2) 科́学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの騒け橋

改訂2014-未 来への挑戦―との関係 (該当部分)

(平成26年6月 24日閣議決定)
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算額※ 単位 百

4.平 成 27年 度の研究事薬の評価について

1 )

身体及び知的障害の分野について総合的に推地しており、政策提言に繋がる有用性の高い研究事業を
ことにより、効率的な運用を図っている。

J

27年 度の研究事業について

障害者 (障害児を含む。)の 保健福祉施策の総合的な推進するため、

障害分野に関する知見を得るための行政研究を推進する。

平成27年度においては、障害者の程度が適切に判定されるよう、医学的な見地から身体障害者の認定基

準の在り方に加え、 「障害児支援の在り方に関する検討会」の報告書 (平成 26年 7月 16日)を 踏まえ、

特に重症心身障害児のNICU退院後の在宅生活の継続支援のあり方、成人期発達障害者の生活支援を円滑に

行うための情報管理と人材育成に関する研究や、障害者総合支援法施行後3年 目 (H28年度)の 見直しを

前に、重度訪問介護等により常時介護を必要とする障害者の実態を把握 ・評価し、常時介證を要する障害

者の客観的基準を作成する研究や,「アルコール健康障害対策基本法J(平 成26年 6月 1日施行)を受け、

アルコニル依存症 を含む依存症への対応方策等に関す る研究 を行 うことを検討 してい

(2)平成27年度に新しく設定し
,平成26年7月 16日にとりまとめられた 「障害児支援の在り方に関する検討会Jにおいて、医療等との

連携など特別の支援が必要な重症心身障害児 (者)に おける超菫症児 (者)・串超重症児 (者)の NIC

U退院後の在宅生活の継続支援について重要な課題とされており、医療的な介助を要する頻度の高い菫症

心身障害児 (者)の 在宅支援の在り方についての研究の推進が必要である。また、有病率1～ 2%と され

る発達障害者が成人期以降も地域で安心して暮らしていくための情報管理と、発達障害者支援が成人期か

ら開始される場合の専門的人材の育成に関する研究や、H28年度の障害者総合支援法の見直しを前に、重

度訪間介護等により常時介醸を必要とする障害者の実態を把握 ・評価 し、常時介饉を要する障害者の客観

的基準を作成する研究等を推進する。                         ・
・地域医療で重要な役割を持つ精神科医療について、平成 26年 の 「長期入院精神障害者の地崚移行に向

けた具体的方策にかかる検討会」とりまとめ、障害福祉計画の目標に鑑みた地域医療政策の具体的推進が

求められており、精神保健医療体制の構築のための実態調査把握と、それに基づく将来的な医療需要の推

計に基づく体制整備の検討に関する研究を継続的に推進する。

予

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

1, 709 1, 464 1, 251 473 未 定

ついては、 (独)日

ヤスと

科学技術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

疾患 に対応 した研究 の強 化

重点的課題 輛神 ・神経疾 患に関す る研冤

重点的取組

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日閣議決定 )

httD://-8 cao go Jp/cstp/sogosenryaku/

障害者総合支援法の3年 後見直し、障害児支援の在り方に関する検討会での提言の実現、障害者虐待

防上法等の実施に係る行政的課題等に関する研究を推進することで、障害者の社会多加を促し、地域に

おける生活を支援する体制整備等に関する成果を出すことが必要不可欠となつている。

② 精神障害分野
.重 症の精神疾患で通院困難な患者に対し、地域において継続的に医療、保健、福祉等のサービスを包

括的に提供することにより、再入院を防ぎ、地域生活を実現できることが期待されており、地域精神科
めに、実証研究を行うことが必要不可欠である。

(2)研究事業の効率性



本研究は、指定により実施しており、研究代表者の所属機関は、精神医療分野の専門病院と研究所を
併設した研究施設であり全国の精神医療の事円摯向けの人村養成研修事業を多数実施 しており、効率的

(3)研究事業の有効性

障害全般に関する適切な社会復帰支援、地域においてきめ細やかな居宅 ・施設サービス等を提供でき
る体制づくり、障害の正しい理解と社会参加の促進方策等、障害者の総合的な保健福祉施策に関する政
策提言を行うことで、障害者の共生社会の実現と社会的障壁の除去に彙がることから、社会的に大壼菫
要な意義がある。

② 精 神障害分野
地域精神科医療モデルの開発を進め、「地域生活中心の精神科医療」実現のため、包括的な地域精神科

はない、地域生活の充実に寄与できる。

(4)その他

1特記なし                ¬

障害者政策総善 仏諦

【事業の目的】
雌   (囀せ書・・,″保融 ¨ m成 するた0.は ・“||― 分野.0-3分 野

に■する卸見t得るにお0行al研費●■違サろ。

【背景・必要u
O平 口"年1月のに電岩腱澤降働●anに自げLRI害者̀ な の改=や田●●綸會支撮量におぃて。障■者の■
会●"の■会●ME及び峰H社会におけら彙生の出現ヶ求nられている。

O… 慮"層切に・ltされるよゝ 目●mな見埼から'体障害者の“嘘ニコめ壱り方rlつぃて験計すること,
0「中 ●oE蜘 ●籠保するた0●崩助ll●●ぐ腑 日=者に賃すろ属名零IEおける慄LE● ■0●
■サービスの在り方について検甘すること,

Orア ルコ‐ル●療田零針R-1(平 配"攀 0月:日L行 )ti● .ァルコ‐ル僚″虔セ會●・Rキ竃^の 議島方■
お:“回口像■饉出された「ハ認0屋"=凛 1のロニtにらみ.OEEo人 ■宙口陸菫の自■t口らだ0の方臓t懺
附 ること,

7.平 成 27年度の新規研究の事業内容についての概

障害者政策総合研究経費(Hη年度新中 身体・知的い野
【事柔の目的】
翻鷹・"的 ・●― “ 全無 ・・,― t― … おぃ‐           じ 牛…

■る碑‖づくり。                議 .― om― ,… 滸 ヽ

【青景毬 要性】

顎瓢辮議肇瓢臓l』繁響輯柵 ξttt胆 囁する田“ぼする寅働驚

身体障曽者の認定基準の見直し実の愉討(― 崎障音.IWa機 腱腱害 等)

鋼電劇 II・ … E■を含む菫饉心身障害児者の在宅支Jの 在助b研 史討
精神障害者に対する― に樹乃 傷■医鷹及蘭 祉サービスの在吻 、公認心理師の養威のための5.総 合評価

る通切な社会復帰支援、地域においてきめ細やかな居宅 ・施設サー

ビス等を提供できる体制づくり、障害の正しい理解と社会参加の促進方策等、障害者の総合的な保健福
祉施策に関する政策提言を行うことで、障害者の地域社会での共生の実現や社会的障壁の除去が推進さ
れることが期待される。

O エ ビデンスに基づくガイドラインの作成、施策効果の検BI等を推進することで、社会保障施策におけ
るきめ錮かく効果的な障害者施策の実施のための根拠に立脚した施策の展開が期待できる。

O 精 神疾患に関する治療法の開発 ・普及等をロリ、精神医療の全体の質の向上を図る。精神疾患は、通
常、経過が長く、患者のみならず介護をする家族等の関与も必要であり、医療分野のみならず社会全体
に影響する大きな問題である。近年、増加傾向にあるうつ病や依存症など自殺の原因のひとつともなる
精神疾患に対する治療技術の向上は、広く国民の健康増進に貢献している。

O 神 経 ・筋疾患及び精神に関する疫学的調査によるデータの蓄積と解析を行い、心理 ・社会学的方法、
分子生物学的手法、画像診断技術等を活用し、痢因 ・病態解明、効果的な予防 ・診断 ・治療法等の研究
開発を推進することにより、臨床現場における技術水準の向上と、神経 ・筋疾患及び精神疾患の治療方
法への選元に貢献している。

O 今 後は、障害者総合支援法施行後3年 目 (H28年度)の 見直し、障害児支援の在り方に関する検討会
での提言の実現、精神保腱福祉法の改正など障害保健福社施策の見直しが進んでおり、それらに基づく
制度の効果的、効率的な施行のために必要な調査研究の充実に取 り組 んでい く必要がある。こ取り組んでいく

16.平 成 27年 度の研究事業の全体の概要国



精神駆 療邸 制総観  (山 岬 い 精権 分野

【●I究の目的】
地場医費 で量要な役目を持つ精神科医農 に■ 1て、平威26障の「量日入際情神障密者の地饉OFに

自 けた具体的方彙にかかる機討金Jと距 とa障 害洒社計面の日編に■ みた鑢雌医饉欧餞の具体的

推進が求められている。稽神倶■医壺体制の情需のための実自調査把Eと それに基ス 将来的な医
饉議翼のIE計に薔つく体制螢備の機"に 属す相 究出 的にIE遣する。

【背 景 と墓 目日
0平 成“離 の情'中l■a医 療福祉の政車ビジョン、障害福祉三十■に33げられた入院嬌廉日輌、平成26

年の「長期入院格|1田書者の地域静fiに自けた具体的力策にか“ 検]寸会Jとりまとめを受け、地範
精神医魔儡●体制、病院梓遺改革の具体的な幡雌が求められている。
0各 地■にれ てヽ、稽神陣書者の1日費的生活を支えるための新たな情‖嘔腱体刷のあIJt.患者闘
査、新鳳調査等のチータに基堆 鹿需要の推IIに奎ス 体制饉"庭検討することが求められalみ

分野名 皿 疾病 ・障害対策研究分野

事業名 新興 ・再興懸果症及び予防接租政策IE進 研究手薬

主管部局 (課室) 健康局結核感染症課

運営体制 結核感染症課の単独 運営

予防機種政策研究を推艶し、面政策の実施に関する基盤整備を図る。

■)い ¬〔

E遣 分ギ
`の

酸疋 薬剤耐性菌の菫延に関する健康及び経済学的り不ク評価

予防機種に関する費用対効果研究
Ell反応報告の疫学的解析に関する研究

推進分野とする必要性 。本■ 月、世界保健機関 (m10)ょり藁剤耐性に関するス議が出され、加盟

日の薬副耐性菌に関する対策を促進するよう求められている。今後我が日に

おいて対策を促進するにあたり、対策の基盤として、薬剤耐性自の■廷によ

る健康上の損失及び経済学的な損失に関する試算を行う必要がある。
・本年4月、予防機種基本計画が策定され、優先的に開発及び定期機種化を

検討すべきワクチンが公表された。これに伴い、優先産の高いワクチン等の

費用対効果に関する研究を実施し、予防機種政策の促進を回る。
・各ワクチンの日1反応報告について、疲学的解析を強化することにより、よ

り正確性の高い頻度等を算出し、より短期間で公表することにより、予防接

租政策の円滑な実施を図る。

推進分野の推進により

期待される効果

感染症対策を促進するにあたり、特に、藁剤耐性日のI延 に目する優凛及

び経済学的リスク評価を行う。これは、薬剤耐性菌に関する対策の強化に資

するものである。

また、予防接種施策研究については、予防機種に関する費用対効果研究及

び副反応の疫学的解析に関する研究を特に実施する。ワクチン等の費用対効

果について研究することや.各 ワクチンの副反応報告について、より正確性

の高い頻度等を産出し、より短期間で公表することは、予防接種政策の円滑

な実施に資するものである。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

0健 康長寿社会の実現に向けた研究

感染症対策研究を推進することによる感染症の菫延防止、公衆衝生水準向

上の結果、健康長寿社会の実現につながることが見込まれる。

予防接種政策研究を推進することによる疾痢負荷軽減の結果、健康長寿社

会の実現につながることが見込まれる。

※ l m究 助 成 の 改 善 筆 に 向 け た 7

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

2.各戦略等との関係性|



0疾 患に対応した研究<新興 ・再興感染症>
・痢原体 (インフルエンザ ・デング熱 ・下痢症感彙症 ・藁剤耐性菌)の 全ゲ
ノムデータベース等を基にした、薬剤ターゲット部位の特定及び新たな迅速
診断法等の開発 ・実用化
・ノロウィルスワクチン及び経鼻インフルエンサワクチンに関する非臨床試

http://―=kantei gO Jp/」p/singi/kenkouiryou/suisin/suisiLdai2/gi」isidai html

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～Xとの関係 (該当部分)

(2)平成27年度に新しく設定した研究について
・

彙 副 口 1=国 ψ 彙 嘔 :ヽ日 ,● ■ 瞑 凛

・予防接種に関する費用対効果研究

ス

・副反応報告の疫学的解析 に関す る研究

(3)研究事業の有効性

該当な し

6.平 成 27年度の研究事業の

科学破術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り
組むべき課題

国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 疾愚に対応 した研究の強化

重点的取組 新興 ・再興懸彙症に関する研究

ノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日
http://-8 cao go_Jp/cstp∠sogosenryaku/

近年大きな課題となつている新型インフルエンザに関する研究をはじめ、
る研究など幅広い分野に関して、病態解明、予防、治凛法の開発のみならず、行政が行う対策に資する
課題など、幅広く研究が推進されてきた。
ワクチンギャップの解消に向けて予防機種法等が改正されたところであるが、ワクチンの安全性につい
て、緊急に専門家による審議を必要とする事例が相次いている。予防接種の費用対効果やIJ反応の疫学

ことは、予防機種行政の円滑な推進に資する

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

化する必要性が生じたため、藁剤耐性薗の菫延に関する健康及び経済学的リスク評価を行う必要がある。
本年 4月 に予防接種基本計画が公表され、優先的に開発すべきワクチンが設定されたことに饉み、優先
度の高いワクチン等の費用対効果について研究する必要性が生じたため、予防機種に関する費用対効果
研究を行う必要がある。また、昨今ワクチンの副反応が問題となる中、各ワクテンの副反応報告につい
て、疲学的解析を強化することにより、より正確性の高い頻度等を産出し、より短期間で公表すること
により、予防接種政策の円滑な実施を図る必要が生じたことから、副反応の疲学的解析に関する研究を

(0そ の他

④ 予算額※ (単位 :百万円)



分野名 皿 疾病 ・障害対策研究分野

事業名 エイズ対策政策研究事業

主管部局 (課室) 健康局 (疾病対策課)

運営体制 疾病対策課の単独運営

7.平 成 27年 度の新規研究の事業内容について

ユ 平成27年度新規護求課題

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性)

発電重3の
活用を具体

 |・1孵 濶 景兵13籍 Ъ
:裏

歪[舌奪電二[賃冨梶:薫
各種通知 ・ガイドラインに活用する。

。またllS‖(‖en Who have sex with‖en)や 日本のHIV/エイズ動向の現状等、
―夕を背景データとして今後の政策立案に間接的に活用する。

(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの 設定 HIV騒彙症の早期発見 ・早期治療に関する研究 (継籠)

男性同性間性的接触に関する研究 (継続)

医療体lllの整備に関する研究 (絶続)

HIV感染に伴う合併症 ・長期治療に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 ・2013年の日本のエイズ発症者数は過去最多を記録し、今後の更なる感染の

拡大が懸念される状況である。そのために、HlV感染症の早期発見 ・早期

治僚を推進する必要がある。また、新規‖IV感染の過半数を占める∬田(Hon

Who have sex with ttn)等を含む個別施策層に対する感染予防対策は特

に重要な課題であり、現状の把握および今後の対策についての研究が必要

である。
・治姜法の進歩により、HIV感染症は 「不治の特別な疾病Jか ら 「コントロ
ール可能な慢性疾患」へと位置づけが変わりつつあるが、それに伴い長期

治療や高齢化に伴う合併症、医療体制の整備など、新たな課題が生じてお

り、その課題を解決するためにHIV感染に伴う合併症 ・長期治療、医療体

制の整備に関する研究が必要である。

推進分野の推進により

期待される効果

・本分野の推進により、HIV感染の早期発見 ・早期治療が推進されることが

期待される。また、HIV感染症に伴う合併症、長期治療に関する研究が進

み、よリー層の医療体制整備に繋がる可能性がある。日本の現状に即した

形でのエイズ予防指針の改正が期待され、それにより、効果的なエイズ対

策が推進できる可能性がある。    ‐

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

□ 健 康長野社会の実現に向けた研究

□ 少 子 ・高齢化に対応 し、活力ああ、れ る社会に実現に向けた研究

□ 敵当な し

催:::鼈重il主翔
君珊堰盤  轟 種1[r:
をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう



(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 閣議決定 )

27年度の研究事業について

(単位 刀 r

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

1,42 1,253 1,328 670 未定

※ ‖23～H25の 予算額 は、(独)日 本医療研究開発機構の対象経費及び対象外経費の合算になってい

(2)研究事業の効率性
こおいて第二者からの評価を行うことにより、各研究課題の適正化が行われ、研究自

準化が行われるとともに、研究班間の連携を図ることにより、相互IF関連する研究内容についても効率
じ

(3)研究事業の有効性
・本事業によ り、我が国のエイズ対策の拠 り所 となるエイズ予防指針の改正に必要な基礎 データが蓄積 さ

れ、現状に即したきめ細やかな指針の策定が行われることは、今後の日本のHIV感染/エイズ発症の抑制
に繋がるという点で意義が大きい。また、本事業で得られた成果については、エイズ予防指針に反映さ
れるのみでなく、今後の球策立案の背景データとして間接的に用いられ、活用される見込みである。

・個別施策層の実態を評価し、各集団への有効なアプローチ法が開発されることは、日本のエイズ対策を
より効果的に行う上で大きな意義がある。

・HIV感染症に対する治療の進歩は日覚ましく、世界に遅れることなく我が国のHIV診療をアップデー トす
る必要があるが、日常診療の機となる治療ガイ ドラインが、本事業により毎年改訂されている意義は大
きい。

・血液製剤によるHIV感染被害者 (HIV訴松原告団)に 対し、和解の趣口を踏まえた医療体制の整備の推進
が行われることは■要であり、救済医療の一助となる。

・着手育成型研究により、着手研究者が新規に参入し研究者の青成が行われるとともに、新しく柔軟な発
共有す ることで研究領域全体の活性化にも彙が ることが期待 され る。

(4)その他

特になし        ´

(該当部分)

(平成 26年 7月 22日 閣議決定)

http://w kantei go」p/jp/singi/kenkOuiryOu/suisln/suisin」ai2/gi」iSidal html

との 関 係 (霰 当 部 分

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

国隠社会の先駆けとなる健康長野社会の実現

重点的課題 塚思に対応 した研究の強化

重点的取組 新興 ・再興感染症に関す る研究

世ヽ界においては、エイズ発症者数は減少する傾向におる一方で、我が国の2013年のエイズ発症者報告数
は、1985年のサ,ベ イランス開始以来、過去最多を記録した。HiV感染全体に占めるエイズ患者の割合
は約3割であり、その割合が先進国の中においては比較的高い。その理由の一つには、HIV感染の発見お
よび治療の遅れがある。世界に運れることなく我が国のエイズ対策を推進するためには、その対策の拠
り所となるエイズ予防指針が、現状を反映し適切にアップデー トされることが必要である。また、日本
においては HiV感染の大部分を男性同性愛者が占めることから、特に男性同性愛者に対する対策を重点
的に進めることが喫緊の躁題となつている。さらに、男性同性愛者や滞日外国人、青少年、静注薬物使
用者は、偏見や差511を含む各種障壁のために一般啓発の効果が得られにくい個別施策層として位置づけ
られており、各集団に特化した効果的なアプローチ法が必要とされる。本事業は、これらのニーズに応

えるものであり、必要性は十分に高いものと考えられる。             ｀

http://躙 8 cao go昴/cstp/sogosenrvaku/

(3)「 日本再興戦略J改 訂 2014-

への挑職― (平成 26年 6月 24日

本事業においては、我が国におけるH:V/エイズ対策を推進することを目的に、下記の研究を行う。
一般公募型 :主には次回のエイズ予防指針改正に向けた基礎データ作成を目指し下記の研究を行う
①エイズに関する社会医学的研究
②エイズの発生動向に関する研究
③男性同性間のHIV感染に対する予防と啓発に関する研究
④エイズ対策研究事業の企画と評価に関する研究

指定型 :HiV諄松原告団との和解の趣旨を踏まえ、下記の研究を行う
①‖V感染症の医療体制整備に関する研究
②́‖ヤ感染被害者の長期療養体制整備に関する研究
③血液製剤によるHIV/HCV重複感染者の肝移植適応に関する研究
④ⅢV感染症及びその合併症の課題を克服する研究

(2)平成27年度に新 しく設定 した研究について
エイズに目す こおいエイスに田丁う鷲安医字89研究籠壇においては、一般的な普及唇発による効果が得に くく個別に対策 を

要 する個別施策層、として、今まで研究対象であつた滞 日外国人、青少年に加 え、平成 27年 度においては、

新たに静注薬物使用者を対彙とした研究を行う。NGOとの連携等、効果的なアプローチ法やその評価手
法について行政施策に彙がる研究を行う。

・男性同性国の‖IV感染に対する予防と書発に関する研究領城においては、単に男性同性愛者に対する啓
開発す るのみでな く、平成 27年 度には、これ

222
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分野名 Ⅲ.疾病 ・障害対策研究分野

事業名 肝炎等克服政策研究事業

主管部局 (課室) 健康局疾病対策課肝炎対策推進室

運営体制 肝炎対策推進室の単独運営

【2 .― ( 1 ) - 1】

環境や遺伝的背景といつたエビデンスに基づく医療を実現す

るため、その基盤整備や情報技術の発展に向けた検討を進める。

【2 -(1)-5)】

国民全体の健康や病気に関する理解力 (リテラシー)の 底上げ
にも努める。                    ・1.研 究事業の概要

(1)公的研究としての意義 (政策との連動性)
政策等への活用を具体 |・ 病態別の患者推計や将来予測を行うことで、
的に記載       1 見 直 し等へ活用する。

・肝炎対策における政策上の問題点の把握と改善点を把握し、
肝炎の克服に向けた医療体制、社会基盤の整備を確進する

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)
をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成 22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究
② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日間議決定
http://www8 cao Ao■ /cstp/sogosenryaku/

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
との 関 係 (該 当部 分

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

I.国 際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現

重点的課題 疾患に対応した研究の強化

重点的取組 がんに関する研究、新興 。再興感染症に関する研究

(2)推 進分野の設定等について

推進分野Xlの設定 ・全国規模のデ=タベース構築等による肝炎対策の評価・検証
と、更なる推進に関する研究

・肝炎患者に対する効率的なフォローアップシステム構築のた
めの研究

推進分野とする必要性 平成19年度から実施している肝炎診療連携体制の整備と、平成
20年度から実施している 「肝炎治療特別促進事業」の推進、また
近年の治療法の進歩により、多くの肝炎患者が抗ウイルス治療を
受けている。こうした中、治療による予後改善効果や疫学的な成

果を大規模に収集することにより、これまでの施策を評価し、今
後の夏なる肝炎対策の推進につなげる必要がある。

また、肝炎ウイルス検査の促進により多くの感業者の拾い上げ
が可能となつてきており、これらの人を適切な受診に結びつける
ことで重症化予防を図るため、個人情報等に留意,しつつ効率的に
フオローアップが可能となるシステムの構築と普及が求められ
ている。

推進分野の推進により

期待される効果

本分野の推進により、これまでの施策の効果を示すデータを現
場や行政へ還元するとともに現状における問題点の検証と政策
への反映が期待される。

今後の厚生労働科宇研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す
るか否か^

■ 健康長寿社会の実現に向けた研究
普及啓発、検査 ・医療体制等の社会基盤整備による効果的な肝

炎対策推進の結果、肝炎の克服と健康長寿社会の実現につながる
ことが見込まれる。

けた基本的な方向性 l(平 成 22年 7月 29※ 1

改訂2014-未 来への挑戦―との関係 (該当部分)
「日本再興戦略」改訂

2014に該当するか否か。

ニ テ ーマ 1:国 民の「健康長命Jの延伸

(3)新 たに講ずべき具体的施策
市)医 療介護の iCT化

③医療情報連携ネットワークの普及促進、地域包括ケアに関

わる多様な主体の情報共有 ・連携の推進等    .
医療等の分野の様々な側面における情報収集及び情報分

27年 度の研究事果につい

推進することを目的に平成22年 1月に肝炎対策基本法が施行された。同法に基づいて平成
23年 5月に告示された肝炎対策基本指針においても、国は肝炎対策を総合的に推進するた

めの基盤となる基礎 ・臨床 ,疫学研究等を推進することとされている。本研究事業では、

国民の健康を保持する上での重要な課題である肝炎対策を総合的に推進するための基盤と

(2)平成27年度に新しく設定し



(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業と

厚生労働省内では、感染症関連の3研 究事業 (エイズ、1

重複無きよう調整した上で、公募課題の選定を行つている。

再興、肝炎)に おしヽて、

他府省での関連事業に関し、文部科学省が実施している感染症研究国際ネットワーク推

進プログラム 0■ RID)と は密に情報交換を行い、双方の成果が社会に還元できるよう、

効率的な運営に努めている。

また、国立感染症研究所において実施されている基礎から応用に至る種々の感染症研究

を適切に行政対応に活用することが重要であることから、引き続き、同研究所と行政ニー

ズや研究の方向性等について情報交換を図るとともに、産官学の連携についても行政ニー

ズや期待される成果について適切に示しつつ、日立感染症研究所及び大学等で推進してい

こ反映できる研究課題の設定等を推進する。

肝炎は国内最大級の感染症であり、 と肝硬変や肝がん といつ

に進行する。本事業において、疫学および行政研究等を総合的に推進し、肝炎の克服に向け

た社会基盤の整備を目指すことは肝炎患者をはじめとした国民全体の健康長寿社会の実現

に極めて有用であり、引き続き研究の充実 ・強化に取り組むべきである。

平成 27年度の新規研究の事桑内容について

成 27年度の研究事業の評価について

(1)研究事業の必要性

平成23年5月に策定した肝炎対策に関する基本的な指針、平成24年度を初年度とする肝

炎研究 10カ年戦略を踏まえ、肝炎に関する疲学・行政研究等を進め、今後も肝炎の克服に

ヒ社会的基盤の整備につながる成果の獲得を目指す研究等を推進していく

(3)研究事業の有効性

本事業の実施により、肝炎に関する大規模な疫学研究により本邦における感染者数等が明

らかにされているほか、肝炎の診療体制や相談体制の整備などにより研究の成果が国民に還

元されている。また、これらの成果は肝炎対策推進協議会等で適宣報告され、国の肝炎対策

の推進に大きく寄与してい

(0その他

|                  |

(0予 算額X(単 位 :百万円)

なつています。

・肝炎に関する基礎.臨床および疫学研究等を総合的に推進
・肝炎対策を総合的に推進するための基祉 なる行政的な研究を進める 等

各研究は、専門性をもつた研究者で構成されており、研究事業内に課題の重複のチェック

を行う一方で、関連する分野については、各研究班で合同班会議を開催する等、相互に連携

を回りながら行われており、疲学。行政研究等の成果から速やかな施策への反映を目指して

いる。
また継続課題は、年度毎に評価委員会で中間評価を、終了課題は同委員会で事後評価を行

い、進渉状況の評価を行うとともに、研究成果を速やかに行政施策に反映させることを目指

している。

5 総 合評価



全ヽ国70カ所の肝疾患診療連携拠点病院の設置

(先進的な診療ネットヮークの構鋤
・多数 多額の医療費助成の交付実績

(治療法の進歩も併せ 治療患者の増加)

更なる肝炎対策の推進

これまでの成果の実証

(肝炎、肝硬変、肝がんの抑制

。現場や行政ヘデータの還元
‐
 1全 甲中

llL域別の対策推進)

・問題点の検証と対策の立案

“i政に反味出来る成果の発信)

Ⅳ.健 康安全確保総合研究分野

(1)地 域医療基盤開発推進研究事業

ア.地 域医療基盤開発推進研究事業  ・ ・・231

(2)労 働安全衛生総合研究事業    ・ ・・236

(3)食 品医薬品等 リスク分析研究事業

ア.食 品の安全確保推進研究事業  ・ 口・243

イ.カ ネミ油症に関する研究事業  ロ ロ・248

ウ.医薬品・医療機器等レギュラトリJイエンス政策研究事業251

工.化 学物質 リスク研究事業    ロ ロロ256

(4)健 康安全 ・危機管理対策総合研究事業  ・ 260

′
・
｀
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治療者 助成受給者の全国的集計



分野名 「Ⅳ 健康安全確保総合研究分野」

事業名 地域医療基盤開発推進研究事業

主管都局 (課室) 医政局 総務 猥

運営体制 医政 局 肉各課 =と 田 竪 しつつ運富

行 つているデー タベース事業等について、デジタ

なiCT拡充を回る。

【2 - ( 2 ) - 4 )】

0在 日外国人等が安心して日本の医療サービスを受けられる環境の整備
・我が国において在留外国人等が安心して医療サービスを受けられる暉

=係 る諸施策 を着実に推進す る。

※ 健 康 ・医療戦略 (平成26年 7月 22日目凛決定)

http://― kanteJ go」p/」p/singi/kenkOuiryou/suisin/suiSin dai2/gijisidai html

(2)科学技術イノベーション総合戦略2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋～Xとの関係 (酸

当部分)・効率的な医療提供体制の構築、医療の質の向上、地域医療基盤 を確立する

上で研究成果を以下の取組に活用.
・敦急・小児・周産期医療体制整備の指針や、各種の診療ガイドライン、「輸

液ボンプ用保守管理用ガイドライン」、 「病院災害対策マニュアル策定のた

めの手引きJな ど、医療現場のニーズに応じたガイドラインや指針の作成。
・「第6次 医療計画Jや 医療情報 (IT)に係る厚労省標準規格などの、医療

政策形成。
・大規模な手術症例登録データベース構築、被災者のケアに関する実態調査

科学技術イノベー シ ョン総

合戦略 2014が 取 り組むべ き

ロロ

該 当無 し

重点的課題 敵当無 し

重点的取組 該当無 し

イノベーシ ョン総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 間議決定 )

http:〃www8 cao gO」p/cstp/sogosenryakげ

こついて

確遣 分野
宏'の

酸足 ① 医療提供体制の構築・整備に関する研究 (継続)

②良質な医療の提供 (EBH、lTの推進、医療安全)に関する研究 (継続)
③医療人材の青成・確保に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 少子高齢化など時代が変イレする中、豊かで安心できる国民生活を実現するた

め、効率的な医療提供体制の構築、医療の質の向上を目指し、新たな医学 ・

医療技術や情報通信技術などを活用し、地域医療の基盤を確立する。

推進分野の推進により期待

される効果

時代の変化に対応 した医療提供体●Iの構量 ・壼備や医療の買の向上 ・裸撃

化 ・効率 化につながる。  _    ‐

今後の厚生労働科字研究に

おいて重点化すべ き主な分

野
X2に 餞 当す るか否か。

■健康長寿社会の実現に向けた研究

本研究の推進により、適切な医療の需給予測やEB‖に基づく診療ガイドライ

ンの策定により適切な医療提供体制の確保・再構築や良質な医療の提供が期

待されるため、健康長寿社会の実現に資すると考えられる。

■少子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究

本研究の推進により、医療人材の青成 ・確保が達成され、活力あふれる社会

の実現に資すると考えられる。

1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29日 厚生労働省の

り方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を行う観点から、当醸年度で特
に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究についてJ(平成22年7月8日厚生科学審饉会科学技術部会)において、

重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究
② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 をいう

レ.各戦略0との口係性|                            ,

(1)健康 ・医療戦略業との関係 (敵当部分)

「二 戦 略市場創造プランJ「テーマ1:国 民の「健康長命」の延伸J

(3)新 たに講ずぺき具体的施策

i効率的で質の高いサービス提供体制の確立

⑤大都市日の高齢化に伴う医療 ・介饉需要への対応

大都市日の高齢者数の急増に伴う医療・介護需要の増大に対して対応可能な

都市型モデル (広城単位での連携、在宅医療 ・介護の推進等)を 構築するベ

く、首都日の自治体と連携しながら、需要推計及び対応策について来年度末

までに検討を行い、所要の措置を講ずる。

③看護師 ・薬剤師等医師以外の者の役割の拡大

看饉師、介護福祉士、薬剤師などの医師以外の者が携わることができる業務

の範囲の在り方について検討し、結綸を得た上で必要に応じて年内に所要の

措置を講ずる。(p94)

li)公的保険外のサービス産業の活性化

④医療 ・介謹のインバウンド・アウトパウンドの促進

外国人息者が、安心 ・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、医療通

訳等が配置されたモデル拠点の整備を含む医療機関における外国人患者受

入体制の充実を図る。

")②電子処方箋の実現

実EI業 の結果を踏まえつつ、患者の利便性の向上や調剤業務の効準化、安

全確保に十分資する形で、来年度までに電子処方箋の導入を図るべく検討を

進める。

に該当するか否か。

※ 「日本再興戦略J ttET 2014-未

籍ふ「
難印こ消する

|」〔tせ「猟演こ翠I褒桜        誓
その結果を踏まえて、更なる歯科保健サービスの充実など、歯科保健対策の

充実を図る。

【2 -(4)-1)】 医療情報データベース基盤整備事業、日立大学病院間
の災害対策のための医療情報システムデータのパックアップ事業、がん登録

ベース事実 歯ヽ科診療情報の根準化に目する実証事業、及び学会等が

心できる国民生活を実現するため、効率的な医療提供体制の構築、医療の質の向上・4● 暴は、量 ″` C女 ′uCご 0四 氏 =r● α栞 '9り に 0′、冽 中 rJ`口 渡 π沐枠 ●llW"粟 、 い纂 W員 ツ iり占

を目指し、新たな医学・医療技術や情報通信技術等を活用し、地域医療の基盤を確立するための研究を行

① 「医療提供体制の構築・整備に関する分野Jと して、将来の地域医療需輪推計や医療の日際化等、

② 「良質な医療の提供に関する分野」として、医療情報及びシステムに関する標準化、E燎安全の向上等、



される人材の育成 ・確保に関する分野」として、
向上、看饉師等の臨床実践能力の評価及び向上等、
④ 「大規模災書時の医療の確保に関する分野」として、DllATや都道府県連携、疾患毎の特性に応じた被
災地医療体制等に関する研究を行い、医療現場のニーズに応じた実効性のあるガイドラインや指針等を短
期間で作成し現場に遺元するなど、日長や医療の現場が直画している喫緊の課題の解決に向け、迅速かつ
的確に対応してきた。また、各種の医療制度の改正に向け、チーム医療の推進、臨床研修制度の見直し、
医療人材の青成・確保、遠隔医療や医療安全の推進等を検討するための基礎資料となる成果が得られ、新
たな施策の推進に繋がっている。
・少子高齢化の進展や医療ニーズの多様化・高度化により、医療を取り巻く環境が大きく変化している中、

した生活を送 るため、引き続 き、医優提供体制の充実に資す る研究を推進 してい く

効率性が高い研究である。                         _

(3)研究事業の有効性  (

と医療のアクセス確保に関す る研究 、医療の安全確保のための研究、

躍が期待される人材の青成 ・確保に関する研究等を実施し、各種検討会や審議会での基礎資料となつてい

る。また、医療現場で実際に用いられる実効性のあるガイ ドラインや指針等の作成につながり、有効性が
高い研究である。

( 4 ) その他

の基礎資料となるため必要性が高い研究事業である。

東日本大震災に関連し、大規模災害時および平時に国民に対する安心、安全な医療提供体制をより確実(2)平成27年 度に新 しく設定 した研究について

多 ルを活用した医師需給推計
平成26年 度指定研究 r医療需要および医師供給に対する多変量推計モデルJで 示された全目的な医師

需給推計のモデルをもとに、2025年 (平成37年 りに向けた需給推計を検討する。
・高齢化社会における死国究明の推進に関する研究
今後の高齢化により在宅死亡が増えることが予想される中で、平成26年 度指定研究 「高齢化社会にお

ける死因究明の在り方等に関する研究Jで調査した検来の実施体制に関する実態を踏まえ、死亡診断書 〈死
体検案書)制 度全体に関する課題について検討する。
・脳性まひの発生状況と産科医療補償制度に関する研究
既に調査が実施されている 「子供の健康と環境に関する全国調査Jを 活用し、追加の調査を行うことに

より、全国的な規模で地域別、在胎週敗別、出生体■別に脳性麻痺の発生状況のみならず、三度脳性まひ
の発生原因と産科医療との関係を検討することができる。また、全国規模での重度脳性まひで産科医療補
償制度の補償対彙者数の推計を行えるようになり、より現状に即した産科医療補償制度の見直しに資する
データの収集が可能となる。
・地域の医療機関における医療提供体制のあり方に関する研究
中長期的な看饉職員確保対策を講する際の基礎資料を得て今後の課題について検討し、効果的 ・有効的

な看饉離員確保対策に取り組んで行く。
・医療現場において活躍できる医療従事者の教育等に関する研究
保健師、助産師、および看饉師の基礎教育における臨地実習先での実習指導者の配置と研修受講状況等

の実態を踏まえ、臨地実習時の教育体制のあり方について検討する。
・臨床研修の三1達目標と連動した必修とすべき診晨科目に関する研究
臨床研修制度は、臨床研修部会等での議綸や先行研究を踏まえ、政策ニーズに密接し、かつ医学教育の

専目的知見が必要と考えられるため、着実な遂行に資するよう、具体的な提案を行う。
・医師国家試験の在り方に関する研究
実践的に判断力を同う問題形式で医師国家試験を実施している国における、国家試験問題の作成に係る

手法 (問題形式、作成過程、評価基準等)を 調査するとともに、我が国の国家試験への導入可能性につい

・本事業においては、医療現場のニーズに応 じた実効性のあるガイ ドラインや指針等

現場に還元するなど、国民や医療の現場が直面している喫緊の課題に対して、迅速かつ的確に対応して

きた。また、社会保障制度改革にともなう病院 ・病床機能の分化、地域間 ・診療科間の偏在の是正、チ
ーム医療の推進、専門Eの あり方、饉療人材の育成 ・確保等を検8fするための基礎資料となる成果が得
られており、新たな政策の推進に貢献するものと考えられる。

・大規模災害時の医療提供体制の確保 ・再構築に関する研究の推進により、被災者に対してより迅速で適
切な医療提供体制の確保 ・再構築等が期待されるため、健康長寿社会の実現に資すると考えられる。

・少子高齢化の進展や医療ニーズの多様化・高度化により、医療を取り巻〈環境が大きく贅化している中、

を送るための医療提供体制の充実に資する研究を推進すべきである。

16 平成27年度の研究事業の全体の概要目
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(4)予算額螢 (単位 :百 万円)

4 平 成27年度の研究事業の諄価について

(1)研究事業の必要性
・各種の医療制度の改正に向け、チーム医療の推進、
医療の推進等を検討するための基礎資料となる研究¬ で

年以下とし、短期間で実効性のあるガイドラインi

指針等を作成し、現場に選元しているため効率性が高い研究である。
べ き課題や制度の見直 し等に必要 な知見の収集等については指定型 として実施 して

については、 (独)日 こなつています。

(2)研究事業の効率性



て
分野名 Ⅳ.健康安全確保総合研究分野

事業名 労働安全衛生総合研究事業

主管部局 (課室) 労働基準局安全衛生部計画課

運営体制 各課題の対象分野を所掌する安全衛生部内各課と調整しつつ事業を
覆 営 ^

少子コ輸七申時代"費tする中.ヨかて■0■セら口民生層議事現するた0.鋤率的なE●提a体 ‖の●●、E
●o■●向上o日錯し、■晨なEtt E姜薇衛や脩α通籠犠隣 t后用し、地撃E書の‐ t籠=する.

0医 簿 人材 あ盲 虚・確f呈

・着護聴員確保l_Hす る研究
・儡腱師、動産暉、および看護師 の

基礎枚育 における略地実習での

数育体制 のあり方に目する研究
・多変量解析 モデ腱 活用 した医師籠鮨離 計
・臨床 研修 における必修診凛耐 日の

在 り方 に関 する研究

・高麟fL社会における
死因究明の推進に目する研

・■性まひの発生状況證 科医EF●
制度に関する研究

・効果的な薔議菫員砲佛対銀吸 び資買自上 への

取組
・臨 廉研修制度 の買 の自上 に属 する取阻

衛生総合研究事業は、厚生労働省発足に伴い、

編による相乗効果の一環として、従来の厚生科学研究費補助金の

枠組みに労働分野の事業も追加することにより、平成 14年 に創

設されたものであるが、その創設以来、職場における労働者の安

全と健康の確保に関して、労働安全衛生行政の科学的な推進を確

保し、技術水準の向上を図ることを目的として、総合的に研究事

業を行つているものであり、労働安全衛生法第6条 に基づき策定

された 「第 12次 労働災害防止計画」 (平成25年 度を初年度と

する5カ年計画)に 掲げられた労働災害減少の目標達成に向けた
・立案に不可欠なものとなっている。

ついて

0 労 働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策に関す

る研究 (一部新規)

0 行 政、労働災害防止団体、業界団体等の連携 ・協働による労

働災害防止の取組に関する研究 (一部新規)

0 科 学的根拠、国際動向を踏まえた施策に関する研究 (一部新

規)

0 東 日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた

対応に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 労働安全衛生行政においては、平成25年 度を初年度とする5

ヵ年計画である 「第 12次 労働災害防止計画」において、

① _死亡災害の撲滅を目指して、平成24年 と比較して、平成

29年 までに労働災害による死亡者の数を15%以 上減少さ

せること

② 平 成24年 と比較してヽ平成29年 までに労働災害による

休業4日 以上の死傷者の数を15%以 上減少させること

などを目標として掲げているところであり、これらの日標を達成

するために必要となる安全衛生施策として、同計画の重点対象と

して掲げられている事項について、上記のとおり推進分野として

設定し、重点的に研究を推進する必要がある。

推進分野の推進により

期待される効果

本分野の推進により、労働者の安全 ・健康が確保され、第 12

次労働災害防止計画に掲げる日標の達成、安心して働くことので

きる環境の整備に資することが期待される。

今後の厚生労働科字研

究において重点化すべ

き主な分野業2に該当す

るか否か。

■健康長野社会の実現に向けた研究

健康長寿社会の実現のためには 「働く人々の健康づくり」が重

要な課題であり、労働者の安全と健康を守るための研究を推進す

ることにより健康寿命の延伸が期待される。
■少子・富齢化に対応し、活力あS、れる社会の実現に向けた研究
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労働者の安全と健康を守るための研究の推進を通じた 「誰もが

安心して働くことができる環境の整備」により、高齢者も含めた

様々な方が労働の場から社会を支えることが可能になり、活力あ
れ

事業場におけるメンタルヘルス対策を促進させるリスクアセスメント手
(継続)

⑥ 中 小規模事業場向けのリスクアセスメント手法の開発 (継続)

0 行 政、労働災害防止団体、業界団体等の連携・協働による労働災害防止の取組に関す
る研究 (一部新規)
① オ リンピック関連工事に伴う労働災害防止対策推進における行政、労働災害防止団
体、業界団体等の連携モデルに関する調査研究 (新規)

② 中 小企業用産業保健電子カルテの開発とそれによる効果的・効率的な産業保健手法
に関する検討 〈継続)

O 科 学的根拠、国際動向を踏まえた施策に関する研究 (一部新規)

① 労 働災害によつて生ずる企業の経済損失及び災害対応コストの実態把握及び災害防
止コストとの均衡に関する調査研究 (新規)

② 労働災害の増減と各種経済 ・雇用指標等との相関関係に関する調査研究 (新規)

③ 第 二次産業における労働災害防止に関する行政施策及び事業者団体、個別企業等に

おける取組の国際比較に関する調査研究 (新規)
④ 機 械安全規制における世界戦略に対応するための法規制等基盤整備に関する調査研
究 (継続)

⑤
｀
リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景 ・特徴 ・効果と我

が国への適応可能性に関する調査研究 (継続)

⑥ じん肺の診断基準及び手法に関する調査研究 (継続)

0 東 日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた対応に関する研究 (継続)

① 東 京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の放射線被ぱく量と水晶体
混濁発症に関する調査 (継続)

年 7

り方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を行う観点から、当腋年度で特
に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)を いう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成 22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部会)において、
■点化すべき主な分野としてあげられた   '

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究
② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

※科学校待イノベーション総合戦略2014(平成26年 6月 24日閣議決定
http://-8 cao go Jp/cstp/sogosenryaku/

J (

http://― kantei go Jp/Jo/singi/kenkouiryou/suisin/suisiLdai2/giJisidai html

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
(該当部分

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取 り

組むべき課題

「V.東 日本大震災からの早期の復興再生」に該当。

重点的課題 「V。東日本大震災からの早期の復興再生」の重点的課題 「放射

性物質による影響の軽減 ・解消」に該当。

重点的取組 「V 東 日本大震災からの早期の復興再生」の重点的取組 「放射

性物質の効果的・効率的な除染 ・処分、除染等作業を行う者の被
ばく防止等」に該当

平成27年度に新 した研究について

す事業場における取組及び労働者の安全意識、健康面への効果に

関する調査研究
・ 労 働安全衛生法第66条 の 10に 位置付けられるストレスチェック制度について、

その導入による効果をより確かなものとするとともに、5年後をめどとした制度の見直

しに向け必要な情報の収集を行うもの。
・ 行 政が事業場等の協力を得て推進する労働災害防止上の緊急対策や各種の運動やキ

ャンペーンについて、事業場労使への安全意識への影響や具体的な取組への展開等の

状況を調査し、費用対効果が高い取組のあり方を検討するもの。

O オ リンピック関連工事に伴う労働災害防止対策推進における行政、労働災害防止団体、

業界団体等の連携モデルに関する調査研究
・ 過 去に開催されたオリンピック大会の準備に伴う各種工事において、行政と関係団

体等との協調的な取組により、労働災害防止上効果を上げたものがないかを調査し、
2020年 に予定している東京大会に向けた工事における安全対策の一環として活用

するもの。
O 労 働災害によって生ずる企業の経済損失及び災害対応コストの実態把握及び災書防止

コストとの均衡に関する調査研究
・ 労 働災害が生じた場合に生ずる損失や事後対応コストと、当該災害を防止するため

にあらかじめ対策を講ずるために要するコストとの均衡について調査するとともに、

未然防止対策の必要性を経済的側面から検証するもの。

(3)「 日本再興戦略」改訂 2014-未 来への挑戦―との関係

※ 「日本再興戦略」改IT 2014-

h t t p : / / w w w  k a n t e i  g o  J p / J p / s i n g i / k e i z a i s a i s e i / p d f / h o n b u n 2 J P  p d f

平成 27年 度の研究事桑について

0 労 働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策に関する研究 (一部新規)

① 行 政推進施策が及ぼす事業場における取組及び労働者の安全意識、健康面への効果
に関する調査研究 〈新規)

② 職 場の受動喫煙防止対策と事業場の生産、収益並びに労働者の健康面及び医療費等
に及ぼす影響に関する研究 (継続)

③ 粉 じん作業等における粉じんぱく露リスクの調査研究 (継続)



々の労働災害については、様々な要因が相まつて発生するものであり、それらの

要因については、雇用 。経済情勢、事業者や労働者のマインド等とも大きく関わるもの

であることから、国内の各種経済 ・雇用指標等と労働災害件数との関連性について分析

を行い、どのような指標が労働災害の増減にどの程度寄与 (影響)し ているかを明らか

にするもの。
O 第 二次産業における労働災害防止に関する行政施策及び事業者団体、個別企業等にお

ける取組の国際比較に関する調査研究
・ 近 年、増加傾向が見られる第二次産業における労働災害の防止に資するため、諸外

国において第二次産業対策として講じられている効果的な行取施策や関係団体等との

連携、個々の企業における取組等について調査し、我が国における制度のあり方を検

ための とするもの。

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担

特になし。

本事業については、事前評価、中間評価及び事後評価を実施し、計画性があり政策目的に

合致した課題の選定、評価を行つており、事業の効率性を確保している。

また、労働安全衛生においては依然として非常に多くの政策課題があるものの、限られた

予算の中で最大限の効果を得る必要があることから、特に優先的に対応すべき重点課題を定

め、課■の採択、研究費の配分においても、重点課題に直結した成果を出せる研究となるよ

しており、効率性は高い。

いて実施されている調査研究は行政施策と密接に関わつており、その成果につ

いては、
。 「安全衛生活動の費用対効果を算出する手法の開発とその公表ガイドの作成Jについ

ては、今後、第 12次 労働災害防止計画における最重点課題として掲げられている第二

(41その他

労働安全衛生行政施策の具体的検討のために必要な知見は必ずしも十分な状況にあると

は言えず、また、既に把握している知見についても見直しが必要なものがあることから、今

後の政策立案のためには、最新の科学的知見、データの集積等を行う本事業の果たす役割は

大きい。

6.平 成 27年度の研究事果の全体の概要図

いて重要となる経営 トップヘの働きかけ(労働災

害防止活動が経営や業務の合理化につながることの理解促進)を行う上での基礎資料と

することを予定している。
・ 「がれきの処理作業など短期期間作業にも対応可能なアスペストの簡易測定方法の開

発」については、研究成果について 「建築物等の解体等における石綿ばく露防止対策の

マニュラルJ等で紹介し、その関連の測定向上のための基礎資料として示す予定として

いる。
・ 「 除染等作業での内部被ばく防止措置等の最適化のための研究」は、「東日本大震災

により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離

放射線障害防止規則」で定める粉じん濃度の簡易な測定方法で必要となる「質量濃度換

算係数」設定の際の基礎資料として活用し、研究の途中段階においても同規則改正に多

大に寄与したところであり、今後の成果についても引き続き、行政施策への活用が期待

される。
など、具体的な行政成果への活用が回られていることか

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

り巻く状況は、サービス産業化や雇用形態の多様化、高齢化等に

伴つて、刻々と変化しており、今後、景気回復の本格化やオリンピック・パラリンピック招

数に向けた建設工事の増加など、労働災害が再び増加に転じることが懸念される。

また、胆管がんのような職場での健康被害、東電福島第一原発事故の復旧作業対策、受動

喫煙対策など新たに対応すべき課題・社会的ニーズも多様化しており、労働安全衛生行政を

推進するに当たつては、労働現場の実態を十分に把握した上で、使用される最新の技術、医

学的知見等に適切に対応していく必要があり、政策の立案のためには最新の科学的知見、デ
ータの集積が不可欠である。

本事業は、労働安全衛生行政施策の具体的検討に資する基礎資料の収集、分析、また、現

場における労働災害防止対策の実施に活用可能な技術等の開発を担うものであり、その必要

こおける休業4日 以上の死傷災害は平成 22年 以降3

あり、平成25年 については前年と比較して減少に転じたものの、本年は速報値段階で再び

増加に転じ、今後、景気回復の本格化やオリンピック・パラリンピック招致に向けた建設エ

事の増加などにより、更なる増加も懸念されるところである。

また、労働衛生面についても、職場における過重労働やメンタルヘルスの問題、石綿や化

学物質、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う電離放射線による健康障害の問題など、

喫緊の対応が必要な課題も増加しており、これらの課題を解決し、第 12次 労働災害防止計

画において掲げる「誰もが安心して健康に働く事ができる社会」の実現を図るためには、本

研究事業の効率的な実施を通じた科学的根拠の集積とこれに裏付けされた行政施策の推進

が必要不可欠となつている。
このような視点のもと、平成27年 度については、継続課題を適切に実施し、行政施策に

結びつけるとともに、新たに「ストレスチェック等によるメンタルヘルス予防や職場環境改

善への効果」、「オリンピック関連工事に伴う関係者の連携・協働」、「労働災害によつて生ず

る企業損失と災害対応コスト」など、雇用。経済情勢の変化や行政施策の動向に的確に対応

したテーマを設定し、研究を推進していくことが必要である。

(3)研究事業の有効性
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労働安全衛生総合研究費

る重点

17.平 成 27年 度の新規研究の事業内容についての概要劇

労働安全衛生総合研究費

平成27年 度については、継続課題を適切に実施し、行政施策に結びつけると

ともに、雇用・経済情勢の変化や行政施策の動向に的確に対応した新規テーマ

を設定し、研究を推進してしくことが必要

0行 政推進施策が及ぼす事業場における取組及び労働者の安全意識、健康面ヘ

の効果に関する調査研究(①ストレステェック制度関係、い 政が推進する災害防止運動等)

Oオ リンピック関連工事に伴う労働災害防止対策推進における行政、労働災害防止
団体、業界団体等の連携モデルに関する調査研究

0労 働災害によつて生ずる企業の経済損失及び災害対応コストの実態把握及び災
害防止コストとの均衡に関する調査研究

O労 働災害の増減と各種経済・雇用指標等との相関関係に関するIR査研究

O第 二次産業における労働災害防止に関する行政施策及び事業者団体、個別企業
等における取組の国際比較に関する調査研究



分野名 Ⅳ 健 康 要全確保総含研究 分野

事業名 食品の安全確保推進研究事業

主 管 部 局 (課塁 ) 菫品 安全 部企 □情 報 課

運営体制 食品安全部企口情報課の単独 運営

。日本再興戦略で食品の輸出環境整備を掲げている一方で、HAC

CP取 得率は低迷しており、国内食品事業者のHACCP取 得率

向上に資する研究の推進が必要。

推進分野の推進により

期待される効果

本分野の推進により、より適切なリスク管理が実施され、食の安

全の一月の向上が期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

■ 健 康長野社会の実現に向けた研究

危害要因のリスク解明やその対策に関する研究、リスク管理

体制の高度化に関する研究を推進することにより、重篤な食中

毒の予防や、慢性毒性物質 (発がん性物費等)の 適切な管理が

なされるなど、食の安全の確保がよリー層充実し、健康長寿社

会の実現につながることが見込まれる。

※ 1 「 研 究 助 成 の 改 善 (準に向けた基本的な方向性J(平 成 22年 7月 29日 厚生労働省の研

1.研 究事栞の概要

(1)公 的研究として

会において規格基準設定に係る審議や食品の安全確保のための監

視指導の基礎データとして活用
・食品中の化学物質の摂取量の実態を把握し、政策立案のための背

景データとして活用
・本研究事業にて新たに開発、改良された試験法等を迅速に自治体
や検疫所等で活用

・国際的にも新規で重要なデータを、コーデックスなど国際機関ヘ

も情報提供

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

ついて

薇 進 分 ギ
'の

政 疋 下記の推進分野の新規設定を行った。

①食品の安全確保に資する規格基準の設定等に田する研究分野
・効果的・効率的な評債手法を開発するための研究 (継続)
・摂取量等の暴露実態の把握およびその基礎となる食品の摂取量
調査 (新規)

・ナノ物費等の食品等向け新規素材の安全性に関する研究 (継続)

②食品の安全確保のための監視指導基盤に関する研究分野
・HACCPの 導入推進の技術的支援に関する研究 (新規)
・新たな輸入食品検査体制に関する研究 (新規)
③食品安全に関する横断的課題とリスクコミュニケーシヨンに凹

する研究
・食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究 (継続)
・食品衛生規制の国際戦略に関する研究 (継続)

④食品中の放射性物質に関する研究
・食品中の放射性物員に関する基準値の妥当性検証等に係る科学

的知見の収集 (継続) _             ´
・會品中の放射性物質モニタリングの■道化に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 諸外国との経済運携協定の締結数増加に伴い、より迅速な添加物

等の基準設定が求められており、効果的 ・効率的な評価手法を開

発するための研究の推進が必要。

基準設定に用いる 「食品の摂取量」の根拠となる資料は、食事内

容が経時的に変化する可能性を踏まえ、目際的に定期的に見直す

こととされており、引き続き基準の妥当性を担保するために、現

在の食品の摂取状況に関する研究の推進が必要。

中国鶏肉事件や冷凍食品の農薬混入事件 ・ベトナム産ししゃも事

件等を踏まえ、輸入者のチェック体制のみならず輸出国における

衛生対策の重要性も高まっており、食品防御の具体的な対策の確

立と実行検証に関する研究とともに、新たな輸入食品検査体綱に
四する薔空の構造ぶふ軍^

レ.各戦略等との関係性|

(2)科 学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

科学技術イノベーショ
ン総合戦略 2014が取り
銅おべ青震■

東日本大震災からの早期の復興再生

重点的課題 放射性物質による影響の軽減 ・解消

重点的取組 放射性物質の効果的 ・効率的な除染 ・処分、除染等作業を行う者の

被ばく防止等

平成27年 度の研究事果について

厚生労働省は、輸入食品の安全確保、食品流通過程での安全確保、食品の化学物質汚染への対

応、食中毒への対応、新規科学技術を用いた食品の安全確保など、国民の関心の高い食品の安全

確保の分野において、リスク管理機関として幅広く施策を実施 している。本研究事業は、
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しく設定した研究について

―輸入実態についての分析や輸出国の法規制及び連守状況等に関する情報の収集 ・分析、輸出

国における衛生対策による効果の評価等に関する調査
・HACCP促 進の方法検討及び効果検証研究
―食品事業者等がHACCPを導入する際に必要な科学的根拠となるデータ等の収集 ・蓄積等に関

する調査
・効果的 ・効率的な評価手法を開発するための研究
―規格試験法の向上 ・健康影響の評価方法の開発等

めの施策の根拠となる科学的知見を集積するものである。

4.平 成 27年 度の研究事業の評価について

(1)研究事業の必要性

(3)研究事業の有効性
・研究事業により得た知見を、食品の基準や安全性に関する審議会やコーデツクス

におけるデータとして活用するほか、広く公表し、行政機関に限らず国民が有効に利用できる

形態で社会に遺元している。

位

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

930 885 762 576 未定

※ ‖23～H25については、(独)日本医療研究開発機構の対象経費及び対象外経費の合算になつています。

・食品の安全については、食中毒 (腸管出血性大腸菌による食中毒)、 放射性物質、輸入食品

の安全性の問題等のように、一旦問題が起こると国民の健康や生活に与える影響が非常に大

きいため、国民の関心が極めて高い。
・食品安全行政の中で厚生労働省は 「リスク管理機関」と位置づけられており、本研究におい

て食品の安全性の確保を目的として、リスク管理体制の高度化、リスクの把握と国際協調 ・

貢献、リスクコミュニケーシヨンの推進の根拠となる科学的知見の集積に資する研究を引き

続き実施することが必要である。リスク管理のための科学的根拠となる研究を推進していく

ことは、食品の安全確保の推進に必要不可欠である。また、本事業は研究で得られた成果を

活用できるものである。

出卜′9

0日別補買等:澤脚獨."彙積贅.猥田晨二.■雌■.口SE,■暉食品.パイオ子クノ●ジー痛ntF..3■ ・●
J也量.おもら, 零
0 リ スクコミュニケ‐シヨン_量 品鵬由.出 レ 着ユ ロ臓薔atn 年

●餘入■■のH麒 3辟年t田臓えた.より~口●●入食品の安全性見澤‖薇
●■n,33蒸 者の… "繹事向上にnrfた●■″〔日本再口輌口に合ヨ麟出■魔BHに口する=及あり'
椰 ロヒ4-B定 の― BAIIE拝う、輌 い 群 の― 定 ヽ

…
・
 厠

・
―

法… ●F_●―
●

―

墨餞工酬質層饉ぬ る
88-

こよる事前評価を経て、研究内容の重複排除や適切な研究者の選択を実施するとと

に、必要性の高い課題を採択している。また、専門家による中間・事後評価委員会により、

研究の進捗や成果を確認し、研究の効率性を評価しており、必要に応じて研究費の減額や研

究の中止等、効率性確保のための取り組みを実施している。なお、評価結果は研究者にフィ
ードバックされている。

・本研究事業においては、これまで困難とされてきた食中毒の広城散発事例の早期の発生探知

のためのガイドライン策定や、野生鳥獣肉の衛生的な解体処理0た めのガイドラインの策定、

原因不明とされてきた生鮮食品を共通食とした食中毒の原因病原体 (クドア属寄生虫)を 特

定し、新たな食中毒として行政報告対象と定めるなど、これまで研究成果が行政施策に効率

的に反映されてきている。
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中国鶏肉事件や冷凍食品の農薬混
入事件・ペトナム産ししゃも事件等を
踏まえ、輸入者のチI・ック体制0み な
ら」輸出国における衝生対策の重要
1生も高まっている。

日本再興戦略で食品の輸出環境整
備Jロ カCいる一方で、国内食品事
業者のHACCP取 得鋼ま低迷してい
る。

諸外国との経済連携協定の締結数
増力|こ伴い、より迅速な添加物等の
基準設定が山 ている。

化学物質のn48基準策定に係る基礎
データ憫″ゞ食品の1受取量」̀瞬長拠とな
る資料は、食事内容が経時的こ変fヒする
可能性を踏まえ、団 り車ヨ願Jこ見直
すこととぎn■ る。

1.研 究事業の概要

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「今後の厚生労働科学研究について」(平成22年7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

分野名 Ⅳ 健康安全確保総合研究分野

事業名 カネ ミ油症に関す る研究

主管部局 (課室) 食品安全部企口情報課

運営体制 食品安全部企目情報課の単独運営

公的研究としての意義

平成24年8月29日に成立した「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」においては、基本理念の一つとして、 「カ

ネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進すること

によリカネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るとともに、

その成果を普及し、活用し、及び発展させることJが 示され、 「日

は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、

治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用され

るよう必要な施策を講ずるものとする。」とされている。特に、本

研究事業は、カネミ油症患者の認定の基本となる診断基準に直結す

るものであり、科学的にも社会的にも極めて重要な事業となってい

る。

政策等への活用を具体
的に記載

ついて

推進分野Xlの 設定 ・カネミ油症の健康影響に関する研究 (継続)

カネミ油症患者等の検診及びその結果の分析、カネミ油症の診断

基準に関する研究、厚生労働省の健康実態調査の分析等
・カネミ油症の治療法の開発等に関する研究 (継続)

ダイオキシンによる生物学的毒性の解明と防御法に関する研究等

推進分野とする必要性 平成24年8月に成立した 「カネミ油症患者に関する施策の総合的な

推進に関する法律J第 11条において、 「回は、カネミ油症の診断基

準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及

び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講

ずるものとする。」とされている。

推進分野の推進により

期待される効果

カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進する

ことによリカネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図ること

が期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野※2に該当す

るか否か。

■ 健 康長野社会の実現に向けた研究

本研究により、食品を介したダイオキシン類等の人体への影書の

把握と治療法の開発が推進され、健康長寿社会の実現につながる

ことが見込まれる。

※1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」 (平成 22年 7月 29日厚生労働省の研
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各 と

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取リ

組むべき課題

特になし

重点的課題

重点的取組

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～来との関係 (該当部分)

(1)事業の概要

本研究事業は、カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進することにより、
カネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るための施策の根拠となる科学的知見を集積す

の で

(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担

該当なし

(4)予算額 (単位 :百万円)※

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

210 200 200 208 未定

※ H23～ H25に ついては、(独)

4.平 成 27年度の研究事業の評価について

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に基づき、カネミ油症に関す
る専目的、学際的又は総合的な研究を推進することによリカネミ油症の診断、治療等に
係る技術の向上を回るとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるために、

ことが

(4)その他

特記事項なし

カネミ油症に目する●PIn,字 菫的 ・澤合的な研究の秦毬による"晰 .岩 環もの技術の向上。そのr異

の薔凛 ・活用・鶴
… Ln-4詢
日ま、力‐ 詢 哺 靭 ― 見14づ く見直し工びに'晰 、素 に●●薇 .― 梶

硼 、及¨ 劇 籠 れるよう●― 饉 する

踊 馨 枷 見

い .雄 清症にE● ●籠 凛蘭 勲 斃 "摯 目

分野名 J

改訂 2014-未 来への挑戦―との関係 (該当部分)

平成 24年度に新たに成立したカネミ油症患者に関する施策の総合的な

律に基づき、効率的、効果的に、カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を

推進することにょリカネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るために、新たにカ

ネミ油症に関する研究経費が組み替えられた。

今後、カネミ油症患者等の検診及びその結果の分析、カネミ油症の診断基準に関する研

究、厚生労働省の健康実態調査の分析等のカネミ油症の健康影響に関する研究及びカネミ

・厚生労●嗜鶴覇腱L-8-3r
‐治饉螢 -0… …
Ⅲ力籠 州 暉 ・…



事業名 医薬品 ・医療糧署等暉 ュラトリーサイエス政策研究事薬

:管部局 (課室) ・医桑■ 品局  髯 機課

・医薬食品局の単独運営

該当す 1該当なし

るか否か。

※ 健 康 ・医療戦略 (平成26年 7月 22日目議決定)

http://m kantei go Jp/Jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisinJai2/gi」isidai htnl

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～Xとの関係 (該当部分)

※科学技術イノベーション総合戦略2014(:

http://www8 caa goわ/cstp/sogosenryaku/

を政策的に実行するた

めに必要な規||(レ ギュレーション)に ついて、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づいて整

備するための目的指向型研究を行うもので

1.研 究事業の概要

(1)公的研究としての意義 (政策との運動性)

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を

行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)

をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部

会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健 康長寿社会の実現に向けた研究

② 少 子 ・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう

との関係性

J

政策等への活用を具体 1 本 研究亭業は、栗磁 視、血液製剤の安全性・

的に記載        1整 青奮整響颯:審,するために必要な規制(レギュレーション)について、
科学的合理性と社会的正当性に関する根拠にこづいて壺偏するための目的

指向型研究を行うものである。

本事業を通じて得られた成果は、薬事監視、血液対策及び薬物乱用対策等
の薬事規制全般が科学的根拠に立脚して実施されていることを裏付けるこ

ととなるものであり、薬事行政 ・血液行政上の情施策に活用している。

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り

組むべき課題

「■ 国 際社会の先駆 けとなる健康曇澤社会の興現J

重点的課題 疾患に対応した研究の強化

重点的取組 新興 。再興感染症に関する研究

術イノベーション総合戦略 2014(平 成 26年 6月 24日 間議決(2)推 進分野の ついて

推進分野X:の設定 医薬品成分を含有するいわゆる健康■品の分析等に関する研究 (新規〕

血液製剤の安全性 ・品質向上に関する研究 (継続)
医菫品Dl作用被害救済制度に関する調査 (継饉)

推進分野とする必要性 ・一般用医薬品のインターネッ ト販売が可籠 とな つたことで、黒承認無語可

の医薬品成分を合有す る質の思い健康食品の流通量の増加が懸念 されてい

るところであり、定量的な概念を含めた医薬品成分の規制の在り方の検討が

必要。
・血液製剤について、IBV、ЮV、HIV等の従来からの感染症に加え、新興 ・

再興感染症への対策が必要となつている。
・過去に起こつたサリドマイドによる薬害被害者が壮年期に達したことか

ら、彼害者の診療等を通じて、様々な課題を把握する等、状況の変化によっ

て生した農題を把握 ・分析することが求められている.

推進分野の推進により

期待される効果

これらの分野の推正により、未承認未辞可医薬品による健康覆詈の発生の

防止や血液製剤の安全性向上が期待されるほか、薬害被害者の状況や課題等
多卸颯オス=″ 力̀で■ス_

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野12に該当す

るか否か。

■健康長野社會の要現に同けた研究

医薬品 ・医療機器等の承露審査のガイ ドライ ンの策定や安全対策に関す

る研究 を推進す ることによ り、我が日発の革新的な医薬品 ・医療機器等

が安全性を確保しつつ、国民へ迅速に提供されることに寄与するもので

あり、健康長寿社会の実現につながることが見込まれる。

※1 「 研究助成の改善等に向けた基本的な方向性」(平成 22年 7月 29日厚生労働省の研

改訂 2014-未 来への挑戦―との

http://m kantei go 」p/Jp/Singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP pdf

血液法第3条の基本理念において、血液製鋼の安全性の向上、国内自給の原則と安定供給の確保の必要

性が記されている。今後、これらを達成し、維持していくためには、国内自綸率の向上 ・献血の一層の

推進 ・血液製剤の安全性の向上に資する総合的な調査 ・研究を行うことが必要不可欠である。安全性の

向上のためには、従来から問題となつてきたHBV、HCV、HIVに加え、新たに注目され始めた感染症への

対策も重要である。上記を踏まえ、新たな感染症のリスク評価等を踏まえた血液製剤の安全性向上に関

する研究を行う。また、国内自給の向上、適正使用の推進、献血推進をはじめとする安定供給の推進に

必要な研究を迅速かつ戦略的に推進するものである。

き 、電傷象隻rt黎 写?ta思 11亀 換盆[7:雹 1211物 が食品|し て製造販売されている事例

が見受けられており、それらによる消費者における適正な医療機会の長失等が懸念されているところで

ある。また、平成26年 6月 12日からは、薬事法の一部改正により、一般用医薬品のインターネット販

売が可能となり、質の悪い健康食品の流通量の増加が懸念されている。本来、医薬品として使用される
べき成分本質を含有する食品は、医薬品として流通されるべきものであり、新たな成分本質の分析や文

献調査を踏まえ、無承認無許可医薬品の指導取締りを行い、国民における健康被害の発生の防止等を日

るため、専門家による調査研究を行い、的確に薬事監視行政へ反映させる必要がある。また、成分本質

を高濃度に■縮した原料を用いる健康食品も見受けられることから、従来の成分本質そのものの判断に

こととする。
(1)健 康 ・医療戦略来との関係 (該当部分)



(3)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担
該当なし

(0

H24 H25 H26 H27(概 算要求)

516 653 未定

※H23～ H25に ついては、 (独) 費の合算になつています

(4)その他
なし

|フ.平 成 27年度の新規研究の事業内容についての概要国

0血 液製剤D安 全性・品質向上に関ける研究 (主な新規・増額分)

0血 液の安全確保のための新興・再興感染症に関する研究
0特 殊な血液製剤の需要に関する調査研究
0若 年層の献血、集団献血や複数回献血の推曲 こ関する広率膊ま略等に関する研究
0需 大血者増加のための適正な採血基準の設定に関する研究
0大 規模災害に備えた血液製剤の1果存法と不活fヒ法の開発口関する研究 他

4.平 成 27年 度の研究事業の評価について

本事業は、適切な評価方法を開発し実用化を図るなど、薬事行政上必要な規制等について、

性等も踏まえつつ、科学的に合理性があつて社会的にも妥当なものとするための研究を実施する事業であ

る。
これまでに、特定の石鹸による全身性アレルギー発生を受けた全目的な疲学調査、血液製剤の国内自給に

向けた効率的なプログラム確率など、薬事行政上、有用な成果が得られている。引き続き、薬害肝炎事件

の教,1を踏まえ、市販後安全対策を戦略的に強化するための研究の充実を図るとともに、血液製剤の安全

性 ・品質向上、危険 ドラツグ等の乱用薬物対策等の研究を進め、医薬行政全般にわたる取り組みを強化す

る必要がある。

(2)研究事業の効率性
研究 ・実施体制も妥当であり、必要かつ効率的な研究事業である。

0業 事監視、薬物雷L用対策及び血液対策 等 の薬事蜆「ll全般が科学的恨拠に立口 して

実施 され乱 iるこ睦 裏付 け

→ 整 事 F凛 上哺 菫菫 に活用



医薬品成分を含有するいわゆる健康食品の分析等に関ける研究(新助

昨今、その本質、形漱等 から+1断 して医薬品 とみなされるべき力 が金品 とし

れている事例 が見受 けられており、それらによる,肖費者 における適正な医療機会の実失等

か縁念 されているところである。また、平成26年6月 1,日からは、累事 法 の一部改正により、
一般用医薬品 のインターネット販売が可日議となることから、買 の嘉い健康食品 の流遇量の

増加 が極念されている。本来、医薬品 として使用きれるべき成分本質を含有 する会品は、

医薬品 として流通 されるべきものであり、新たな成分本質 の分IJfや文献調査を路まえ、撫

承認嫌許可医薬品 の指導取||りをfiい、国民 における腱患被告の発生の防止等を回るた

め、専門表による調査研鷺 をfiい、的破に薬事監視fi政へ反映させる必要 がある。また、

威分本買を高濃度に濃縮した原料を用いる日康金品も見受けられることから、従来の威分

そのものlll断にカロえ、量的な概念も含めた医栞品威分の規制の在り方の検討に資す
るため、本研究をfiうこととする。

(1)医薬品成分の動車的な分析選 OH発 及び分析

(2)外国 の文菫等 の調匿

(3)量的な優£邊含 めた医薬品成分の撮廂1の在り方の線討

分野名 Ⅳ 健康安全確保総合研究分野

事業名 化字物質 リス ク研究子菜

主管部局 (課室) 医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

運営体制 企画運営並びに指定研究の評価及び研究費交付は化学物質安全対策室で、公募

研究の評価及び研究費交付は国立医薬品食品衛生研究所においてそれぞれ担当

1.研 究事業の概要

(1)公的研究としての意義 (政策との連動性)

的に記載

活用を具体
 |:群妻騒:濶 雰裏基理尋浩こ場踊

・国際機関における化学物質の安全性評価に係る基礎データとして活用

推進分野Xlの設定 化学物質の有害性評価の迅速化 ・高度化に関する研究 (継続)

化学物質の子どもへの影響評価に関する研究 (継続)

ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する研究 (継続)

室内空気汚染対策に関する研究 (継続)

推進分野とする必要性 国際的な化学物質管理で合意された目標に基づく政策目標の実現に向け、

動物愛護の観点も含め、動物試験代替法を含む OECDテス トガイドラインの

策定への貢献を引き続き進めるとともに、化学物質により乳幼児 ・胎児など

の脆弱層が受ける可能性のある健康影響、ナノマテリアルなどこれまでにな

い新規素材により受ける可能性のある健康影響に関しては、これまでの毒性

評価に使用されてきた手法では検出困難なメカニズムや動態による毒性が

発現しうることが明らかになつてきており、これら領域での物質・素材の安

全性を適切に評価する方法を開発することが急務。

化学物費等による室内空気汚染対策 (いわゆる 「シックハウス問題」)に

ついては、2014年3月現在13物質について室内濃度指針値が定められている

ところ、生活環境における新規の代替物費等 (殺虫剤を含む)に よる問題が

懸念されていること等を踏まえ、室内空気汚染に係る実態調査等を実施し、

その結果を踏まえて所要の検討を行うことが急務。

推進分野の推進により

期待される効果

本分野の推進により、新たな毒性メカニズムを有する物質や新規素材の安

全性評価が進展するとともに、これら分野において化学物質の安全性が十分

に偲明されていないことによる安全性への不安 ・心配の解消も期待される。

今後の厚生労働科学研

究において重点化すべ

き主な分野X2に該当す

るか否か。

■ 健 康長寿社会の実現に同けた研究

■ 少 子 ・高齢化に対応し、活力あら、れる社会に実現に向けた研究

これまで解明が十分ではない、乳幼児 ・胎児などの脆弱層が受ける可

能性のある健康影響、ナノマテリアルなどこれまでにない新規素材によ

り受ける可能性のある健康影響を明らかにすることにより、化学物質の

適切な管理と使用による健康影響の最小化を通じて、健康長寿社会の実

現に寄与することが見込まれる。



2.各戦略等との関係性|

(1)健康 ・医療戦略※との関係 (骸当部分)

健康・医療戦略に該当す
るか否か。

〇

一

科学技術イノベーション総合戦略 2014～ 未来創造に向けたイノベーションの懸け橋

※科学技術イノベーション総合戦略 2014(平 成26年 6月 24日閣議決定 )
http:〃www8 cao go Jp/cstp/sogosonryaku/

る環境保全の観点からの薔準等の策定等を担当している。これらは、連絡会等
して連機を回 りなが ら進めてい

4.平 成 27 の研究事業の評価について

※H23～H25については、

との関係 (該当

科学技術イノベーショ

ン総合戦略 2014が取り

組むべき課題

:第2節  腫 栞競争力を強化し政策課題を解決するための分野横断技術に
ついて」の 「3 取 り組むべきコア技術」において、新たな材料を開発する
際には、その生産過程で生み出される廃液 ・排水 ・排ガス等の有害な廃楽物
の回収処理技術の開発や、材料の安全性に対する評価や管理、基準作成など
社会受害を進めるための制度面の整備も同時に行う必要があるとされてい
る.

重点的課題

重点的取組

(1)研究事業の必要性
姜物質リスク研究は以下の背景等により、実施の必要があ
1 化 学物質の有害性評価の迅速化 ・高度化に関する研究

科学技術基本計口 (平成23年 3月 19日目饉決定)に おいて 「科学技術が及ぼす社会的な影響や

リスク評価に関する取組を一層強化する」とされていること、2∞2年の持綺可能な開発に関する

世界首脳会饉 (WSSD)において 「(すべての)化 学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影

響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する」と合意されていること、
3R(動 物愛饉)の観点、環境基本計画 (平成24年 4月 27日閣議決定)に おいて 「化学物質の内

分泌かく乱作用については、OECDの取組に積極的に多加しつつ、評価手法の確立と評価の実施を
加速化して進めるとともに、必要な調査研究及び国民への情報提供を実施するJと されていること

等から、化学物質の有害性評価の迅速化 ・高度化に関する研究を進める必要がある。

2 化 学物質の子どもへの影響評価に関する研究

環境基本計口において 「胎児期から小児期にかけての化学物質ぱく露が子どもの健康に与える

影響を解明するための調査を実施するJと されていること、科学技術イノベーション総合戦略に

おいて 「子どもの健康、難治性の慢性疾患等への医療等に関する研究の推進、子どもの健康に影

響を与える環境要因の解明を行うJと されていること等から、化学物質の子どもへの影響評価に

関する研究を進める必要がある。

3 ナ ノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する研究

科学技術基本計画に掲げた課題の達成のため、内閣府総合科学技術会饉に設置されたナノテクノ

ロジー・材料共通基盤技術検討WGの報告書において 「あらゆる分野への貢献が期待される分野だけ
に、その開発に際しては安全性の視点を意臓 し、将来的な社会実装段階でのリスクを可能な限り小

さくする努力が必要であるJと されていること、環境基本計回において 「急Jこ 実用化が進むナノ

材料については、OECD等の取組に積極的に多加しつつ、そのリスク評価手法の確立と評価の実施を
進ある」とされていること等から、ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する研究を通め

る必要がある。

4 室 内空気汚染対策に関する研究
SAIC‖(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ)国 内実施計画 (平成 24年 9月策定)

において 「化学物費等による室内空気汚染対策 (いわゆる「シックハウス問題J)に ついては、2012

年 8月 現在 13物 費について室内濃度指針値が定められているところ、生活環境における新規の代

替物費等 (殺虫剤を含む)に よる問題が懸念されていること等を踏まえ、室内空気汚染に係る実韓
調査等を実施し、その結果を踏まえて所要の検討を行う」とされていること、また、これを受け、

平成24年 9月より「シッタハウス (室内空気汚染)問 題に関する検討会」を開催し、室内濃度指針

値の見直しの検討を行うに当たり、同検討会で■綸するための基礎資料が必要なこと等から、室内

(1)事業の概要

(2)平成27年度に新しく した研究について

イヒ学物質リスク研究事業は化学物質によるヒト健康への被害を防止する施策に資する科学的基盤となる
研究を推進することを目的としている。

国際的な協力、役割分担の下にリネク評価を進めることが不可欠であることから、平成27年度は動物試

験代曽法を含むOECDテ ストガイドラインの策定への貢献を引き続き進めるとともに、同様に国際的課■と

なつている乳幼児 ・胎児などの籠弱層が受ける可能性のある健康影響やナノマテリアルの健康影響に関す
る評価手法の開発をさらに推進する。
OECDテス トガイドライン策定等目際貢献に資する研究、室内空気汚彙問題など、指定型で研究を実施す

る方が効果的 ・効率的なものについては、指定型の研究課題を設定し̀ 競 争的環境の確保に配慮しつつ、
日標の確実な達成を目指す。

また、新しいタイプの殺虫剤等、従来にはなかつた新規物質の使用によるとされる室内空気汚染対策に

資する成果を得て、室内濃度指針値の策定に活用し、これらの検討結果を関係省庁に選元することを目指

す。           ｀

さらに、長期的視点から着手青威型の研究課題を拡充し、着手研究者の多入による新たな技術や視点の取

り入れや、行政として長期 ・継縮的に研究を実施すべきであるものの人材の確保が困難な課題への対応を
□ り、着手研究者の参入促進、新 しい技術の取 り込み、政策立案の経籠性を担保す る。

(3)研究事業の有効性



0 化 学物質響奎規制法、毒劇法、家庭用品規制法等、所管法律における活用。

O 食 品や医薬品、労働安全衛生分野、学校保健、建築基準、製品規格、母子保健分野など他分野への成

果の活用。

0 0EOに ス

(0そ の他

6.平 成 27年 度の研究事果の

化学物質リスク研究事業について

―

1_日優花学物質の` ＼
ハザード(有害性)

評価に関する

研究の推進

所管法令(化審法等)における活用 ヽ

食品や医薬品.労働安全など他の

意ま雲撃発鮮彗等
用、、

の新規提案等の国際貢献

2 . m― l

行政応用を目指した
ハザー牌 価に関する

基礎的知見の収集

新たな有書性に関する
■●手法の開発

分野名 Ⅳ 置 凛 安含 確保 秘言 研 究 分野

事業名 健康安全 ・危機管理対策総含研究事栞

主管部局 (課室) 健康局がん対策 ・健鳳増進課地域保健三

運営体制 大臣官房厚生科学課健 康危機管理 ・災吾対策=、 健康局生活衛生課な らびに水

道凛 と調整 し事業 を運 営

栞

リスク研究事業は、化学物質を利用する上でヒト健康への影響を最小限に抑える目的で

種々の行政施策の科学的基盤となる事業であり、国民生活の安全確保に大いに寄与する不可欠な事業であ

る。
2020年までに化学物質の毒性を網羅的に把握することは、化学物費管理における日際的な政策課題であ

り、当骸事業では、この課題の解決に向け、動物試験代書法を含むOECDテス トガイドラインの策定への貢

献も視野に入れつつ、最新の科学的知見を活用した評価手法の開発研究、実用化研究、網羅的な安全点検
スキームの構築研究等を推進している。また、国際的に化学物贅から子どもや胎児などを守る取組が求め

られているが、これに対して、評価法開発のみならず、子どもの成長発達の生物学的特性を踏まえた影響

のメカニズム解明を推進している。

さらに、ナノマテリアルの安全性の観点からの社会的な受容に根ざした開発を推進するために、毒性発

現のメカニズムの解明と並行した安全性試験手法の開発を推進しており、社会的な必要性が高い。

個別の課題については、必要性、緊急性に基づく採択と計回的な実施がなされており、着実な成果達成

が期待される。開発された手法は行政施策として化学物質の安全点検スキームに取り入れることによつて、

早急な安全性情報の取得、発信、利用等が可能となり、また、経済的にも毒性試験実施にかかる費用と時

間の大きな削減が期待される。

日々の日民生活に利用される化学物質の有用性を踏まえ、今後もこれらを安全に利用するために必要な

リスク管理を目瞭協日にも留意 しつつ継機的に進め、

(1)公 的研究としての意義 (政策との運動性)

発電13の
活用を具体
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と健康を確保することは国家の貴務である。

本研究における個 の々結果は、健康安全・危機管理対応を行うため、関係

機関等との体制整備方策や対応力向上のための人材青威方策等に活用され、

ガイドライン策定や基準位等の改正の際には、科学的根拠として活用され

地域保健基盤形成、水安全対策、生活環境安全対策、健康危機管理 ・テロリ

ズム対策の四つの分野における研究を実施し、それぞれの分野において社会

のニーズに応じた研究を継縮して推進していく。今年度は、各分野において、

以下の研究を推進する。

地域保健基盤形成に関する研究分野では、地域のソーシヤルキヤビタルや

健康安全体制の整備、地域保健に従事する人材の青威等の平時対応に関する

研究とともに、有事から有事発生後まで状況に応じた地域保健システム及び

安全管理体制の構築を目指した研究を推進する。

水安全対策分野では水道の水質リスク評価及び管理に関する研究、本遺の

連続監視の最適化や浄水処理能力の評価に関する研究、自素用水道の管理水

準の確保及び災書時における活用促進、表流水へ紫外線処理を適用、水道に

おける気候変動の影響評価とその適応策に関する研究を推進する。

生活環境安全対策分野では、公衆浴場等におけるレジオネラ属薗対策を含

めた籠生管理手法に関する研究、建築物衛生の今後の衛生管理のあり方に目

する研究、シックハウス症候群に関する疲学調査を実施するとともに、シッ

クハウス症候群の診断基準の検証に関する研究を推進する。      ´
健康危機管理 ・テロリズム対策分野では、特殊災害を含む国家規模の災害

に着目し、公衆衛生危機管理システムの強靱化を目的として、既存の災書対

処基盤に特殊災害対策を織り込み、また行政内や行政 ・民間間での連携の強

化に資する研究を充実させる。テロリズム等に関する基盤技術情報の整備、

テロリズム事態における医療 ・公衆衛生対応、災害時の医療チームと関係機

関との連携に関する研究を推進し、情報基盤の強靭化に関する研究、初働対

応の迅速化に関する研究、危機対応や避難に関する研究、システム ・専門職

の連携 ・実用化に関する研究を推進する。

① 地域健康安全対策の基盤形成
・地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究
「大規模災害時の地域保健システム構築に関する研究
。大規模災害発生後における地域資源を活用した地城保健システム構築に

目する研究
・地域の健康安全管理体●Iに関する研究
・ソーシヤルキヤビタルの青成に関する研究

② 水安全対策



・目憲用水通の管理水準の向上及び災吾時の活用に関する総合研究
・水道における連続監視の最適化および浄水 プロセスでの処理性能評価に

関す る研究
・地表本を対彙とした紫外線処理の適用に関する研究
・環境田和型水供給システムの構築に関する研究

③ 生活環境安全対策
・レジオネラ検査の標準化及び消毒等に係る公衆浴jl等における衛生管理
手法に関する研究
・建築物環境衛生管理に係る行政監視等に関する研究
・科学的エビデンスに基づく「新シックハウス症候群に関する相談と対策
マニュアル (改π腋)」 の作成に関する研究
・シックハウス症候群の診断基準の検肛に関する研究

④ 健康危機管理 ・テロリズム対策
・CBR‖Eテロ対策の一体的な向上と人材育成のための研究
・国際テロ対策情報収集 ,分析に関する研究
・健康危機管理事態における疲学初動チームのあり方に関する研究
・テロ事態に備えて敦急隊員 ・救急医療機関等のあり方に関する研究
・大規模自然災害発生時における効果的な避難・災害弱者対応のあり方に

関する研究
・災書時フロー情報システム統合のあり方に関する研究
・災書時の保健医療 ・公衆衛生専門職間の連携のあり方に関する研究

推進分野とする必要性 ①国民の安全 ・安心と健康を確保するためには、災害時対応に加え、平時に

おける地域づくりや保健システム基盤構築、地域保健を担う人材の確保・青
成等についての研究も推進する必要がある。

② 国民生活の維持に必須である安全 ・安心な水を安定的に供給していくた

めには、最新の科学的知見を踏まえた水道水質基準等の選次見直しを含む水

質管理及び浄水処理の高度化等が必要である。また、東日本大晨災のような

大規模災害や人口減少社会の到来も踏まえ、安全 ・持糖 ・強靱な水道システ
ムの維持 ・構築のための研究が必要である。さらには、温暖化に伴う水道シ

ステムヘの影響を踏まえた適応策を見いだす研究が必要である。

③ 建築物や生活衛生関係営業年に関係する生活環境については、その適切

な保持が行われない場合、健康危機管理に直結するものであり、これらの健
康危機の未然防止及び発生時に備えた準備、発生時のコ切な対応等が必要で

ある。

④晨災から3年が経過し、巨大自然災書への強靱化が模索されている中で`
ボストンでの爆弾テロ等、人為的要因による公衆衛生へのテロリズムといっ

た新たな脅威が再認諫されつつある。また、2020年東京五輪をはじめ、今後

開催される大規模な目瞭イベントに向けて、特殊災書 (テロリズム等人為的

要因による災害等)を 含む国家規模の災書に着日し、公衆衛生危機管理シス

テムの強靭化を目的として、既存の災害対処基盤に特殊災害対策を●り込
み、また行政内や行政 ・民間間での連携の強化を促すために、学術的な整理
が必要である。

推進分野の推進により

期待される効果

①実践的な方策を明らかにすることにより、地域における平時から有事に渡
る健康安全の連携体制が構築されることが期待できる。
② 水安全対策において、水菫基準の適時、的確な改正及び浄水処理におけ
るより効果的な対策を開発することで、水道の安全確保等に資する成果が期
待できるとともに、災書時や人口減少社会の到来においても、水道の安定綸
水に資する対策の開発が期待できる。さらには、温暖化に伴う水道施設への
影響への適応策を開発することで、水道の持晰性が維持できる。
③ 生活環境安全対策において、建築物衛生に関して、現行の維持管理基準
の有効性の検肛及び今後の見直しへの凛題の抽出が期待できる。さらに、生
活衛生関係営業等における環境の変化や技術の進歩などに応じた衛生管理
善率の見亡し等が期待できる。
④ CBmEテロのような人為的な災害等の国家規模の災害を含む健康危機管
理・テロリズム対策において、自然災害等の知見や準備態勢をベースとして
活用しつつ、リスク評価手法や対処手法、人材青成の一体的な整備・強化が
行われ、また行政内や行政・民間間での適離の強化がなされる。その結果、

オールハザー ド対応が可能な健康危機の一体的なリスク管理体制を椰築す

ることが期待される。

今後の厚王"働 科早研

究において重点化すべ

き主な分野X2に該当す
るか否か。

■ 該当な し

※ 善 等 i けた基本的な方向性 l(平 成 22年 7月 29

究助成等のあり方に関する省内検討会)お いて、各事業分野のメリハリのある配分を
行う観点から、当該年度で特に重視し配分する研究分野 (事前評価においても考慮)
をいう。

※2 「 今後の厚生労働科学研究について」(平成22年 7月 8日厚生科学審議会科学技術部
会)に おいて、重点化すべき主な分野としてあげられた

① 健康長寿社会の実現に向けた研究

② 少子・高齢化に対応し、活力あふれる社会に実現に向けた研究 を いう   °

との関係性

(1)健 康 ・医療戦略Xとの関係 (該当部分)

健康・医療戦略に該当す 1該当なし

るか否か。

※ 健 康 ・医療戦略 (平成 26年 7月 22日 目議決定)

(2)科学技術イノベーション総合戦略 2014～未来創造に向けたイノベーションの懸け橋
～※との関係 (該当部分)

※科学技術イノベーション総合戦略2014(平成26年 6月 24
http://-3 cao go Jp/cstp/sogosenryaku/   ´

日間議決定

科学技術イノベーショ
ン総合戦略2014が取り

組むべき課題

自然災害にも強いレジリエントな曰土を形成し、国民の生命・財産を堅守す

るのみならず、経済社会のシステム全体の抵抗力、回復力を確保する。

第2章 科 学技術イノベーションが取り組むべき課題

第1節 政 策課題について  ‐
m 冊 里:「牛日1+f‐力僣絆イ ′`つ■め“饉

重点的課題 レジ リエン トな社会の構築

重点的取組 自然災害に対す る強靱な社会 の構築

二 3つ のアクションプラン
一 日 本産業再興プラン               ′

5 立 地競争力の更なる強化

5 - 1

(3)新 たに講ずべき具体的施策 iV)

①都市の競争力の向上

(都市の競争力の向上を図るため、都市再生や都市防災等における課■を

解消し、外国企業や来訪者を呼び込むための環境整備を行う。)
二 戦 略市場翻遺プラン

テーマ4:世 界を意きつける地域資源で穂ぐ地域社会の実現
ンシヤルを活かし、世界の多くの人々を地域に呼び

2014に該当するか否か。
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の で

(地域健康安全対策の基盤形成に関する研究分野)

大規模な自然災害や新型インフルエンザ等の健康危機管理事案の発生に際し、地域における住民の健

康と安全を確保するため、有事に有効に機能する健康危機管理体制を構築することが重要である。この

ためには、平時から、地域保健サービスの提供等を通 じた関係機関間の連携体制の構築、人材の青成、

緊急時対応の具体的な方法論の開発が必要である。さらに、行政機関と関係機関の連携だけではなく、

地城全体で対応することが求められている。

(水安全対策研究分野)

安全かつ豊かで■の高い国民生活を実現し、日々の暮らしに不可欠である安全 ・安心な水を安定して

供給していくため、水源から浄水場、綸配水過程に至までの徹量化学物質、病原生物等によるリスクを
一層低減するとともに、原水水質の悪化、実発的水質事故、災害等に係るリスクを低減し、安全性を強

化するための研究を実施する必要がある。

(生活環境安全対策研究分野)

不特定多数が利用する建築物や生活衛生関係営業等に関係する生活衛生については、その適切な保持

が行われない場合、健康危機事象による多数かつ重篤な健康被害を引き起こす可能性がある。本研究分

野では、建築物、生活衛生関係営業等において発生しうる健康危機事象に関して、未然に防止するため

の平常時の監視と管理、発生時に備えた準備と適切な対応を効果的に実施するために必要な科学的根拠

と具体的な対策を確立するための研究を実施する必要がある。

(健康危機管理 ・テロリス
・
ム対策研究分野)

近年、国の内外を問わず健康危機管理への関心は高まっている。「第3期科学技術基本職画」において

「テロリズムを含む健康危機管理への対応に関する研究開発」が重要な研究開発課題として挙げられて

いる。また、東日本大晨災を踏まえて策定された 「第4期科学技術基本計画」においては、r(東日本大

晨災等によつて)我 が日のリスクマネジメントと危機管理の不備が明らかとなり、これが科学技術に対

する国民の不安と不信を生んでいるJ「リスク管理も含めた災害対応能力の強化に向けた研究開発等の取

組を促進する」とされている。こうした背景を踏まえ、健康危機管理体制を構築するための研究が必要
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(4)経 済財政運営と改革の基本方針2014
4 安 心 ・安全な暮らしと持続可能な

(2)国 土強靭化 (ナショナル ・レジリエンス)、 防災 ・減災等

3)暮 らしの安全 ・安心 (治安、消費者行政等)(治 安 ・司法 ・危機管理等)
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(1)事業の概要

(41予算額
H24 H25 H26 H27(概 算要求)

248 未 定

※ 上分を除く。

健康危機管理の根拠となる知■は、医学的・科学的をはじめとする学際的な学問分野により得られ、

その体制・仕組みは法制度・社会状況等を踏まえた実践により構築されるものである。災書対策につい

ては、今後、各分野との連携を回り、より実行性のある総合的な対策を打ち出すことが必要である。関

した研究が必須となる。本研究事業は、効果的な健康危機管理体制を常時確保するために

( 4 )その他
特になし

日民の安全 ・安心と健康 を確保す であり、

対策、生活環境安全対策、健康危機管理 ・テロリズム対策の四つの分野において研究を実施している。

地域保健基盤形成に関する研究分野では、大規模な自然災害、新型インフルエンザ等の未知の感染症の

発生等の多様化する健康危機事彙に対し、地域において適切かつ迅速な対応が可能となるような健康危機

管理対策の研究を推進している。また、公衆衛生行政の方向性を明確化し、
―
人材の育成、情報収集や情報

共有の体制や対応する組織の整備等に関する研究を推進している。

水安全対策研究分野は、国民に対し安全 ・安心な水を安定して供給していくために、安全 ・安心な水の

要件である水道水質基準を定期的に見直すための研究とともに、原水水質の悪化、突発的水責事故、災害

等に対しても清浄な水を可能な限り安定的に供給していくための水安全対策の強化のための研究を実施し

ている。
生活環境安全対策研究分野では、建築物や生活衛生関係営業等に関係する生活環境に関する研究を行つ

ている。生活環境の適切な保持が行われない場合、①短時間に重症の健康被書が大量に発生する。②同時

期に複数の者が非特異的な健康被害を訴える。③早期に対応がなされないと、危機的状況を招く等の恐れ

があり、これらの健康危機の未然防止及び発生時に備えた準備、発生時の適切な対応等に関する研究を推

進している。室内空気汚染問題をはじめとした建築物における空気環境や綸排水等の衛生的環境の確保に

関する研究、公衆浴jl等の生活脅生関係営業における衛生的環境の確保に関する研究、その他生活環境が

人体に及ぼす影響等の研究を実施している。

健康危機管理 ・テロリズム対策研究分野では、CBR‖E(化学剤、生物剤、核 ・放射性物貫、爆発物)テ ロ

リズム等の健康危機対策として、大規模健康危機時及び広崚災害時現場における医療体制に関する研究、

及び国内外の動向を踏まえた健康危機管理におけるサーベイランスシステムとテロリズム対策システムに

関する研究を実施し、健康危機管理基盤システムの構築、関係機目 ・専門家の養威 ・ネットワーク構築の

促進等に関す

地域における健康安全の基盤形成に関しては、全国の保健所における健康危機管理の質の向上 ・均て

ん化を国るため、標準的な健康危機対応システム (i ncident colluland systeln)の開発等をするとともに、

平常時の人材青成や保健事業の向上にむけた研究が進められた。

健康危機管理 ・テロ対策に関しては、東日本大晨災の災書医療対応の検証に基づき、広城医療搬送の

運用ガイドライン策定のための基礎資料を整理し、災害救急医療情報システム ([‖IS)のコンテンツの

追加や災害時派遣チームの連携を検討した。また、CBRNE災害現場のシミュレーション訓練プログラム

を開発し、CDRE専 門家と行政とのネットワークを構築した。

日民生活の維持に必須な水安全対策に関しては、水道水費に関する多面的な研究により得られた知見

を水道水質基準の選次見直し等に反映させたほか、浄水処理の高層度原水への対応方策や、水道施設の

耐震評価手法に関する手ヨ|きの原案作成を行うとともに、水道水の配水仮定における微生物のリスク諄



しては、レジオネラ属菌の迅速検査の改良、外部精度管理、モノクロラミL

毒効果の評価等、公衆浴場におけるレジオネラ症防止対策について知見を得た。また、建築物における

環境衛生の実態をIB握するアンケー ト調査及び実態調査を行い、今後の建築物に必要な環境衛生管理項
目のあり方について提案を行つた。

本事業は多様な健康危機課題を対象に、健康危機の発生防止、発生に備えた率備、発生時の対応とい
った、それぞれの段階についての研究が実施されてきた。機動力のある健康危機管理体制の構築を進め

1健康安全・危機管理対策総合研究事業 要求額OO籠 円(2.0億 円)l
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